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令和３年３月９日（火曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和３年度宮崎県一般会計予算

〇議案第２号 令和３年度宮崎県開発事業特別

資金特別会計予算

〇議案第３号 令和３年度宮崎県公債管理特別

会計予算

〇議案第21号 宮崎県職員定数条例の一部を改

正する条例

〇議案第22号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

〇議案第25号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

〇議案第27号 宮崎県特定非営利活動促進法施

行条例の一部を改正する条例

〇議案第28号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

〇議案第35号 包括外部監査契約の締結につい

て

〇請願第７号 「消費税率５％への引き下げを

求める意見書」を国に提出する

ことを求める請願書

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・令和３年度組織改正案について

・財政見通し（試算）について

・宮崎県公共施設等総合管理計画の改定につい

て

・宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例について

（議案第28号関連）

・宮崎県文化芸術振興条例（仮称）の制定につ

いて

・宮崎県人権尊重の社会づくり条例（仮称）の

制定について

・宮崎県情報化推進計画案について

出席委員（８人）

委 員 長 野 﨑 幸 士

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 山 下 寿

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 来 住 一 人

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

危機管理統括監 藪 田 亨

総 務 部 次 長
日 高 幹 夫

（総務･市町村担当）

県参事兼総務部次長
小 堀 和 幸

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長
温 水 豊 生

兼危機管理課長

総 務 課 長 園 山 俊 彦

部参事兼人事課長 田 村 伸 夫

行政改革推進室長 長谷川 武

財 政 課 長 石 田 渉

財産総合管理課長 蕪 美知保

中 武 英 俊防災拠点庁舎整備室長

税 務 課 長 三 井 芳 朗

市 町 村 課 長 日 髙 正 勝

令和３年３月９日(火)
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齋 藤 謙総務事務センター課長

消 防 保 安 課 長 佐 藤 勝 重

事務局職員出席者

議事課主任主事 渡 邊 大 介

総 務 課 主 事 合 田 有 希

ただいまから総務政策常任委員○野﨑委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、当初予算関連議案の審査○野﨑委員長

方法についてであります。

お手元に配付している資料、委員会審査の進

め方（案）を御覧ください。

まず、１、審査方法についてであります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業、新

規事業を中心に説明を求めることとし、併せて

決算における指摘要望事項に係る対応状況につ

いても説明を求めることとしております。

次に、２、当初予算関連議案等の審査につい

てであります。

今回の委員会は、新年度当初予算の審査が中

心となりますので、最初に当初予算全体の説明

、 、 、を聞くため 総務部の審査を先に行い その後

総合政策部ほかの審査を行いたいと存じます。

また、総務部及び総合政策部の審査につきま

しては、長時間にわたることが予想されますの

で、お手元の資料のとおり、３課から５課ごと

に説明・質疑を行い、最後に総括質疑を行う形

にしたいと存じます。

審査の進め方については以上でありますが、

。このとおり進めることに御異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○野﨑委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

当委員会に付託されました、議案等の概要説

明を求めます。

おはようございます。本日、

御審議いただきます議案等につきまして、お手

元の総務政策常任委員会資料により御説明いた

します。

表紙をめくっていただきまして、目次を御覧

ください。

まず、１の予算議案についてでありますが、

今議会に提出しております当初予算の概要につ

きましては、後ほど御説明いたします。

次に、２の特別議案につきましては、宮崎県

職員定数条例の一部を改正する条例を提出して

おります。

次に、３のその他報告事項では、ここに記載

の令和３年度組織改正案についてなど、４件に

つきまして御報告いたします。

それでは、資料の１ページから令和３年度当

初予算案の概要つきまして御説明いたします。

、 、なお この資料は別途配付しております冊子

令和３年度当初予算案の概要の冒頭部分を抜粋

したものであります。

それでは、１ページ、まず、予算額でありま

す。

令和３年度の一般会計当初予算額は6,255

億500万円で、対前年比2.1％の増となります。
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次に、予算編成の考え方であります。

１つ目として、県民の「安心」の確保をキー

ワードに、コロナ対策と防災・減災、国土強靭

、 、「 」化対策の推進を ２つ目として ポストコロナ

をキーワードに、本県の新たな成長の推進を、

３つ目として、令和２年度２月補正予算との一

体的な予算編成を上げております。

次に、主な事業を５つに区分しております。

この部分につきましては、後ほど、後ろのペ

ージのほうで説明をさしあげます。

２ページをお願いいたします。

（１）予算規模についてであります。

枠囲みの中、１行目にありますとおり、予算

規模が増加しておりますのは、コロナ対策や中

小企業金融対策等による補助費等や貸付金の増

等によるものであります。また、予算規模の推

移をグラフや表で示しておりますが、一番下の

表に記載のとおり、予算額は４年連続の増額と

なります。

３ページを御覧ください。

歳入予算の特徴になりますが、令和３年度当

初予算における自主財源比率は38.8％で、前年

度と比べ0.1ポイントの減、一方、依存財源の比

率は61.2％で、前年度と比べ0.1ポイントの増と

なります。

４ページをお開きください。

自主財源の状況について、中ほどの表を御覧

ください。全体では、前年度比で1.7％の増とな

ります。内訳としまして、まず、県税の予算額

は、新型コロナの影響に伴い、企業業績の低調

化による法人事業税の減等が見込まれますこと

から、3.6％の減です。

２つ下の分担金及び負担金は、土地改良事業

に係る市町村負担金の減 これは令和２年度─

に多額の繰上償還があった影響によるものです

が、これにより58.8％の減であります。

一番下の諸収入は、中小企業融資制度貸付金

、 。元利収入の増等により 22.2％の増となります

また、下から３つ目の繰入金に、括弧書きで

財政関係２基金からの繰入金を記載しておりま

す。予算編成時の収支不足に充当するため取り

崩すものであり、204億円の取崩しが必要となり

、 、 、ましたことから 右側 ５ページの２つ目の表

財政関係２基金残高の推移に記載しております

とおり、令和３年度当初予算編成後の基金残高

は237億円になる見込みであります。

６ページをお開きください。

依存財源の状況であります。下のほうの表を

御覧ください。全体では、前年度比で2.3％の増

となります。内訳としまして、地方譲与税につ

きましては、新型コロナの影響による特別法人

事業譲与税の減等により36.3％の減です。

７ページの上の表を御覧ください。

地方交付税は2.0％の増、臨時財政対策債は財

源不足を埋めるため、令和３年度地方財政計画

と歩調を合わせて68.9％の増となり、２つを合

計しました実質的な地方交付税額は7.8％増

の2,178億6,300万円となります。

次の表の県債の状況を御覧ください。まず、

発行額は、総額が24.5％減の680億5,400万円、

括弧書きの臨時財政対策債を除いた発行額

が47.6％減の383億9,700万円となります。

これは、臨時財政対策債の発行額は増加する

ものの、これまで当初予算で計上しておりまし

た防災・減災、国土強靭化に係る予算を、令和

２年度２月補正予算に計上したことによる減と

なります。

次に、年度末の県債残高見込みは、総額で0.6

％減の8,488億4,500万円となり、括弧書きの臨

時財政対策債を除いた残高は、1.4％減の4,970
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億8,400万円となります。

８ページ、９ページをお開きください。

歳出予算の特徴になりますが、８ページに款

別の状況を、９ページに費目別の主な事業と増

加要因を記載しております。

９ページで増減率の大きい費目を説明いたし

ますと、上から３つ目の衛生費が新型コロナ対

策の増等により89.3％と大幅の増、中ほどの商

工費が中小企業金融対策費の増等により31.1％

の増、その下の土木費が、当初予算としまして

は 防災・減災対策に係る事業費の減により22.6、

％の減となります。

次の10ページ、11ページをお開きください。

性質別の状況になります。11ページで御説明

いたしますと、まず、①義務的経費は、職員の

採用・退職に伴う給与の減等による人権費の減

や県債残高の減少による公債費の減により、0.2

％の減となります。

次に、②投資的経費は17.6％の減となります

が、これは国土強靭化対策を２月補正に計上し

たことによる当初予算の減や総合運動公園の津

波避難施設整備に係る事業の減によるものであ

ります。

次に、③その他一般行政経費は15.4％の増と

なりますが、これは軽症者等宿泊療養施設の運

営に要する費用による物件費の増や、病床確保

などの医療提供体制強化に要する費用による補

助費等の増など、コロナ対策によるものが大き

な要因となっております。

12ページをお開きください。

社会保障関係費の状況であります。表の合計

欄にありますとおり、予算総額は1,079億3,600

万円、一般財源ベースで949億6,600万円となっ

ております。

13ページを御覧ください。

特別会計と公営企業会計についてまとめてお

ります。上の表、15ある特別会計の合計は、公

債管理特別会計の減等により、8.9％減の2,065

億円余になります。下の表、４つの公営企業会

計の合計は、電気事業会計の増等により、1.9％

増の711億円余になります。

14ページをお開きください。

１ページにありました、主な事業の５区分に

ついて御説明いたします。まず、コロナに係る

総合対策であります。国の緊急包括支援交付金

や地方創生臨時交付金等を活用して取り組むも

、 。 、のとして 203億円余を計上しております また

右側、15ページの下に記載しておりますが、一

部の事業の財源として、新型コロナ宮崎復興応

援寄附金を活用しております。

16ページをお願いいたします。

防災・減災、国土強靭化対策であります。防

災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対

策により、国土強靭化に関する取組が５年間で

重点的・集中的に実施されることに伴い、中ほ

どの表にありますとおり、令和２年度２月補正

予算と合わせて必要となる378億円の予算を計上

しております。これは下の表にあります、これ

までの３か年緊急対策分と比較しましても、単

年度ベースでかなり大きな予算額となっており

ます。

17ページを御覧ください。

人口減少対策に徹底して取り組むための事業

であります。人口減少対策基金等を活用し、人

口減少の抑制や人材の育成・確保に関する取組

、を加速するものとして68億円余を計上しており

このうち12億円余を人口減少対策基金から充当

しております。

18ページをお開きください。

。デジタル社会の実現に向けた取組であります
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令和３年度を「みやざきデジタル化元年」と位

置づけ、県民一人一人がデジタル化の恩恵を実

感できる社会を目指す取組としまして、事業費

として17億円余を計上しております。

右側、19ページを御覧ください。

文化・スポーツの祭典であります。本年７月

３日から10月17日までの日程で開催される国文

祭・芸文祭の各種関連事業について、１億6,400

万円の予算を計上しております。また、令和９

年度に開催する国スポ・障スポ大会につきまし

ても、競技力の向上や競技施設の整備など、必

要となる予算を計上しております。

令和３年度当初予算案の説明は以上でありま

す。

次に、資料をめくっていただきまして、22ペ

ージをお願いいたします。

総務部における令和３年度当初予算の課別集

計表であります。今回、お願いしております、

総務部の一般会計と特別会計を合わせた予算額

は、表の一番下の欄にありますように、2,345

億5,431万2,000円で、前年度当初予算と比較し

ますと、７％の減となっております。

予算議案の概要につきましては、以上であり

ます。なお、議案等の詳細につきましては、危

機管理局長及び担当課（室）長から説明いたし

ますので、御審議のほど、よろしくお願いいた

します。

私からは以上であります。

税務課から、地方消費税清算○三井税務課長

金及び県税収入の当初予算につきまして御説明

いたします。

委員会資料の４ページをお開きください。

ページ中ほどの自主財源の状況の表、この上

から３段目、地方消費税清算金の欄を御覧くだ

さい。

令和３年度の予算額は、503億9,951万円余を

計上しており、令和２年度当初予算に比べ、７

億4,701万円余、1.5％の増となります。

この地方消費税精算金は、全都道府県の地方

消費税総額を消費に関連した基準によって、都

道府県間で精算、配分するもので、全国の消費

の動向にもよりますが、税率引上げの影響が平

年度化することにより、増と見込んだところで

あります。

続きまして、県税収入予算につきまして御説

明いたします。

資料の21ページをお開きください。

県税収入につきましては、経済動向や主要企

業の業績の見通しや、令和２年度の税収状況及

び税制改正等の影響を総合的に勘案して見込ん

だものであります。

令和３年度当初予算は、表の１番上の段、県

税計の段の①の欄のとおり、954億8,000万円を

計上したところであります。令和２年度に引き

続き、全般的に新型コロナウイルス感染症の影

響が続くと見込まれることから、前年度当初予

算に比べて36億円の減 対前年度比96.4％となっ、

ております。

主な税目について御説明いたします。前年度

当初比、増減額①引く②及び備考の欄を御覧く

ださい。

まず、県税計の下、個人県民税が個人所得の

減少により、19億1,908万円余の減と見込んでお

ります。その１つ下の法人県民税が、税率の引

下げ等により６億1,419万円余の減、その２つ下

の個人事業税が、個人事業者所得の減少により

１億4,584万円余の減、その１つ下の法人事業税

、 、が 企業の業績低調により24億4,146万円余の減

その１つ下の譲渡割地方消費税が、税率引上げ

の平年度化等により25億4,389万円余の増、その
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１つ下の貨物割地方消費税が、輸入の減少によ

り１億5,805万円余の減、その１つ下の不動産取

得税が、税額200万円以上の大建築分に係る課税

、 、件数の減少により１億5,901万円余の減 最後に

下から３つ目の軽油引取税が、輸送量の減少等

による軽油消費量の減により６億9,951万円余の

減と見込んでおります。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

概要説明及び歳入予算等の説明○野﨑委員長

が終了しました。

ここまでのところで質疑はございませんか。

ただいまの税務課の説明ですけれ○坂口委員

ども、法人事業税が13％近く減という分析内容

を大まかに教えていただけると。

法人県民税、事業税、法人事○三井税務課長

業税のいずれも企業低調ということで減少して

おりますけれども、まず法人事業税について申

し上げますと、全ての業種によって減少が見込

まれております。特に大きく減少を見込んでい

るのが、製造業、サービス業、卸小売業で、こ

ういった業種は対前年度比で約80％と見込んで

おります。

基本的には、法人事業税等は１年前の経済状

況を反映するということで、コロナの拡大を４

月以降と考えますと、４月以降の法人事業税が

３年度に大きく影響したものですから、こうい

う減少を見込んだところでございます。

将来のことはなってみないと分か○坂口委員

らないけど、今後、この数年間どのように響い

ていくのか。令和３年度、４年度にかけて、こ

の減がどのような具合で響いていくか、将来の

見通しについての分析は。

一応、新聞報道などではワク○三井税務課長

チンの普及拡大によりまして、現在でも自動車

産業や鉄鋼業は回復傾向にあり、通信業といっ

た特殊な業種によっては、現在でも増益という

形になっております。とりあえず令和３年度は

減少するということなんですけれども、４年度

以降につきましては、コロナ感染状況にもより

ますが、そういったことをちょっと見ていかな

いと、今の段階で回復するとか減少するとかと

いうのはなかなか言えない状況でございます。

やっぱり令和３年度は、国の雇用○坂口委員

調整助成金といった継続のための支援金辺りの

効果が発揮できなかったと見るべきなんですか

ね。８割ぐらいの業績にしか終わらない、決算

にしか終わらないというのは。

本県の場合は、従来、景気が○三井税務課長

、悪くなった場合でも影響はなかなか受けにくい

どちらかというと、遅れて影響が出てくるとい

うようなところもございます。全国の大企業の

、 。減収幅を見ますと それほど落ち込んでいない

そういったことでは、国とかの給付金の効果が

ある程度は働いているのではないかと考えてお

ります。

ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、引き続き、３課ごと○野﨑委員長

に班分けして議案等の審査を行い、最後に総括

質疑の時間を設けることとします。執行部の皆

様の御協力をお願いいたします。

なお、歳出予算の説明については、重点・新

規事業を中心に簡潔に行い、併せて決算におけ

る指摘要望事項に係る対応状況についても説明

をお願いします。

まず、第１班として、総務課、人事課、財政

課の審査を行いますので、順次、議案の説明を

お願いいたします。

なお、委員の質疑は、３課の説明が全て終了
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した後にお願いいたします。

総務課の当初予算について御○園山総務課長

説明いたします。

歳出予算説明資料の71ページをお開きくださ

い。

総務課の令和３年度当初予算額は、左側にあ

、 。りますように ３億1,321万5,000円であります

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

73ページをお開きください。

まず 下から２段目 事項 文書管理費5,357、 、（ ）

万7,000円であります。

74ページの上段を御覧ください。

この予算は、文書収発業務に要する発送料や

会計年度任用職員の人件費、文書管理システム

の運用保守等に係る経費であります。

次に その下の段の 事項 印刷等管理費4,682、 （ ）

万4,000円であります。これは、庁内で作成する

冊子等の印刷製本業務の経費でありまして、印

刷機器の保守・リース料、用紙等の消耗品代、

会計年度任用職員の人件費等であります。

、 、次に ページ中ほどより少し下になりますが

（事項）文書センター運営費3,664万4,000円で

あります。これは、歴史的価値のある公文書や

県史資料等を適正に保存・管理するための経費

でありまして、公文書のマイクロフィルム撮影

委託、消火設備等維持管理に要する費用や会計

年度任用職員の人件費等であります。

続きまして、75ページをお開きください。

最後に （事項）県公報発行費962万3,000円で、

あります。これは、条例や規則など県民に周知

すべき事項を掲載する、県公報の発行に要する

経費であります。

総務課からの説明は以上であります。

人事課の当初予算について御○田村人事課長

説明いたします。

同じ歳出予算説明資料の77ページをお願いい

たします。

人事課の令和３年度当初予算額は、50億3,061

万9,000円であります。

主な事業について御説明いたします。

79ページを御覧ください。

まず、ページの中ほど （事項）人事調整費７、

億9,779万9,000円であります。これは、説明欄

の１～６にありますように、人事給与管理の全

庁的な調整に要する経費であります。

次に、その下の（事項）行政管理費7,161

万9,000円であります。これは、行財政改革懇談

会など行政管理・改革に要する経費や新しいＩ

ＣＴの積極的な利活用による業務改革等に要す

る経費であります。

80ページをお願いいたします。

一番上 （事項）人事給与費34億6,312万1,000、

円であります。主なものとしましては、説明欄

、２の退職手当33億8,701万5,000円でありまして

退職見込者に係る所要額を計上しております。

次に （事項）県職員研修費3,199万円であり、

ます。これは、自治学院において行う県職員の

研修に要する経費であります。

次に （事項）職員派遣研修費2,179万6,000円、

。 、 、 、であります このうち 説明欄にあります １

職員の国内派遣研修としまして、自治大学校へ

の派遣に要する経費を、また、２、海外派遣研

修としまして、職員の自主企画による短期海外

研修や自治体国際化協会シンガポール事務所等

への派遣経費を計上しております。

最後に （事項）被災地職員派遣事業費2,468、

万4,000円であります。これは、被災地での災害

、復旧業務に従事する職員の派遣に要する経費や

派遣する職員の代替として会計年度任用職員を
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配置するための経費などでございます。

人事課からの説明は以上であります。

常任委員会資料○長谷川行政改革推進室長

の32ページをお開きください。

議案第21号「宮崎県職員定数条例の一部を改

正する条例」について説明します。

１の改正理由ですが、病院局の職員定数につ

きまして、県立宮崎病院の再整備等に対応する

ための増員を行うとともに、企業局及び病院局

に係る職員定数を区分することにより、透明性

の確保を図るものであります。

２の改正の内容ですが、宮崎病院再整備に伴

うＩＣＵの増床や救急救命センター拡充等に伴

います当面の増員を考慮した上で、減員数に相

当する定数枠を確保するため、病院局定数を110

人増員するとともに、現在、知事部局職員定数

の内数として、規則でその配分を定めておりま

す、企業局及び病院局の定数を条例上明記する

こととします。

中ほどの新旧対照表の改正前にありますとお

り、現行条例では知事部局、企業局、病院局を

一まとめに知事部局の職員として、その定数

を5,359人と規定し、企業局、病院局の定数につ

。きましてはそれぞれ配置規則で定めております

。その下の表の職員定数の内訳を御覧ください

改正前定数の欄に括弧書きで記しております

とおり 配置規則によりまして 知事部局を3,713、 、

人、企業局を126人、病院局を1,520人と定めて

おります。定数とは、職員を配置できる上限の

数を定めたものでありまして、減員数の欄に令

和２年４月現在で在籍している職員数を記載し

ております。

さらに、その内数となりますが、条例上、職

員定数から除外できる育児休業者等を除いた数

を、除外規定適用後の欄に記載しております。

表の左から２番目の列、改正前定数等、その２

つ、右側の列、減員数の内数になります、除外

規定適用後の差が、職員を配置できる上限値ま

での余裕枠となります。

表の一番下、病院局におきましては、改正前

定数1,520人に対しまして、除外規定適用後の数

が1,514人とその余裕枠が６人分しかなく、宮崎

病院の再整備など、今後の増員に対応できなく

なってきておりますことから、今回、病院局定

数につきまして見直しを行うものであります。

具体的には、病院局の職員定数枠を、令和２

年４月現在の育児休業者など91人を含みます減

員数、①の1,605人に宮崎病院再整備などに伴い

ます当面の増員数として、②の25人を加え、改

。 、正前定数から110人増の1,630人とします なお

増員数110人から宮崎病院再整備関連の25人を除

いた85人分につきましては、育児休業者が復帰

する際の枠として確保するものであり、今後、

緊急に人員配置が必要となった際に、柔軟に定

。数増を行う際の余裕枠にもなるものであります

、中ほどの新旧対照表に戻っていただきまして

改正後の欄にありますとおり、今回の改正で、

部局ごとに条例で定数を定めることとし、知事

部局を3,713人、企業局を126人、病院局を1,630

人と規定します。

最後に、３の施行期日でありますが、令和３

年４月１日としております。

説明は以上であります。

財政課から２点、御説明を申○石田財政課長

し上げます。１点目が財政課の当初予算、もう

１点目が決算特別委員会の指摘要望事項に対す

る対応でございます。

まず、財政課の令和３年度当初予算案でござ

いますが、歳出予算説明資料の81ページをお願

いいたします。
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財政課の令和３年度当初予算額でございます

が 一般会計と特別会計を合わせて1,680億4,724、

万5,000円をお願いしております。

内訳でございますが、一般会計が836億6,438

万7,000円、公債管理特別会計が843億8,285

万8,000円となってございます。

以下、主な事項について御説明を申し上げま

す。

83ページをお願いいたします。

まず、一般会計でございます。

（目）一般管理費の、上から２番目の事項に

なりますけれども （事項）諸費が、18億3,224、

万円でございます。内訳でございますが、説明

欄の１にございますように、税外収入の還付等

に要する経費と記載をしてございますが、国庫

補助事業の確定等に伴いまして、国への返還金

など、税以外の収入の還付に備えた経費といた

しまして16億500万円。それから、２に書いてご

ざいます、庁内一般共通経費と記載しておりま

すが、突発的な事象等による各所属の諸経費の

不足を補う経費といたしまして、２億2,724万円

を財政課のほうで一括して計上しておるもので

ございます。

次に、一番下の（目）財産管理費でございま

す。

財産管理費といたしまして 10億6,715万5,000、

円を計上しておりますが、84ページにかけまし

て、各事項の欄に記載をしております、財政課

のほうで所管しております５つの基金に所要の

積立てを行う経費でございます。

特に84ページの一番下の事項でありますが、

宮崎県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ

大会開催基金積立金の10億20万3,000円、次の58

ページの説明欄と合わせて御覧いただけますと

ありがたいですが、これは、先週の委員会にお

いて少し触れましたけれども、企業局のほうか

、ら一般会計に繰り出される10億円を基金として

昨年度に引き続き積み立てるものなどになって

おります。

次に （款）公債費でございます。、

85ページでございますけれども、公債費とし

て804億3,216万2,000円を計上しております。内

訳といたしまして （事項）元金償還金に757、

億3,180万7,000円 次の 事項 利子償還金に46、 （ ）

億1,140万8,000円を計上しておりますが、その

主なものは、いずれも県債の償還財源といたし

まして、公債管理特別会計に一般会計から繰り

出すものになってございます。

次の（事項）事務費でございますが、県債を

発行するために要する事務費といたしまし

て、8,894万7,000円を計上してございます。

86ページをお願いいたします。

予備費でございます。例年どおり１億円を計

上しているところであります。

続きまして、特別会計の公債管理特別会計を

御説明いたします。

87ページからでございます。

公債管理特別会計でございますが、一般会計

からの繰出金を財源としまして、県債の償還に

要します経費等を措置するものでございます。

まず 事項 県債管理基金積立金に23億1,040、（ ）

万円を計上しておりますが、これは満期一括償

還債の償還財源を計画的に積み立てるものでご

ざいます。

次に （款）公債費でございますが、総額820、

億7,245万8,000円を計上しております。内訳と

いたしまして （事項）元金償還金に774億5,810、

万9,000円 （事項）利子償還金に46億1,140、

万8,000円、最後の88ページの（事項）事務費

に294万1,000円となっております。
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財政課の歳出予算は以上でございます。

続きまして、決算特別委員会の指摘要望事項

に係る対応状況について御説明を申し上げたい

と思います。

配付しております別冊の決算特別委員会の指

摘要望事項に係る対応状況をお願いしたいと思

います。

資料の１ページ目でございます。

総括的指摘事項といたしまして、①のところ

に書いてございますが、今後の財政負担を見込

んだ上でさらなる財政健全化に向けた取組を進

め、予算の効率的・効果的な執行に努めるとと

もに、歳出確保にもしっかりと取り組み、引き

続き健全な財政運営を行うこととの御指摘、要

望を頂いておるところでございます。

対応状況について、中ほどに記載をしてござ

います。

、来年度の令和３年度当初予算につきましては

コロナ対策、防災・減災、国土強靭化対策、人

、 、口減少対策 デジタル社会の実現に向けた取組

、国民スポーツ大会等への準備などにつきまして

。計画的な予算計上を図ったところでございます

このうち、特に多額の財政負担が必要となり

ますコロナ対策及び国土強靭化対策につきまし

ては、令和２年度２月補正予算と一体的な予算

として編成をしますことで、国の交付金ですと

か、補正予算債を最大限活用するような形で予

算を計上してございます。

この結果、当初予算の規模でございます

が、6,255億500万円と対前年度比で2.1％の増と

なる一方で、収支不足額は204億円程度、経済依

存度は10.9％と、例年と同程度の水準の維持に

努めたところでございます。

今後も、多額の財政需要が見込まれますこと

から、引き続き、マクロの財政の視点で申しま

すと、国に対して地方一般財源総額の確保を強

く要望していくということ、またミクロな視点

で申しますと、県として積極的な歳入確保及び

徹底した事務事業の見直し、経費節減に取り組

みながら、将来を見据えた健全な財政運営に努

めてまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

各課長の説明が終了しました。○野﨑委員長

議案について質疑はありませんか。

ちょっと数字的なことを教えてく○来住委員

ださい。人事課の80ページですけれども、退職

手当が約33億円ですが、大体何名ぐらいの退職

を予定されているんでしょうか。

、○田村人事課長 退職手当の対象となりますと

定年退職、あと希望退職、普通退職、そういっ

たものが想定されるんですけれども、それらを

合わせまして180人を見込んでいるところでござ

います。

引き続き数字的なことをお願いし○来住委員

ます。その下の段の自治学院において行う職員

の研修というのがあります。これは、県職員の

研修、自治学院での研修、もう一つ下に職員の

派遣研修に要する経費として国内と国外とある

んですけれども、これについても。それからそ

の下の被災地への職員の派遣 これは予定で─

しょうけれども その数字的なことを教えて─

いただきたい。

まず、自治学院の研修に関し○田村人事課長

ては、令和３年度の見込みとして、階層別研修

ですとか、必修研修、指名研修、いろいろある

んですけれども、一応科目数としては52科目を

予定しており、回数は80回程度を予定している

ところでございます。

続いて職員の派遣研修につきまして、まず、
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、 、国内研修につきましては 自治大学校への派遣

研修、政策研究大学院大学への派遣、それから

。九州・山口各県の合同研修を予定しております

次に海外職員派遣研修につきましては、短期

の自主企画の研修、それから自治体国際化協会

への派遣を予定しております。

最後に被災地への職員派遣につきましては、

東日本大震災の被災地への派遣、昨年の熊本豪

雨の被災地に派遣してますけれども、引き続き

派遣する分も含めて予定しております。

もう一つ、予算と直接関係ないん○来住委員

ですけれども、人事課になるのかなと思うんで

すが、今、総務省と職員の接待問題というのが

大きな問題になっていますよね。県職員につい

ても当然、利害関係のある業者から接待を受け

ては駄目だという規定があるかと思います。内

容についてはこの場ではあれですから、規定自

体があるのかについて確認しておきたいと思う

んですけれども。

国の職員の場合、国家公務員○田村人事課長

倫理法の規定があると思うんですけれども、そ

れに合わせて県では県職員倫理規定がございま

す。それに基づいて適正に行うことになってお

ります。

具体的には、直接利害関係のある○来住委員

ところからの接待を受けてはならないという規

定になっているんでしょうか。

利害関係者からの接待は禁止○田村人事課長

事項となっております。

分かりました。ありがとうござい○来住委員

ます。

看護師の25名ぐらいの定数見直し○坂口委員

ですけれども これは人事課ですかね どこだっ、 、

たかな。新たな採用枠が出てきたということで

すけれども、定年前に途中退職される看護師さ

んは年々どれぐらいいるの。

年度途中の退職者○長谷川行政改革推進室長

数は申し訳ございません、数字を持っておりま

せん。

分かればぐらいでしたので。た○坂口委員

だ、1,600名の定数に対しての25名というと1.6

％ぐらいかなと思うから、さしたる影響かなと

考えるかどうかだけど、採用のときの年齢です

。 、よね 25歳の年齢差を設けながら採用しないと

、 、定年が来たとき ぽこっとまた抜けてしまって

また大量採用となる。そこらに対しての人事で

の採用上の考え方はあるんですかね。

病院局におきまし○長谷川行政改革推進室長

て、看護師の採用の手法につきましても、年々

見直しを行っております。受験年齢につきまし

ても、平成24年に受験年齢を引き上げており、

これまで27歳だった受験年齢を43歳まで引き上

げております。その辺りで年齢の平準化を図る

ような取組もしておるところであります。

これは病院局というよりも、むし○坂口委員

ろ人事課だと私は思うんです。上限の引上げは

いいんですが、同じ年齢の人たちを多く採用す

ると定年の時期が同時なんですね。ぽこっと抜

けちゃって新たにまた新規を採用せざるを得な

い 定数という窮屈さがあり 難しい判断でしょ。 、

うけれども、そこへの配慮というか、こういう

、人材不足の業種については年齢差を設けながら

出口で軟着陸できるというやり方が必要じゃな

いかなって気がします。

それと、技術や経験を必要とするような現業

職ですよね。ここについては特に人事上での一

つの考え方が必要かなという気もするんですけ

れども、どうなんですかね。

病院局に任すべきエリアというのも分かるんで

すけれども、県の大きな人事の在り方、考え方
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として。

例えば警察官なんか特にでしょうけど、50名

ぐらい定数が増えたときに全て新卒を採用して

、 。しまうと 定年の際に50名ぽんっと抜けちゃう

これでは何というか、識見とか積み上げている

業績に影響しますよね。だから、人事上の大き

な考え方を一つ整理すべきじゃないかなって気

がするんですけれども、どうなんですかね。

、 、○田村人事課長 今 委員のおっしゃるように

やはり職員の年齢別の分布を見ると、どうして

も50代以上の職員が非常に多いという状況がご

ざいまして、今も非常に退職者が多いんですけ

れども、そういう状況が当面の間は続くのでは

ないかと考えております。

逆に 30代ですとか 40代の前半辺りのちょっ、 、

と少ない世代もございます。それを踏まえまし

て、例えば採用困難職種等においては採用年齢

を引き上げたり、社会人枠の採用といった取組

を行っているところでございます。

これは切りがないし、どこでどう○坂口委員

権限があるか分からないけど、とにかく出口を

平準化したほうがコンスタントに行政サービス

の質量が保てるかなという気がするんですけれ

ども、これはこれで終わります。

次に財政課長、今回、国の防災・減災、国土

強靭化のための５か年加速化対策の予算で合

計378億円ですか、５か年計画だから３年度から

７年度計画になりますよね。今年度378億円が計

上される、見かけ上の３年度、新年度370億円、

実質３年度真水分は90億円ぐらい。裏負担の見

通しの話をしているんですけれども、そうなる

とこの将来の財政見通し、これはどんな具合に

考えるべきなのか。378億円がしっかり５年分、

、 、トータルとして来る それぐらいの負担なのか

それとも補正分を交えた実質287億円分というの

は、もうそこにはないんだよという考え方にな

るのか、どうなりますか。

今、委員に御指摘いただいた○石田財政課長

とおり、国土強靭化の加速化対策というところ

で、国から今後５か年で15兆円規模というのが

。昨年12月に閣議決定されたところでございます

実質的に、その初年度となります今回の補正

予算と当初予算というところで、県としては378

億円のうち補助公共の部分を２月の補正予算に

計上いたしまして、その裏部分に、例えば補正

予算債ですといった有利な起債を充てていると

ころでございます。他方、当初予算では、県単

の部分で国土強靭化に伴って県としてやる部分

について県単措置をしているところでございま

す。

、 、この５か年の今後の見通しも 予算規模の形

それから、今おっしゃった地方裏負担部分につ

、 、いても どういう形で制度設計されていくのか

あるいは国土交通省をはじめ、事業官庁でどれ

、だけの予算規模を毎年確保していただけるのか

あるいは裏負担部分について総務省がどういう

制度設計をされていくか、ここの部分が重要だ

と思っております。

差し当たり、今回の補正予算及び当初予算に

ついてはある程度地方に有利な部分、それから

予算規模の確保も図られましたけれども、来年

度以降にここの部分がどうなっていくのか、制

度的なものも含めてしっかり推移を見ていく必

要があると思っております。

やはりそこら辺の、今後どういっ○坂口委員

た制度でやっていくか そして15兆円をどうやっ、

て国に担保させるかということが 特に本県─

の場合、先ほどの税の話じゃないけど、20％ぐ

らい落ち込んだ法人事業税が大きくプラスに転

じるとはなかなか見通せない中で、県内ＧＤＰ
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を確保するためには、この200億円、300億円と

いう公共事業費、東京から持ってくる金という

のは本県経済の復興に大きい影響力を持ってい

くのかなと。

今のような制度は本県に有利に働いてます。

この配分から見ると、国土強靭化予算というの

はかなり本県に有利だから、これが担保される

ように国に対しての働きかけを、知事の地方税

財政常任委員長という立場もしっかり活用とい

うとおかしいですが、全国に生かすという立場

から努力しながら取り組んでいく必要があるん

じゃないかなと。制度設計に向けての本県の働

きかけ、発言、要望というのは物すごく大きい

ような気がするので、ひとつ、意気込みを聞か

せてもらいながら説明いただけると。

２点ございまして、１点目の○石田財政課長

国土強靭化加速化対策が本県にとって重要な経

済対策であるという視点は、今回の予算編成に

当たりましても、総務部として意識したところ

でございます。

、国からそういったお金を措置して頂いた上で

宮崎市だけでなく県下全域に経済的な恩恵とい

いますか、経済対策として非常に重要であると

いうところ、またこれが国土強靭化、県との強

靭化に直接つながるという意味でも非常に意義

のあるものだと思っており、それは御指摘のと

おりだと思います。

２点目の制度設計に当たってというところで

ございますが、強靭化対策で全体で15兆円規模

という数字だけは出ておりますけれども、これ

が来年度以降どういう形で措置され、またどう

いう制度設計でやっていくか、まさにこの細部

に神が宿るといいますか、そういったところは

大事なんだろうと思っております。

御紹介頂いたように、知事が地方税財政の常

任委員長を務めておりますので、まさにこれは

地方 47都道府県あるいは市町村も含めた実─

情をしっかり把握して、それをしっかり国に届

けていく、その上で国の制度にしっかりそれを

反映していくという非常に重要な役割を担って

いると思います。

、まずは各団体の状況の把握に努めるとともに

知事がそのリーダーシップをもって各県の知事

とも連携をしながら、実効性のある形で制度設

計をつくってもらえるように働きかけを行って

いくことが大事だと思っておりますので、全庁

を挙げて、そういったところについて対応して

いきたいと考えております。

ほかにございませんか。よろし○野﨑委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○野﨑委員長

説明を求めます。

常任委員会資料○長谷川行政改革推進室長

の33ページをお開きください。

令和３年４月１日付の組織改正案について説

明します。

まず、１の基本的な考え方ですが、今回の組

織改正は組織の簡素効率化に配慮しつつ、みや

ざき行財政改革プランに位置づけました行政需

要等の変化に対応した組織体制の整備などの観

、 。点を踏まえ 所要の改正を行うものであります

２の主な組織改正の内容につきましては、枠

内に書いております５点につきまして、個別に

御説明いたします。

34ページを御覧ください。

まず、１点目でありますが、総合政策部に部

長級の政策調整官を新設し、総合政策課に広域

連携推進室を設置します。激甚化する災害や人

口減少対策など、複雑化・多様化する行政課題
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に対しまして、全国知事会や九州地方知事会な

どの広域的な枠組みを活用しながら解決を図る

必要が高まっておりますことから、広域的な連

携や調整を行う体制を強化するため、下の組織

図にありますとおり部長級の政策調整官を新設

いたします。併せて、広域連携に係る業務を再

編し、総合政策課に広域連携推進室を設置しま

す。

右側、35ページを御覧ください。

次に、２点目でありますが、消防保安課の出

先機関として防災救急航空センターを新設しま

す。防災救急ヘリコプターあおぞらの運航の安

全を確保するため、出先機関として防災救急航

空センターを設置し、運航責任者としてセンタ

ー長を配置します。

36ページを御覧ください。

３点目は、中央福祉こどもセンター及び南部

福祉こどもセンターの相談支援体制をそれぞれ

２課５担当、１課３担当に再編します。近年、

増加・複雑化します、児童虐待相談などに的確

かつ組織的に対応するため、下の図にあります

とおり、中央福祉こどもセンターの相談支援担

、 、当を 現在の２課４担当制から２課５担当制へ

南部福祉こどもセンターの相談支援担当を、現

在の１課２担当制から１課３担当制とし、それ

ぞれ１担当ずつ増設いたします。

次に、37ページを御覧ください。

４点目は、環境森林課と森林経営課の業務を

再編し、森林経営課に森林管理推進室を設置し

ます。森林・林業施策の企画・立案機能及び森

林経営管理制度の実施体制を強化するため、下

の図にありますとおり、環境森林課及び森林経

営課の業務を再編し、環境森林課に林政計画担

当を、森林経営課に森林管理推進室を設置いた

します。なお、今回の再編に伴いまして、みや

ざきの森づくり推進室は廃止いたします。

次に、資料の38ページを御覧ください。

最後になりますが、５点目は、新たな農業施

策への対応に向けた農政部門の業務再編であり

ます。農業を取り巻く環境の変化に、迅速かつ

、 、的確に対応するため 下の図にありますとおり

農業連携推進課、農業経営支援課の業務を再編

し、輸出・流通及び販売対策を強化するため農

業流通ブランド課を、試験研究と普及の連携を

さらに強化し、現場のニーズに対応した新技術

の開発・普及の取組を進めるため農業普及技術

課を、担い手確保や参入支援対策を強化するた

め農業担い手対策課を設置いたします。また、

農業の生産振興体制を強化するため農産園芸課

の業務を再編いたします。なお、今回の再編に

伴いまして、みやざきブランド推進室、農業担

い手対策室は廃止いたします。

ここで、資料の33ページにお戻りください。

今回の組織改正に伴います知事部局の組織数

の増減につきましては、一番下の表にあります

とおり、課の数が１増、出先機関の数が１増と

なっております。

説明は以上であります。

常任委員会資料の39ページを○石田財政課長

お願いいたします。

財政見通し（試算）についてでございます。

まず、１に、概要を記してございます。この

財政見通し（試算）につきましては、本県の将

来の財政運営等の参考とするため、令和元年度

、に策定した県の財政健全化指針に基づきまして

今後10年間の本県の財政状況について試算を行

うものでございまして、１年前の昨年３月に本

常任委員会で御説明し、公表しているものでご

ざいます。

今回、国の防災・減災、国土強靭化のための
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５か年加速化対策の決定など、状況の変化を踏

まえまして、必要な見直しを行うものでござい

ます。

まず、この見通しは、想定される今後の主な

財政需要を加味した上で一定の条件の下に行う

試算としてお示しをするものでございまして、

これをもって将来の財政運営を拘束するもので

はないということを、まずは御理解いただきた

く存じます。

、 （ ）結論から申しますと ２の財政見通し 試算

のところに書いてございますが、この四角い箱

の中でございますけれども、①にございますと

おり、財政関係の２基金の残高は、仮に国土強

靭化加速化対策を令和７年度まで５年間継続し

た場合においても、一定の規模が確保できる見

込みでございます。

また、②でございますが、県債残高につきま

しては、公共事業等の普通建設事業費の増に伴

い増加をいたしますが、令和９年度以降は減少

する見込みとなっております。

具体的な数字ですが、中央の表をお願いいた

します。

まず、歳入でありますが、国土強靭化加速化

対策が実施される令和７年度までは6,200億円前

後、それ以降5,800億円前後となります。

次に、歳出でございますが、同じく令和７年

度までは6,400億円前後、それ以降は6,000億円

前後となりまして、それぞれ予算編成時の収支

不足は、おおむね二百数十億円程度で推移する

と見込んでおります。

この結果、表の１の行にございますとおり、

財政関係２基金の残高につきましては、令和12

年度において これはあくまで試算ですけれ─

ども 301億円まで減少しますが、一定の規模─

は確保できていると考えております。

また、表の②の県債残高でございますが、県

債発行の増に伴い、最大で総額9,500億円程度、

臨時財政対策債を除く残高は最大で5,900億円程

度となりまして、いずれも増加が見込まれると

ころでありますが、後半にかけて少しずつ減少

していくと見込んでおります。

参考といたしまして、国民スポーツ大会と国

土強靭化加速化対策に係る経費を下の表で示し

ておりますが、国民スポーツ大会は令和９年度

、の開催への延期を前提に試算をしておりますが

昨年度の試算と比べまして、大きな増減は生じ

ない形で調節できるものと考えております。

国民スポーツ大会のソフト事業につきまして

は、令和２年度に設置をいたしました国スポ基

金を順次活用することで、財政負担を平準化し

ていくこととしておりまして、開催年度の令和

９年度においても、平年並みという形で試算を

してございます。

国土強靭化加速化対策につきましては、今回

の令和２年度２月補正で計上した補助公共・直

轄事業費が319億円と、当初予算案で計上してお

ります県単公共事業59億円を合わせた378億円

が、令和４年度以降、７年度までの当初予算に

計上されるという、これも仮置きでございます

が、そういった想定で試算を行っているところ

であります。

１番下の試算に当たってのポイントとして、

主な条件を記載してございます。

試算に当たっては、原則として、令和３年度

当初予算案の金額をベースとして試算するもの

でございますが、米印にありますように、今回

のコロナ対策につきましては、令和４年度以降

の財政措置等が不明でございまして、現時点で

は見込むことが難しいことから、歳入は県税、

地方交付税、臨時財政対策債等の一般財源総額
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を令和２年度と同水準で見込み、歳出につきま

しては、コロナ対策に係る経費を令和３年度の

み計上しております。

また、普通建設事業費につきましては、国土

強靭化加速化対策や国スポ大会に係る施設整備

などの追加の財政需要を反映しておりまして、

一番下の社会保障関係費につきましては、令和

４年度以降、おおむね毎年度1.6％で累増すると

いう前提で試算しております。

なお、今後、本格化していくことが見込まれ

ます公共施設等の老朽化対策につきましては、

現時点では金額を積算することは困難でありま

すことから、前回の試算と同様、施設整備、そ

れから公債費に活用可能な県有施設維持整備基

金は取り崩さないということを前提として試算

しておりますので、今後、仮に大規模改修等が

発生した場合でも、現時点で必要な財源は確保

されているという考え方でございます。

資料の40ページと41ページを御覧ください。

今回のこの条件による試算に基づきまして、

公債費、県債残高の推移を令和32年度まで記載

しておるものでございます。

まず、40ページでありますが、折れ線グラフ

。 、が公債費の推移になります 毎年度の公債費は

おおむね700億円前後で推移をいたします。

また、棒グラフが県債残高になりますが、国

土強靭化加速化対策と国スポ大会に係る施設整

備等の影響によりまして、令和８年度にかけ

て9,500億円程度まで増加をいたしますが、それ

以降減少し、8,000億円程度で平準化すると見込

んでおります。

グラフの下に、健全化判断比率の試算 試─

算の試算でございますが これも記載してお─

りますが、おおむね問題のない範囲で推移する

と見込んでおります。

41ページに、昨年の３月に公表した試算と、

今回の試算との公債費と県債残高の比較という

形で表をグラフにしてございます。

いずれも、国土強靭化加速化対策等に伴う増

、 、加が見込まれまして 最大で公債費は約80億円

県債残高は約1,227億円増加する年度がございま

す。

国土強靭化加速化対策につきましては、公債

費の50％が後年度交付税措置されるものなど、

有利な記載をできるだけ活用するということに

しておりますが、対策を継続することによる将

来への影響はある程度生じることとなります。

しかしながら、過去の公債費、それから県債残

高の状況と比較をいたしまして、現状であれば

問題のない範囲であると認識しているところで

ございます。

繰り返しになりますが、あくまでも一定の条

件の下での現時点の試算ということでございま

して、これからの財政運営の参考として活用し

ながら、その時々の状況に的確に対応してまい

りたいと考えております。

また、先ほどの審議でも出ましたけれども、

国の地方財政措置ですとか、あるいは今後予期

せぬ災害の発生など、状況が大きく変化をした

際には、必要に応じてこの財政見通しを見直し

まして、引き続き財政運営に活用していくとい

うことが重要と考えております。

財政課からは以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○野﨑委員長

。その他報告事項について質疑はありませんか

その他報告事項の組織改正案につ○佐藤委員

いてですけれども、新たに設置、再編されてお

ります。出先は一つというようなことでありま

すけど、県の機関には、ほかにも多くの出先が

あるわけですが、それぞれの地域にある出先機
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関の状況はどうなっているんですか。

今回の組織改正に○長谷川行政改革推進室長

つきましては、それぞれの各地域にあります出

先機関についての改正は今のところ予定してお

りません。

出先では、今までと何ら体制は変○佐藤委員

わらないという状況ですか。

組織の数としまし○長谷川行政改革推進室長

ては、先ほど御説明しましたように消防保安課

の出先機関として一つ増えます。

、それぞれの機関の業務内容等につきましては

農政水産部のほうの新たな農業施策の対応に向

けました農政部門の業務再編に伴いまして、一

部出先機関における業務の見直しが予定されて

おります。

、○佐藤委員 目的を達成するために新たな再編

設置が行われているわけですけれども、上だけ

が変わって、大事な現場を預かる出先は何も変

わらなければうまく浸透しないのではないかと

いう心配が。その辺りはどうでしょうか。

資料の38ページに○長谷川行政改革推進室長

なりますけれども、農政水産部の農産園芸課の

生産振興体制強化のための業務の再編に伴いま

して、左側の表では、農産担当、野菜担当、花

き・特産担当、果樹担当といった形で、いわゆ

、る品目ごとの担当に分かれておりましたものを

、 、目的ごとの担当ということで 右側の水田農業

畑作農業、施設園芸、露地園芸というような形

で改正をしており、これに伴った形での出先機

関の在り方についても、今、検討を行っておる

ところであります。

現場はあまり変わらずに、上から○佐藤委員

指示するところの名前が変わって指示が来ると

いうようなことなのかなと思うんですが、一番

大事なのは、やはり県民と接する出先であり、

現場であると思うんですね。その担当の人たち

がしっかりと動けるような仕組みづくりをなさ

れることが大事だと思いますので、その辺りを

しっかりやっていただくよう、よろしくお願い

します。

財政課長にちょっと。ほかのとこ○井上委員

ろは大体こんなかなと理解できるというか、大

体分かるんですが、社会保障関係費が毎年度1.6

％で累増となっているんだけど、その根拠って

何かあるんですかね。

この社会保障関係費の見込み○石田財政課長

、 。の試算は なかなか難しいところがございます

投資的経費や人件費、あるいは病院局の繰出

金を除きます生活保護費等の扶助費、それから

、医療費の公費負担等の補助費などにつきまして

福祉保健部でまず推計をしていただいて、それ

を参考にした上で、おおむね毎年度1.6％の累増

という形としております。しかし、これも昨年

度つくったときに1.6％という形でまず試算をし

て、今年度、社会保障に関する大きな制度的な

変更等がないことを確認した上で今回1.6％とし

ておりますが、今後10年を考えた際に、果たし

てこの1.6％の累増ということで、果たしてそれ

で妥当なのかどうか、現時点では確定的なこと

は言えないと思っておりまして、今後の社会保

障に関する議論ですとか、地方財政に与える影

響等をしっかりと見ていく必要があると思って

おり、必要に応じて柔軟に、そこの部分の見直

しが必要かなと思っております。

ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で第１班の審査○野﨑委員長

を終了します。

暫時休憩いたします。

午前11時16分休憩
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午前11時18分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

次に、第２班として、財産総合管理課、税務

課、市町村課の審査を行いますので、順次、議

案の説明をお願いいたします。

財産総合管理課の当初○蕪財産総合管理課長

予算案について御説明いたします。

歳出予算説明資料の89ページをお開きくださ

い。

当課の令和３年度の当初予算額は、19億6,693

万5,000円をお願いしております。主な内容につ

いて御説明いたします。

91ページを御覧ください。

まず、ページ中ほどの（事項）庁舎公舎等管

理費７億1,172万1,000円であります。これは、

、庁舎・公舎等の光熱水費や清掃警備委託料など

庁舎・公舎等の維持管理に要する経費や企業局

庁舎内の知事部局所有部分に関する維持管理及

び企業局庁舎内部改修工事の持分相当額の負担

に要する経費でございます。

次に、一番下の（事項）の電気機械管理費３

億4,547万1,000円であります。

92ページを御覧ください。

これは、庁舎等の冷暖房設備等の保守点検や

改修など、機械、電気設備の維持管理に要する

経費でございます。

次に、ページ中ほどの（事項）県庁舎ＢＣＰ

対策事業費１億2,000万円であります。これは、

大規模災害などの非常時における行政機能の維

持を図るため、本庁舎及び総合庁舎等の窓ガラ

スの飛散防止や受電設備の高所移設、非常用水

源確保などの対策を行う事業でして、平成28年

度から順次施工しているものでございますが、

令和３年度に行う７号館の受電設備等の改修に

要する経費を計上しております。

次に、その下の（事項）東京ビル運営費5,718

万円であります。これは、宮崎県東京ビルの設

備管理や指定管理料など、運営管理に要する経

費でありますが、２の新規事業、宮崎県東京ビ

ル再整備事業（アドバイザリー業務）につきま

しては、後ほど委員会資料で説明させていただ

きます。

次に、一番下の（事項）公有財産管理費２

億4,263万3,000円でありますが、93ページで説

明させていただきます。

これは、県有財産の災害共済分担金など、公

有財産維持管理、県営住宅・職員宿舎などが所

在する市町村に固定資産税に相当する額を交付

する県有資産所在市町村交付金のほか、県有財

産の貸付けや処分を予定している土地等の草刈

り・剪定など、維持管理、測量・不動産鑑定、

新聞広告などを行う県有財産利活用強化促進事

業に要する経費であります。

次に、一番下の（事項）県有施設災害復旧

費9,270万円であります。これは、天災や事故等

により被害を受けた庁舎や県有施設の復旧を行

うための経費でございます。

資料変わりまして、委員会資料の23ページを

お開きください。

新規事業、宮崎県東京ビル再整備事業（アド

バイザリー業務）であります。

東京都千代田区内に所有しております宮崎県

東京ビルにつきましては、令和３年１月の閉会

中の常任委員会におきまして、再整備後の施設

の内容や規模、整備手法等について取りまとめ

た基本計画（案）の概要を御報告させていただ

いたところであります。

今回、来年度から再整備を行う民間事業者の

公募や選定に向けた手続を進めるため、新規事
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業として本予算を計上させていただきます。

まず、１、事業の目的・背景であります。

東京ビルの再整備を行う民間事業者の公募や

選定等を行うに当たりましては、民間活用によ

、 、 、る公共施設等の整備に係る知識や 財務 法務

、建築等の専門的知識が必要となりますことから

これらについて知見を有する事業者に、助言や

資料作成等の支援業務を委託するものでありま

す。

次に、２の事業の概要であります。

民間事業者の公募、選定、そして契約締結ま

での手続は一連のものであり、これらの手続が

２年間にまたがりますことから、令和４年度ま

での債務負担をお願いするものであります。

令和３年度予算額は （１）予算額にあります、

とおり、2,145万円であります。また、令和４年

度予算額は1,276万円を計上しており、本アドバ

イザリー業務全体の予算総額は3,421万円であり

ます。

事業期間は、先ほど御説明いたしましたが、

（３）にありますとおり、令和３年度から４年

度までの２か年でございます。

この事業で委託する具体的な内容は （５）事、

業内容に記載のとおりでございまして、１つ目

のポツにありますように、公募の準備から契約

までの各手続において助言を求め、また、２つ

目のポツ以降にありますように、事業者からの

意見や質問等への対応、提案内容の整理や事業

性等の評価、公募要項や優先交渉権者の審査を

行う審査委員会等における説明資料作成、契約

締結における交渉への支援などを想定しており

ます。

本事業により、県の財政負担の軽減、東京ビ

ルの必要な機能の維持・向上、そして事業の安

定性を確保するという観点から、最適と思われ

る整備内容を実現することが可能になると考え

ております。

新規事業の説明は以上であります。

引き続き、常任委員会資料の31ページをお開

きください。

債務負担行為についてであります。

表の１段目、宮崎県東京ビル再整備事業（ア

ドバイザリー業務）ですが、先ほど御説明いた

しました内容につきまして、令和３年度から４

、 。年度まで 限度額1,276万円を計上しております

当課の説明は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

税務課の令和３年度当初予算○三井税務課長

につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の95ページをお開きくださ

い。

税務課の令和３年度当初予算額は 543億3,346、

万円であります。それでは、主な内容について

御説明いたします。

97ページを御覧ください。

ページの中ほどに記載しております（事項）

諸費は、税の過年度収入分に係る還付等に要す

る経費でありまして、15億円を計上しておりま

す。

次の（事項）賦課徴収費は、23億9,811万円で

あります。これは、県税の賦課徴収に必要な経

費でありまして、その主なものといたしまして

は、その下の説明欄、１、徴税活動費の（１）

徴税活動経費としまして、２億3,473万8,000円

を計上しております。これは、県税の徴税活動

に必要な郵送料、印刷費、旅費等の事務経費で

あります。

次に、その下の（２）ですが、個人県民税徴

収取扱費交付金といたしまして、15億8,045

万4,000円を計上しております。これは、個人県
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民税の賦課徴収は、市町村長に法定委任されて

、 、おりますことから その経費を補償する目的で

市町村へ交付するもので、各市町村における納

税義務者１人当たり3,000円を乗じた額等を交付

することになっております。

、 、 、次に 一番下の２ 自主納税の推進費ですが

ページをめくっていただきまして、98ページを

御覧ください。

（２）各種団体との協力体制推進費としまし

て、２億3,582万8,000円を計上しております。

その主なものとしましては、ウの軽油引取税

徴収取扱費報償金で、２億2,392万8,000円を計

上しております。これは、軽油引取税の特別徴

収義務者であります元売業者や特約業者に対し

て、その申告納付額に応じて交付するものであ

ります。

次の３、管理機能の充実費の（４）税務電算

トータルシステム運営費としまして、２億3,346

万4,000円を計上しております。これは、税務電

算トータルシステムの維持管理費及び税制改正

等に伴うシステム改修経費等でございます。

次に （款）諸支出金であります。これは、都、

道府県間の清算に伴い支出する清算金と県内の

市町村に対しまして、県の税収の一定割合を交

付する法定交付金でありまして、492億1,303

万8,000円を計上しております。

主な事項について御説明いたします。

まず （事項）地方消費税清算金ですが、本県、

に納付された地方消費税について、各都道府県

で清算を行うために支出するものでありまし

て、215億1,355万3,000円を計上しております。

次の（事項）利子割交付金以下の８つの各種

交付金は、いずれも市町村に対する法定交付金

で、令和３年度の税収見込額を基礎に算出した

ものであります。

、事項別の説明は記載のとおりでありますので

省略させていただきます。

ページをめくっていただきまして、100ページ

の（事項）利子割精算金につきましては、本県

で徴収した利子割県民税のうち、関係する都道

府県間で精算を行うために要するものであり、

１万円を計上しております。

。最後に委員会資料の31ページを御覧ください

自動車税種別割納税通知書等印字・封入封緘

委託業務につきまして、債務負担行為の追加を

お願いするものでございます。

これは、令和４年度の自動車税種別割の納税

通知書等の印字・封入封緘業務を委託するもの

ですが、令和４年４月の印刷作業の前に、台紙

やチラシの作成、コンビニ納付のためのバーコ

ード読み取りテストを行う必要があり、その期

間として１か月以上を要することから、令和３

年度から４年度にかけての実施をお願いするも

のであり、1,529万円を計上しております。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

歳出予算説明資料の103ペー○日髙市町村課長

ジをお願いいたします。

市町村課の当初予算について御説明いたしま

す。

市町村課の令和３年度当初予算額は、22

億9,488万3,000円をお願いいたしております。

主なものについて御説明をいたします。

105ページをお願いいたします。

中ほどの 事項 地方分権促進費7,628万5,000（ ）

円でありますが、これは、説明欄１の市町村権

限移譲推進事業としまして、県から市町村に権

限移譲した事務の執行に要する経費を市町村へ

交付するものであります。

次に、106ページをお開きください。



- 21 -

令和３年３月９日(火)

一番上の（事項）自治調整費8,755万8,000円

であります。これは、市町村の行財政運営に関

する助言等に要する経費でございますが、主な

ものは、説明欄の６の住民基本台帳ネットワー

クシステム事業費6,574万1,000円で、これは、

全国的な運営を担っております地方公共団体情

報システム機構への負担金や関連機器の使用料

などとなっております。

次に、下から４段目の（事項）市町村公共施

設整備促進費５億17万6,000円でありますが、こ

れは、市町村が行う防災・減災事業や公共施設

の統合整備、行財政の経営健全化に資する事業

等に対して、無利子の貸付けを行うものでござ

います。

次の 事項 市町村振興宝くじ事業費４億9,522（ ）

万2,000円でありますけれども、これは、市町村

振興宝くじとして、全国的に発売されますサマ

ージャンボ宝くじとハロウィンジャンボ宝くじ

の収益金と時効金の本県配分額の全額を、県を

通して公益財団法人宮崎県市町村振興協会に交

付するものであります。

下のページ、107ページを御覧ください。

、（ ） （ ）中ほどにあります 目 選挙啓発費の 事項

選挙常時啓発費395万8,000円であります。

説明欄２の改善事業、若者に届く！届ける！

選挙啓発事業につきましては、後ほど常任委員

会資料で御説明をさせていただきます。

次に、その下の（事項）衆議院議員選挙臨時

啓発費825万5,000円でありますが、令和３年10

月に任期満了を迎えます衆議院議員の選挙に要

する経費で、テレビや新聞広告を用いた広報な

ど、臨時啓発に係る経費でございます。

108ページをお願いいたします。

（事項）衆議院議員選挙執行費８億6,269

万1,000円でありますが、これは、同じく衆議院

議員選挙における投開票事務など、市町村が行

う事務に対する市町村交付金や候補者の選挙運

動に対する公費負担に要する経費であります。

最後の 事項 最高裁判所裁判官国民審査費862（ ）

万3,000円でありますが、これは、国民審査に係

る審査公報の印刷に要する経費等であります。

続きまして、常任委員会資料の24ページをお

願いいたします。

改善事業、若者に届く！届ける！選挙啓発事

業について御説明いたします。

１の事業の目的・背景でありますが、昨今、

全ての選挙において投票率が低下傾向にござい

ますが、原因として、若年層の投票率の低迷と

有権者全体として、世代を重ねても投票率が上

。 、昇しないということが挙げられます このため

投票行動の固定されていない若年層のうちに、

政治や社会に関心の低い層にも届く選挙啓発を

行うことによりまして、投票参加を促すもので

ございます。

２の事業の概要でありますが、予算額は321

万3,000円、財源は全額一般財源、事業期間は令

和５年度までの３年間、実施主体は県でござい

ます。

５の事業内容でありますけれども、①の高校

生等向けの啓発講座「ボーターズ・ゼミ」から

④の出前事業等の各種研修等派遣事業につきま

しては、従前から取り組んでいる事業ですが、

これまでの事業の成果等を踏まえながら、必要

な改善等を行うこととしております。

、 、そして ⑤の動画コンテスト等につきまして

新たな取組となります。一般の若者を対象に投

、票参加を促すアイデア動画を公募いたしまして

優秀作品の発表会、表彰式を兼ねた啓発セミナ

ーを商業施設等で行うものでございます。政治

や社会に関心が必ずしも高くない若者に、動画
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の作成ですとか、ネット上での動画の視聴を通

じて、選挙参加の意識を持ってもらうことを目

的としております。

また、動画作品につきましては、下の図にも

ありますとおり、他の啓発事業で啓発・紹介す

るなど、①から⑤の事業間での相乗効果を図る

ことといたしております。

これらの事業によりまして、３の事業効果に

ありますように、政治や社会に関心が高い層の

育成強化を図りますとともに、関心の低い層に

も政治や選挙の重要性を考える機会を設け、投

票参加につなげることを目指すものでございま

す。

市町村課の説明は以上であります。よろしく

お願いいたします。

各課長の説明が終了しました。○野﨑委員長

議案について質疑はありませんか。

市町村課の 若者に届く！届ける！○山下委員 、

選挙啓発事業ですが、非常に選挙の投票率が低

いわけですよね、特に若者が。

確かに、こういう啓発事業というのはやらな

きゃいけないことでしょうけれども、私は、若

者イコール 要するに、全般的に投票率がこ─

れだけ下がってきたということは何かやっぱり

問題があるんじゃないかなと思うんですよね。

だから、根本的な選挙方法について考え方を変

えないと、せっかくの国民の権利として与えら

れている選挙権が、50％を割るような投票率で

は我々も信任を受けてるいんだろうかなと、

ちょっと疑問に思うことがあるもんですから、

そこ辺りの啓発をもっとやっていただきたいな

と思うんですけれども、いかがでしょうか。

委員のおっしゃるとおり、○日髙市町村課長

この投票率の低下という問題は、一つの事業と

かで簡単に改善するようなものではないと思っ

ております。

特に、私どもで考えておりますのは、啓発し

ようとしますと、一般的な広報 新聞、テレ─

ビ、そういったものでなかなか届かなくなって

きているという現状がございますので、これは

選挙だけではないと思いますけれども、県が行

う一般的な広報が届くようなやり方に変えてい

かないといけないと思っております。

今回の事業もその一つは取り入れているんで

すけれども、どうやったら、こちらが思ってい

ることが実際県民の方の心に届くのか、工夫し

ながらやっていかないといけないと思っていま

す。

それと、教育が非常に大事だと思っています

ので、主権者教育、そういったところで、どう

やって若いうちにそういう意識を持っていただ

けるか、そこに力を入れていきたいと考えてお

ります。

確かに言われるようなことも当然○山下委員

やっていただかないといけないわけですけれど

も、選挙の投票の仕方そのものをですよね。わ

、 、 、ざわざ投票場まで行かんでも 今 全国的には

あちこちでやるような方法も始まってます。例

えば学校でやるとか、そういう方法も視野に入

れて、やっぱりちょっと改革をしないと、せっ

かく与えた選挙権がどうも無駄になっているよ

うな気がします。私は大胆な改革をやっぱりし

ないと、いけないんじゃないかなと心配してお

、 。りますので よろしくお願いしたいと思います

関連してですけれども、今、山下○佐藤委員

委員が言われるように思い切ったところが必要

だと思うんですよ。この啓発事業とか、選挙常

時啓発費、それから臨時啓発費とありますけれ

、 、ども これがあってどのくらいの投票率なのか

なくてどのくらいの投票率なのかというところ
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も大事だと思うんですけれども、やはり言われ

るように、思い切った選挙の方法、投票方法、

根本的な投票率アップの方法が必要だと思うん

です。宮崎県ではやっていない、他県で投票率

を上げているというような事例は確認されてい

ますか。

考えられるものとして一番○日髙市町村課長

思いつくのはスマートフォンなどの端末で投票

ができればということなんだろうと思いますけ

れども、現在のところですと、ネット環境です

とか、セキュリティーの関係、それと二重投票

等を防ぐ、選挙全体の安全の観点からなかなか

そこまでに至っていないということでございま

す。

例えば、高齢者等が多い山間部に期日前投票

ができるよう 移動式の投票場を走らせるといっ、

た取組は県内でも県外でもございますが、なか

なかそれが全体に影響を及ぼす程度の規模で行

われているようなものは 私どもではまだちょっ、

と把握できておりません。

宮崎県でやってないですが、国内○佐藤委員

で許されている投票方法があるんですか。スマ

ートフォンでの投票はやっているところがある

んですか。

スマートフォンの投票につ○日髙市町村課長

いては、行っていないと思っております。

一番直近で行われる可能性のある○佐藤委員

衆議院選挙ですけれども、これで大体どのくら

いアップすると、これがあるとないとではどの

くらい違うというようなところまで分かります

か、考えてますか。これでどのくらいを上げら

れると。

私どもの事業で投票率を上○日髙市町村課長

げるということ自体はなかなか難しいと思って

います。選挙の状況によって、その投票率とい

うのはかなり影響を受けますので、これだけで

ということで何％という目標は持っていないと

ころでございます。

そうだと思うんですが、投票率を○佐藤委員

上げるのが大事であります。そのためにできる

ことは何でもやるべきだと思うんですよ。考え

られることは全てやるべきだし、それがやっぱ

り大事だと思います。他県ではやって、宮崎県

でやってない、他県ではここまで伸びたという

ような事例があれば、どんどんやってほしいと

思います。

先ほど学校でとかいう話を山下委員が言って

いましたけれども、そういうところは。

実際、学校に期日前投票所○日髙市町村課長

を置いているかとかいうところを確認してはご

ざいません。

今、期日前投票所は大型商業施設ですとか、

若者が来やすいところとかに設置してございま

すけれども、学校となりますと教育との関係が

ございまして、要するに投票を強制することに

つながらないようにしないといけないという観

点もございます。大学等になりますと、期日前

投票という形で期間を決めて設置というのは可

能だと思いますけれども、それは本県でもやっ

てございますので、他県でのみということでは

ございません。

最後にしますが、投票率の高いと○佐藤委員

ころは、もう必ず行くんですね。よっぽどなこ

とがあって行けないだけで、そういうところは

行くんです。低いところが問題なわけで、そこ

でどういう対策を打つのか、そういうポイント

を絞った投票率が何割以下のところに対して、

こうやるんだというようなことはできないんで

すか。

おっしゃるとおり、確かに○日髙市町村課長
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小さな町村はほとんど100％に近い投票率でござ

いますので、例えば防災無線等を使って投票の

状況とかをお知らせすることで投票率を確保で

きているようですけれども、都市部を中心に若

者が多いところについてはなかなか有効な手段

がございません。

今回、我々が考えたのも、なかなかこう届い

ていないところに少しでも届くような取組を

やっていこうということで、今回の事業をお願

いした次第でございます。

投票に行った人たちの声は、人数○佐藤委員

が少ないんで届かない。投票にも行かない人た

ちの声のほうが大きく聞こえて、そこで動かさ

れるというようなことは、どうも違うと思うん

ですよね。しっかり投票に行く人たちの、そう

いう思いで入れてきているのが生かされないと

いかんので、投票はしないけれども言うことだ

け言うというようなことではなくて、言う人は

しっかり投票もさせる。分からんからですね、

投票したかしないか分からん人たちの声まで聞

くわけですから、しっかり投票はさせる、そう

。いう仕組みをつくっていただきたいと思います

もうちょっと広い視野から見たと○坂口委員

きに、確かに投票率のアップというのはすごく

大切なことで、100％が理想なんですよね。

今、佐藤委員が言ったように、高い市町村と

いうか高い町村は、どんな選挙でも投票率が高

いんですよね。低いところはいろんな手だてを

やってもなお低い。そこでは投票というか、自

、分が１票を投じる政治に対しての必要性も希薄

政治にどれだけ依存せんならんかという政治依

存度、そういう根本的なというか宿命的なもの

が一つあるんじゃないか。これを行使しなかっ

たら、私、何ら不自由さも不便さもないし、期

、待も絶望もないという政治への満足度というか

依存度の大きさというか、そこが一つ、宿命的

にあるんじゃないかという気がするんです。

いろんな手だてがあるのは確かに結構なこと

だけど、そこだけにあまりにも目が行くことは

一つの問題ではないか。

それともう一つ、そんなことを言いながら、

公選法上、午後８時まで許された時間ですが、

。 、午後６時には投票が終わっている そうなると

それ以降にしか行けない人はもうそこで排除で

すよね。

我々は公職選挙法で厳しくいろんな義務づけ

されて、選挙運動なんていうのは、告示があっ

て、その日に届出を済ませて、看板もらって、

旗もらって、初めて政策の訴えがなるんです。

政策の訴えが終わる頃には 有権者は投票に行っ、

ていて、もう全部事前投票なんです。虚しいで

すよね。我々、一生懸命、自分の考え方を訴え

ているのに投票に行ってるんですから。

投票の質というと語弊があるかも分からない

けど、本当に選ぶべき政策を自分が選んで投票

に行かせてるかというと、物も聞かんうちに、

とにかく投票に行けと、我々は投票率にこだわ

るんだという、そういった選挙管理委員会の考

え方が果たして、長い意味で投票率のアップに

つながるかというと、何も反映されないじゃな

いかと。何の意見も聞かずに名前を書いちゃっ

たけど その人 どこにいるの 何やってんのっ、 、 、

て、僕はこれは大所高所から見直さないと、小

手先に走るのは間違ってると思うんです。

その日まで自分の何らかの政策を、選挙活動

、 、なんかやったとき 事前投票されるんですから

僕らは虚しいですよ。一生懸命に人を集めて演

説して、じゃあ、お願いしますねと言ったら、

おお、坂口君、俺はもう投票に行った帰りなん

だ、これには情けなさがあって。だから、大所
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高所から分析しないと僕は駄目だと、迷走して

いると思うんです。そして、投票率を向上させ

るなら、ぎりぎりの時間までやっぱり投票箱を

開けておくべきです。

あらゆる利便性を高めて、とにかく期日前投

票を、とにかく書いてくれと、人を選ぶのに政

。 、策を選ぶなと言っているのと一緒です これは

どんな具合にここを総括されています。

委員のおっしゃるように、○日髙市町村課長

投票率だけを追い求め、どういう便宜が図れる

かというと、期日前の投票をどうやって増やす

かというところに行きがちになっています。

先ほどから佐藤委員も言われていましたよう

に、各県で取り組まれている取組も、それを増

やすための取組はできているけれども、結局、

それ以外の本質的な部分への取組はないという

のが現状でございます。やはり、先ほどから各

委員がおっしゃっていますように、制度の根本

的な仕組みであるとか、そういったところを変

えていかないと、なかなかこう一遍には変わら

ない。

ただ、我々としてできるのは、先ほど言われ

ているような、自分が投票したことの意味とい

うか、そういったことを感じることが大事なん

だという教育をやっていくこと。これに関して

は、今でもできる話でございますので、それは

教育委員会とも連携しながら、学校とも通じて

やっていきたいと考えております。

だから、投票の意義についての教○坂口委員

育というのは、じゃあ、そういうやり方が本当

かというと、また、それは別なものです。投票

の意義、投票の大切さというのは、その領域の

中でしっかりと王道教育をやるべきだと思うん

です。

昔は期日前投票なんていうのはなかったんで

す。選挙の告示期間、公示期間というのがあっ

、 。 、て その後に投開票日というのがある そして

どうしても行けない人たちのために不在者投票

手続があって、本当に法律で定めた日に投票で

きない人に例外的に認めていたのです。

今は投票率を高めるために、候補者の政見な

んて聞くなと、公示された次の日から投票にど

んどん行きなさいと、あなた、期日前に行きま

したか、期日前をやりましょうとばんばんアナ

ウンスされている。私は坂口でございます、私

、 、はこういった所信 所見をと訴えている一方で

選管は一生懸命、もうそんなもん聞かんで、ど

んどん投票に行けというのを同時にやっている

んですよ。情けないです。

そうやって、質を落とすことにつなげたり、

何も考えずに 一番右側に名前が書いてある─

人を選ぼうとか、一番簡単な名前を選ぼうなん

てやっていたら、これは本当に最悪の投票率の

低下というか、回復できない投票率の低下につ

ながるんじゃないかと僕はすごく懸念していま

。 、す これはもう答えようがないだろうけれども

ちょっと大所高所から、質と量をどう高めるか

という視点からいかないと、量だけを増やそう

といったって、質が下がれば、やっぱり政治は

駄目になっていくし、駄目になれば有権者から

の信頼を損ねて、何たるものぞ投票がというよ

うなことになってくるのです。これは、答えは

要らないです。

次に東京ビルのアドバイザリー事業です。こ

れから最終的に上がってくるものが、いよいよ

業務の契約につながるわけですが、そこにつな

ぐ成果品として、具体的にどういったものがこ

こで上がってくるんですか。

先日、御説明させてい○蕪財産総合管理課長

ただきました基本計画（案）について、１月の
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御意見を踏まえながら、早急に計画（案）を取

りまとめる予定としております。

そして、その次の段階なんですが、民間の知

恵を活用して選定を進めていくという定期借地

方式というのを採用するということといたしま

したので、まずは民間から募集をするために、

どのようなものが必要かというような要求水準

、 。というものを まず定めることとしております

そして、その要求水準を決定した上で、その

内容に応じて公募という手続を進めながら、そ

の選定を進めていくということを考えていると

ころでございます。

そのために、まず、次の段階としては、この

基本計画で決めた最低の線引きのところの施設

の規模というところについて、どのような提案

を求めるか、また御意見をいただきたいと考え

ているところでございます。

なかなかこう経験というか、そう○坂口委員

いった現場を見たことないので難しいんですけ

れども、今後、とりあえず水準的な要求仕様書

として出されて、契約の相手方というか参加す

る業者がそれに沿った提案をしてくることにな

るかなと思うんです。

要求水準を出されたときに、その内容のすば

らしさだけではなくて、最終的に金銭的なもの

も選定のための判断材料として大きなシェアを

占めると思うんですけれども、そこで絵を描こ

うとしたときに、同じ機能を確保するためにも

。 、金額の上ではぴんきりが出ますよね それから

例えば、そういう比較の仕方というのも、マネ

ジメントの在り方というのも認定されたと、確

立された手法もあるんですけれども、何かそこ

で具体的に、金額はここからここの範囲内で収

めろとか、契約の相手方を選ぶときの判断基準

に基づいたアドバイスが必要になってくると思

うんですね、質疑が上がってくれば。

そうなるとアドバイザーの委託費、この金額

は決して小さいとは言わないんですけれども、

これにはそういった高度なものはまだ含まれな

いので、水準書を出して公募を受け付けるとき

の質疑に対する説明の際にも、そういうノウハ

ウを持ったアドバイザー的なというか、県が意

見を求める相手がいないと、なかなかこれは難

しいかなという気がするんですよね。

そこは今後この段階を経て、その成果品を踏

まえて、次のステップになっていよいよ契約の

相手方の選定に入るときに、そういうものがま

た引き続き必要になってきそうな気がするが、

そこらはどんな具合に今想定されてます。

まさしく、今回の手法○蕪財産総合管理課長

というのは民間を活用するということで、県が

これまでとってきた通常の手法とは違う、全く

未経験のものを行いますので、そういったとこ

ろについて助言を頂くためのアドバイザリー事

。業ということで想定させていただいております

あくまでも、進めるに当たって決定していく

のは県なり議会なり、そういった関係者のとこ

ろの御意見を伺いながら決定をしていくことと

しているのですが、要求水準をはじめ、公募要

項 業者をどうやって選定するかという要項─

の策定、そういったところについては県のほう

で決定します。そのためにはアドバイスも必要

なので、今回、上程しているアドバイザリー事

業でコンサルタントの助言を頂きながら、その

中には法務の部分とか弁護士さんとか建築の専

門家とか、そういったものを含んだ、トータル

な企業体に参加していただいて、そこで助言を

頂いて、県として決定していこうと考えていま

す。

、 （ ）来年度は そういった意味で公募の要項 案
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を固めて、公募を行うところまで想定しており

まして、そのための前段階の手続や、評価をす

るための審査会を制定するための運営のお手伝

いとか、そういったところを今回上程している

予算の中で見込んでいるところでございます。

そしたら、新たなアドバイザー的○坂口委員

、なものは次の段階としてまたそこで確保されて

そことの連携の中で、公募者からの具体的な質

疑等に対しての説明とか答えとかいうものを

やっていくと。

結局、相手方は設計書をつくらないといけな

いんですよね。設計書には必ず数字が入ります

よね。この数字を入れることによって、自社に

有利な評価をもらえるか、それとも、これでは

枠の外になってしまうものに対しては、その数

字は駄目だという具体的な説明が、僕は出てく

るんじゃないかと思うんです。

設計書を渡していないだけに、自分らが設計

書に全ての数字を入れないといけない、単価ま

で入れないといけないとなったとき、そこはか

なり高度なものを持ったのと、このアドバイザ

ーからもらった、その成果品の中にうたってあ

る要求水準の中でつくることになれば、建築関

係にたけた、あるいはそういったマーケティン

グも必要になってくるかも分かんない、これで

は事足りないんじゃないかというような気がす

るんですけれども、どうなんでしょうね。

防災庁舎や県病院とは、またちょっと違った

形式だからですよね、そこはどうなるんかな。

確かに、設計を 今○蕪財産総合管理課長 ─

回はどういったものをきちっとつくり込んで、

それを実現する形とは違いまして、民間に提案

を求めながら、民間施設部分については一定の

収益を上げてもらいながら、地代として県側に

、一定の収入を頂くことを見込んでおりますので

そういった意味では、ある程度、民間サイドに

自由に提案できるような仕組みをつくる必要が

ございます。

また、どういったところを評価するかにつき

ましても、確かに重要な問題になりますので、

県施設として必要なものに一定の条件を設定し

て、それに対して自由に公募で提案をしていた

だき、それをどう評価するのかという評価委員

会が重要になってこようかと思いますので、評

価委員会の選定についても、県が中心となって

動きますが、コンサルタントのアドバイスを頂

きながら、全体として評価ができるような体制

づくりを進めていきたいと考えております。

そして、おのおのの提案者より出てきます質

問や確認事項につきましても、そのものについ

、 、て きちっと評価できる体制づくりというのが

来年度の大きな課題だと考えておりますので、

そういったところを補う仕組みとして、アドバ

イザーということを２か年にわたって支援して

いただく組織として、今回、計上しているとこ

ろでございます。

つきましては、確かに、難しいところもござ

、 、いますが またいろいろと御助言を頂きながら

進めてまいりたいと考えているところです。

ちょっと分からずにくどくなって○坂口委員

しまうけど、そうだと思うんですね。

ただ、この2,100万円程度で、しかも債務負担

、で２年にわたってという事業内容を見たときに

それでどうかなあというのが、例えば、今後、

公共で所有する施設としての一つの要求水準と

いうものの中に、設計が収まりますよね。収ま

ると同時に、物すごく大切なことは持続性、特

に経営面から見ての健全性もしっかり間違いな

いものがそこで担保されないと、相手方として

選べない。
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そうなったときに、先ほどから言いますよう

に、この設計上の数字というのは物すごく微妙

な、難しいものが出てくると思うんですね。同

じものが安く完成したからといったって、今度

は中の間取りから何から、あるいは官が持つも

のを民間が商業用として営利目的に使用する割

合を見たときに、これだと確実に健全経営がで

きると見通せないと駄目じゃないですか。総合

、点として評価していくことになるでしょうから

ここには無駄な設計は入ってないよというもの

もないと ここが物足りないとかではないの─

ですが、これで本当にいけるのかなと心配した

ものですから。

やっぱりそこら辺が必要になってくれば、思

い切って予算化して、間違いないものがしっか

り造られるんだと、間違いなく相手方も逃げず

に契約に臨んでくる、魅力を感じる物件でもあ

るんだと 事業でもあるんだということをぴしっ、

と成立させないと、なかなか難しいことになる

と思うんです。

それでしたら、うちは結構ですって、相手方

がいなくなる心配もあるし、それならうまい話

だ、おいしい話だって、うちはまだこうやりま

すよということで、本当におかしな意味での競

争を誘導しちゃうことにもなるかもしれない。

これはやっぱりアドバイザーに依存しないとい

─けないところがかなり大きいのかなと懸念

余計な心配かも分からないけれども、そこらが

どうもこう落ちないんですよね、考え方が。

だから、今後、幅を持ちながら臨んでいただ

ければなという気がするんですが。

お昼を過ぎましたが、続きは午○野﨑委員長

後からということで、１時10分から再開いたし

ます。暫時休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時８分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

坂口委員の質疑の途中でございましたが、何

か御意見があれば。

坂口委員の御指摘のと○蕪財産総合管理課長

おりでございまして、今回の事業は民間を活用

して行う、県としましては極めて珍しいケース

でございます。決定に当たりまして、今回はア

ドバイザリーとして支援を頂く形で予算計上さ

せていただきましたが、必要に応じて議会の御

意見を頂いたり、いろいろなところの支援を頂

きながら慎重に検討していきたいと考えており

ます。

また、必要に応じて、その判断に窮すること

等がございましたら、御助言を頂きながら、こ

の計画を進めてまいりたいと考えております。

、 。○野﨑委員長 坂口委員 よろしいでしょうか

ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○野﨑委員長

説明を求めます。

常任委員会資料の42ペ○蕪財産総合管理課長

ージをお開きください。

宮崎県公共施設等総合管理計画の改定につい

てでございます。

本計画は、県が保有・管理する公共施設等の

総合的・計画的な管理を実現するための基本的

方針として、議会から御承認を頂き、平成28年

９月に策定したものでございますが、次年度に

改定を予定しておりますので、その概要を説明

させていただきます。

まず、１、改定の理由であります。令和３年

度におきまして、本計画が策定から５年を経過

することから、施設の状態や個別施設計画の策
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定結果などを踏まえて、詳細に所要の見直しを

行うものでございます。

、 、 。次に ２ 対象となる公共施設等であります

対象施設は、県が保有・管理する全ての建物と

インフラの施設であります。

続いて、３、改定計画の期間であります。改

定計画の期間は、令和３年度から20年間に改め

ることとしております。

続いて、４、主な改定内容であります。今回

の改定では、国が策定指針等を示しております

が、それに基づきまして、主に資料に記載して

おります（１）から（３）の見直しを行うこと

としております。

１点目は公共施設等におけるユニバーサルデ

ザイン化の推進方針の追加、２点目は公共施設

等の維持・更新等に係る中長期的な経費見込み

の見直し、３点目は道路や学校といった施設類

型ごとの管理に関する基本的な方針の見直しで

あります。

、 、 （ ）最後に ５ 計画改定のスケジュール 予定

でございます。今後、６月に改定計画の素案を

御報告し、パブリックコメント等の手続を経ま

して、11月の定例県議会で議案を提出する予定

としております。

説明は以上でございます。

常任委員会資料の44ページ○日髙市町村課長

をお願いいたします。

議案第28号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

御報告いたします。

この議案につきましては、関係する各常任委

員会に付託されておりますので、ここでは全体

の概要について御報告をさせていただきます。

まず、１の改正の理由であります。地方自治

法に基づき、知事の権限に属する事務を市町村

に移譲するため制定しております宮崎県におけ

る事務処理の特例に関する条例につきまして、

新たに市町村に移譲する事務を追加する等のた

め、関係規定の改正を行うものであります。

、 。 、（ ）次に ２の改正の概要であります まず １

の新たに条例に追加する事務ですが、表の１段

目は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律及び同法施行令に基

づく地域連携薬局等の認定の申請の受理等に関

する事務について、宮崎市に権限を移譲するも

のであります。

２段目ですが、精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律及び同法施行令に基づく精神障害

者保健福祉手帳の交付等の申請に係る審査に関

する事務の一部について、各市町村に権限を移

譲するものであります。

３段目ですが、動物の愛護及び管理に関する

法律に基づく動物販売業者等の動物の所有数等

の届出の受理について、宮崎市に権限を移譲す

るものであります。

次に （２）の移譲対象市町村を追加する事務、

としまして、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の変更の認定等に関する事務につ

いて、現在、宮崎市のみに移譲をしております

が、宮崎市以外の各市町村に移譲をするもので

あります。

なお、施行期日は、それぞれの表の一番右の

欄に記載しているとおりでございます。

45ページになりますが （３）引用する関係規、

定の改正につきましては、ここに記載の各法令

が改廃されたことに伴い、本条例において引用

する関係規定を改正するものであります。

最後に、参考といたしまして、現在、条例上

の移譲事務数は1,201でありますが、今回の改正
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で新たに移譲する事務が10、また、法令の改廃

に伴い削除する事務が11ありますことから、改

正後の移譲事務数は1,200ということになりま

す。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○野﨑委員長

その他報告事項について、質疑はありません

か。

事務処理の特例に関する条例○太田副委員長

の一部を改正する条例ですが、44ページの真ん

中に、福祉保健部の精神障害者保健福祉手帳の

交付等の申請に係る審査に関する事務の一部と

ありますけど、これは各市町村にということで

すが、手帳の申請に係る審査となると、なかな

かこれは市町村では大変なんでしょうが、審査

ではなくて、何かの部分的な移譲なんでしょう

か。ちょっと確認したいと思います。

おっしゃるとおり、この認○日髙市町村課長

定自体は、判断は県のほうで行いますので、そ

の審査の段階の部分の一つで、障害者年金に係

る障害者等級を確認するという作業を年金事務

所等に行うという事務だけを市町村にお願いす

るものでございます。

あんまりよく分かってないからか○井上委員

もしれないんですけど、この宮崎県公共施設等

総合管理計画の改定のところで、本計画が策定

して５年を経過することから、施設の状況や個

別施設計画の策定結果などを踏まえて、所要の

見直しを行うとなっているんですが、この改定

期間の20年間の延長というのは、どういうこと

から20年間というのを決められた……。

総合管理計画自体を28○蕪財産総合管理課長

年度に策定しているんですが、そのときに28年

度から20年間ということで計画を策定しており

ます。そして、当時、５年ごとに状況を見直し

ながら改定をしていくこととしておりましたの

で、来年度にその５年目を迎えることから改定

するものであります。

じゃあ ５年ごとに見直してまた20○井上委員 、

年、５年ごとに見直してまた20年ということな

んですね。

はい。そのように見直○蕪財産総合管理課長

しながら、常に最新の状態で、全公共施設につ

いてのマネジメントというか、管理をしていこ

うという計画でございます。

この５年間で何かその、特別に何○井上委員

か問題点があったということは一切ないわけで

すか。

当初の総合管理計画と○蕪財産総合管理課長

いうのは、国の指導に基づきまして、急遽、全

、体像を見ながら策定したものでございましたが

今回、国の指導もありまして、おのおのの類型

ごとの個別施設計画というのを順次策定してま

いりました。

この５年間をかけていろいろな個別の現状が

明らかになってまいりましたので、その個別の

現状を踏まえた上で総合管理計画を見直そうと

、 、 。いうことで 今回 改定するものでございます

具体的には、今、個別計画というのが各所管

から上がってまいりましたので、それを見なが

ら、今度、全体像を再度見直そうということで

ございます。

ちなみに県立学校施設で何か上○井上委員

がってきているんですか。学校のありようも随

分変わりつつあって、今までのような学校の施

設のありようでいいのかなと、ちょっと疑問が

あるところなんですけど。そこはどんなふうに

なっているんでしょうか。

説明資料の右手にござ○蕪財産総合管理課長

いますが、個別施設計画を各所管の事務処理に
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おいて策定していただいておるんですが、考え

方として、現存の施設が無駄にならないように

どうやって使っていくかという視点のみで計画

をつくっております。

ですので、再配置といったものについては、

５年ごとの見直しの中で明らかになってきます

ので、そこで順次更新をかけていこうと考えて

いるところでございます。

例えば、県営住宅もそうなんです○井上委員

か。今回、一般質問の中でちょっとお話が出ま

したけれども、この県営住宅についても同じな

んですか。

所管しております県土○蕪財産総合管理課長

整備部のほうで、県営住宅についての個別の施

設計画、全体の配置というのを検討していただ

きますので、それを踏まえた形で、例えば、県

営住宅としては有効に活用できないような施設

が残ってくるとすれば、それを総合的に全体と

して有効に活用するための計画ということで、

総合管理計画を今回策定するものです。

実際、有効に使えているかどうかということ

については、全体をシステム化して統一の考え

方で策定できるようにということで、当課のほ

うが施設管理所管のほうに計画をつくっていた

だいて、それを踏まえて総合計画をまとめよう

という作業を行っているところでございます。

総合管理計画をつくっている意味○井上委員

合いというのは、個別に意見や考え方を聞かれ

るということなので、例えば、今回、予算の中

でもちゃんと出てきてるけれども、コロナ対策

はこうで、何々の対策はこうで、人口減少の対

策はこうでというのは、大体、総務部が把握し

ながらやっているわけですが、そういうことだ

と理解していいということですか。

確かに、もろもろの事○蕪財産総合管理課長

情を踏まえながら、総合的に管理していくとい

う方向を目指すべきだと考えております。

ただ、なかなか全体の計画として 平成28─

年度につくったばかりということで、その熟度

を上げている段階にございます。そういった中

で、委員の御指摘にあるような、もろもろの環

境要因といったものを踏まえた総合的に機能す

るような管理計画となるように、順次改定を行

いながら改善を図ってまいりたいと考えている

ところでございます。

今、ゼロカーボンの問題とかいろ○井上委員

いろ考えると、建設されていくものは全体的に

そこまで考えていかないといけなくなってきて

いるわけですよね。今日のお昼のニュースでも

一生懸命やってましたけれど、エネルギー関係

等の問題点というのもすごく出てくると思うん

ですよ。

ですから、そういうこととかは個別の施設計

画なのか、それとも総合管理全体の中で管理し

て決めていくのか、その決定のおおよそはどこ

にあるのかが分からないんだけど、どこなんで

すか。

、 、○蕪財産総合管理課長 確かに コスト面とか

そういったところも含めて計画的な推進体制を

構築して、それをきちっと検討できる組織をま

ず立ち上げること、そして、その中で施設の配

置や送料、そういったところの最適化を図るこ

と、そして、それを含めて老朽化とか、つくる

ものについて少しでも有効に図れることといっ

た観点で、今回、総合管理計画を策定している

ところでございますが、その中で、まだ、現時

点では、評価のシステムとか、そういった統一

のシステムというのを、今、構築している最中

でございまして、きちんとした指針とかがまだ

定まっておりません。
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そういったものを、まず情報をきちっと集約

して、分析できるシステムづくりというところ

、 、 、を 今 取り組んでいるところでございまして

このシステムを構築し、一元管理を実施した上

で、もろもろの課題を解決していきたいと考え

ているところです。

建物の長寿命化の問題も含めてそ○井上委員

うなんだけれども、公共事業というのは宮崎県

にとってみれば、すごく大きな経済の中心にも

据えてもいいぐらいものが出てくるので、そう

いうことも含めてきちんと考えていく必要性が

あると思うし、残している建物について、これ

、 、は施設の管理という在り方だけれども 例えば

その施設が要らなくなった場合の跡地利用はど

うするのかというところまで入ってくるのでは

ないだろうかという思いもあるんだけど、結局

は県づくりのところに、どこにどの施設があっ

たほうがいいんだという考え方にも大きく反映

。 、してくるんじゃないのかなと思うのね だから

それをどこがどんなふうにして決めていくのか

が、ちょっとこれじゃ分かりにくいような。計

画はあるけれども、主たるそのイメージとか、

それから構想とかを練っていくところはどこな

のかなというのが分からないので。

平成28年に策定しまし○蕪財産総合管理課長

た総合管理計画の中で、この計画の方針を実現

するために、どのような組織体制で、どのよう

に検討していくかというところについては方針

を出しております。

その中で、病院局とか企業局とか、そういっ

た部局も含めて、各部局長を会員にした公有財

産調整委員会というのを、今、立ち上げており

ます。その中で、使途とか、どのように有効に

活用していくかといった在り方の検討や調整、

進捗管理を行う組織を今つくっております。

この組織の中で、委員の御指摘のような課題

解決といったことに資するための組織づくりを

しているところでございます。

混乱してきてというか、認識違い○坂口委員

が当初からあったのか、それとも、ちょっと、

今、だんだんそれが進化してきたのか分からん

けれど、もともとこの計画の原点は、更新期で

いきなり修繕費が莫大に必要になってきて、突

発的にそれが高まるときがあるから、まず維持

管理費を平準化しようというのが一つ根底に

あって、その中で、一つには寿命が来てなくて

も、いわゆる金融界でいうアセットマネジメン

ト的な考えも含めていって、その中で長寿命化

による効率性、費用対効果の有効性を確保して

いこうという考え方とか、人口減少の中にあっ

て将来要らなくなる施設についても識別してい

く、その延長線上にせんだって、あの新体育館

の公的債なんかも、また国が制度化してきたと

いう大きい流れの中にあって、もう将来体力が

もたんぞと、でも施設は必要だぞと。

コンクリート、鉄筋コンクリートの施設が30

年しかもたないという説でしたが、50年過ぎて

もびくともしない。じゃあ、これを100年使うこ

とによってコストを下げていこう、その施設を

維持していこうという考え方に基づいたもの

だったと思うんですよね。

だから、そこが原点だということをまず説明

をしていただいて、それがずっと進化してきて

いるんだということをやっていただかないと、

この説明は物すごく分かりにくいものです。課

長も相当苦労されると思う。

確かに、ぴしゃっとまとめた説明をされてい

るんだけれども、全体としてはどういうことな

んだと、井上委員が言われることも、確かにそ

だと思う。
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だから、考え方のスタートがもう維持管理が

、 、もたなくなったと 要らない施設も出てくると

それじゃあ、一元管理、総合的にやっていこう

と、そのほうがコスト的に有利なら、せっかく

の施設だから使えるだけ使っていこうと。その

ためには、計画的に年間、本県で２億なら２

億、20億なら20億だったら、２という数字がつ

いていたようにあるんですけれど、それをずっ

と維持管理のための修繕、保全のための経費と

して見ていこうとか、あったような気がするん

ですよ。

そこのところを僕がこんがらがってるのか、

、最初から認識違いなのか分からんのですけれど

それをまず整理していただくと分かりやすいか

な。

今の坂口委員に関連していいです○井上委員

か。今のを聞くと、なおさら思うんです。総合

的に総務部が組織改正の内容とかやってきてい

るわけだけれども、物事をどんなふうにして考

えるかといったら、基本的には広域的に考えて

いこうというところはあると思うのね。

─だからこそどうしていくのか、一つ一つ

５年間の見直しで建物は古いか古くないかとか

という話だけで終わらせるのか そんなことじゃ、

、ないんだと思うのなら財政的な裏づけも含めて

県の持ち物というのは有効に使われて存続する

なら存続する、廃止するなら廃止するというこ

とが正確に示されないといけないというのが私

の考え方なんですよね。

それをしなくて、ただ５年の間にちょっと見

直しだけをして、何か言われるとこのままでい

いのかなって、ちょっとこの基本計画、管理計

画そのものがどうなのかなと思うけど。

まさしく、そのために○蕪財産総合管理課長

管理計画をつくっておりまして 坂口委員のおっ、

しゃられたとおり、背景としては、本当に維持

管理も難しくなってくる、経費もかかる、そう

いった中で少しでも必要なものは長く使ってい

こうという、そういった仕組みづくりをつくる

ための総合的な計画だと考えております。

じゃあ、どういったところで検討するかにつ

いては、当初の計画の中で調整委員会とか、エ

リアを検討する国や市町村も含めた公有財産の

最適利用の検討会を組織しながら、全体として

きちんと管理できるような仕組みをつくり、そ

の中で、施設の配置や最適化を図るシステムを

つくるというのが本来の目的でございます。

そのためのデータを５年ごとにつくっており

まして、現状を分析して更新をかけるというの

が今回の改定ということでございます。

いや、だから、公有財産の調整委○井上委員

員会というか、それの中で議論されて、こうで

すよということでしょう。年に１回なら年に１

回ぐらいやるってことなんでしょう。その調整

委員会の中で、それをやってこうですよと。

だから、ちょっと私も言い方がまずいっちゃ

けれど、５年間で、その調整委員会の中だけで

それを見直すだけなのかということを聞いてい

るわけよ。

調整委員会の運営自体○蕪財産総合管理課長

は、毎年というか、そういう案件が出るごとに

委員会を組織して検討していくということで常

時機能しておりまして、基本的な方針は５年ご

とに見直すということでございます。

個別の案件も含め、いろんなエリアで出てき

た問題については、調整委員会で議論し、方針

を固めているということでございます。

もうだんだん分からなくなってき○井上委員

た。すみません。

よろしいですか。ほかにござい○野﨑委員長
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ませんか。

それでは、以上で第２班の審査を終了いたし

ます。

暫時休憩いたします。

午後１時32分休憩

午後１時34分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

次に、第３班として、総務事務センター、危

機管理課、消防保安課の審査を行いますので、

順次、議案の説明をお願いいたします。

総務事務センタ○齋藤総務事務センター課長

ーの令和３年度当初予算について御説明いたし

ます。

歳出予算説明資料の109ページをお願いいたし

ます。

総務事務センターの当初予算額は、７億1,083

万9,000円をお願いしております。それでは、主

なものについて御説明いたします。

111ページでございます。

中ほどの 事項 総務事務センター運営費2,091（ ）

万5,000円であります。これは、本庁総務事務セ

ンター及び各地区総務事務センターの運営に要

する経費と職員の服務及び給与に係る事務を処

理します人事給与オンラインシステムに係る経

費であります。

次に、一番下の（事項）健康管理費8,542

万7,000円であります。

112ページをお願いいたします。

これは、職員の健康管理事業等に要する経費

でありまして、下の説明欄の２、職員のからだ

の健康に関する事業は、全職員を対象にした定

期健康診断等を行うための経費であります。

同じく、その下の３、メンタルヘルス対策総

合推進事業は、ストレスチェック・復職支援な

ど、職員のメンタルヘルス対策に係る経費であ

ります。

次の（事項）職員厚生費2,507万3,000円であ

ります。これは、職員の健康保持増進や保健体

。育施設の維持・管理等に要する経費であります

次の（事項）恩給及び退職年金費350万3,000

円、またその下の警察費の（事項）恩給及び退

職年金費4,607万円であります。これは、元知事

部局職員４名、元警察職員49名分に係る恩給等

の経費であります。

総務事務センターは、以上でございます。

危機管理課の当初予算に○温水危機管理局長

ついて御説明をいたします。

歳出予算説明資料の113ページをお開きくださ

い。

危機管理課の令和３年度当初予算額は、７

億3,001万5,000円であります。

主な事業について御説明をいたします。

115ページをお開きください。

まず、一番下の（事項）防災対策費１億7,282

万4,000円であります。

次の116ページをお開きください。

改 新 新主な事業であります の８番 の11番、 、 、○ ○ ○

の15番につきましては、後ほど委員会資料で御

説明いたします。

その他の主な事業でありますが、14番の大規

模災害に備えた減災応急体制強化支援事業3,953

万円につきましては、市町村が行う避難場所や

避難経路の整備、避難訓練に要する経費等の支

援を行うものであります。

次に 中ほどの 事項 火山対策費996万1,000、 （ ）

円は、本県、鹿児島県及び霧島山周辺市町と共

同で設置しております霧島山火山防災協議会に

おいて、警戒避難体制の整備を推進しますとと

もに、硫黄山周辺の火山ガス濃度を測定・監視
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するものであります。

その下の （事項）危機管理総合調整推進事業、

費1,180万4,000円は、様々な危機事象に迅速か

つ的確に対応するため、防災庁舎における24時

間監視体制の運用等に要する経費であります。

次に 一番下の 事項 国民保護推進事業費425、 （ ）

万9,000円であります。

117ページを御覧ください。

、 、 、これは 宮崎県国民保護計画に基づいて 国

市町村、関係機関等と連携した国民保護訓練の

。実施や県民への啓発等に要する経費であります

次に、一番下の（事項）災害救助事業費１

億9,177万5,000円であります。

これは、災害救助法が適用される大規模な災

害等の発生に備え、食料などの備蓄を行います

とともに、大規模災害が発生した際に、市町村

が災害救助のために支出した経費に対する県の

負担金や災害救助基金への積立てに充てるため

の経費であります。

歳出予算説明資料の説明は以上であります。

次に、委員会資料を御説明いたします。

委員会資料の25ページをお開きください。

防災対策の各事業を説明する前に、主な財源

であります大規模災害対策基金について御説明

をいたします。

左上のⅠ、これまでの経緯であります。

東日本大震災の発生や南海トラフ巨大地震の

被害想定を踏まえ、大規模災害に対する防災・

減災対策を推進するため、平成25年度に大規模

災害対策基金を設立しております。当初、５億

円で基金を造成し、平成27年には防災・減災対

策のさらなる強化を図っていくため、27億円を

追加造成したところであります。今年度末まで

の基金の執行見込額は約24億円であり、残高は

約８億円となっております。

これまでの主な実績としまして、津波避難タ

ワー等の整備や住宅の耐震化、防災士の育成、

災害時の後方支援拠点等の整備などに取り組ん

。 、できたところであります これらの取組により

右上のⅡ、防災・減災対策の課題にありますよ

うに、昨年度の地震・津波被害想定の更新調査

では、人的被害、建物被害想定共に軽減するな

ど、一定の成果が現れている一方で、災害に対

する備えをしている人の割合が伸び悩んでいる

現状にあります。

こうした状況を踏まえますと、命を守るため

の整備、例えば、津波避難タワーなどのハード

整備につきましては、おおむね整備完了が見込

まれておりますが、その次のステップといたし

まして、整備した避難施設等にいち早く避難し

ていただくための普及・啓発や、高齢者などの

避難行動に支援が必要な方々への対策など、よ

りきめ細かなソフト対策に軸足を移していく必

要があると考えております。

また、近年、激甚化・頻発化しております大

規模災害対応の課題や新型コロナウイルス感染

症対策などの新たな課題に対しましても、対策

を講じていく必要があります。

そのため、引き続き、当該基金を活用して、

各種防災・減災対策に取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、26ページをお開きください。

改善事業の自助・共助・公助で命を守ろう！

防災力強化事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、激甚化

・頻発化する風水害や発生が懸念されておりま

す、南海トラフ地震等の自然災害から県民の命

を守るために必要となる３つの要素、自助・共

助・公助を強化し、災害における被害の軽減と

早期復旧を図るものであります。
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２の事業の概要でありますが、予算額は4,525

万3,000円、財源は大規模災害対策基金で、事業

期間は令和３年度から５年度であります。

次に、事業内容でありますが、①の自助力強

化事業では、家具の固定を含みます耐震化、早

期避難、備蓄、この３つの減災行動を中心に、

年間を通じてテレビやラジオ等による情報発信

を行いますとともに、災害への備えにつながる

県民参加型の防災イベント等の実施によりまし

、 。て 県民一人一人の防災意識の向上を図ります

次に、②の共助力強化事業では、県民の防災

意識の啓発や知識・技能の習得等に携わる地域

防災リーダーとなる防災士の育成に取り組みま

すとともに、防災士を活用した避難所運営訓練

等を通して、自主防災組織の活動を支援するこ

となどにより、県民が互いに助け合う共助の力

の強化を図ります。

最後に、③の公助力強化事業では、県及び市

町村職員を対象に、災害が発生した場合の災害

応急対応業務をはじめ、住家の被害認定や罹災

証明発行等に関する研修を実施し、災害対応を

行う職員のスキルアップを図ります。

次に、27ページを御覧ください。

新規事業、大規模災害に備えた燃料備蓄・供

給体制整備事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、まず、

左下の写真を御覧いただきたいと思います。

大規模災害時には、給油所の被災や燃料不足

により、燃料の逼迫が懸念されます。こうした

事態の備えとしまして、右側のイラストのよう

なタンクローリーから直接給油できる、災害時

専用の臨時設置給油設備を救急活動拠点等に整

備し、災害応急対応に当たる公用車などの緊急

通行車両への燃料供給体制を整備するものであ

ります。

１の事業の目的・背景に戻っていただきまし

て、救助活動等を行います防災ヘリコプターへ

の燃料については、災害時においても円滑な燃

料供給が行えるよう、備蓄燃料庫の整備を進め

ますとともに、中核サービスステーション等に

備蓄されている燃料を把握して、緊急通行車両

用の備蓄燃料を確保するものであります。

２の事業概要でありますが、予算額は2,957

万5,000円、財源は国庫補助金、県債、大規模災

害対策基金で、事業期間は令和３年度から４年

度であります。

次に、事業の内容でありますが、災害時専用

臨時設置給油設備を県内５か所に設置する計画

でありますが、令和３年度は、このうち２か所

の設置を行います。

また、防災ヘリコプターの備蓄燃料庫整備に

ついては、県内５か所の整備を計画しており、

このうち県南地区の日南市で４か所目の整備を

行う計画であり、令和３年度は、その設計を実

施することとしております。

さらに、平成26年度に資源エネルギー庁の事

業を活用し、県内32か所のサービスステーショ

ン等に備蓄されている燃料を把握することによ

り、大規模災害時に緊急通行車両に優先的に給

油できる体制を確保することとしております。

次に、28ページをお開きください。

新規事業、大規模災害時における物資の安定

供給調査事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、まず、

下の図の左側、現状と課題を御覧ください。

県では、大規模災害が発生した場合に備え、

現在約24万人分の物資の備蓄を進めているとこ

ろでありますが、感染症対策に伴う必要備蓄物

資の増加や支援対象者となる避難者数の増加に

伴い、備蓄施設の容量の不足などが課題となっ
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ております。

１の事業の目的・背景に戻っていただきまし

て、このため国がプッシュ型の支援を行う前の

発災後３日目までの初動期において、県が備蓄

する物資を効率的に避難所に供給できるよう、

備蓄場所や備蓄量、備蓄施設等の整備改修費を

調査するものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は1,060

万円、財源は大規模災害対策基金で、事業期間

は令和３年度であります。

次に、事業の内容でありますが、調査会社に

委託を行い、①から⑤までの調査を実施するも

のであります。具体的には、現在の備蓄施設に

おける備蓄可能量や備蓄施設を分散する場合の

適正なエリア分け、発災後の流通備蓄量と各エ

リアにおける必要備蓄量、そして備蓄施設の整

備改修費などに係る調査であります。

調査会社からは、備蓄拠点の整備方針を３パ

ターン程度、整理をしてもらいまして、下図の

右側にありますとおり、調査結果を踏まえて、

備蓄基本指針の見直しや備蓄拠点の再構築など

を行うこととしております。

危機管理課の説明は以上でございます。

消防保安課の当初予算に○佐藤消防保安課長

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の119ページをお開きくださ

い。

消防保安課の令和３年度当初予算額は、11

億2,710万1,000円であります。

主な事業について御説明いたします。

121ページをお開きください。

まず、一番上の（事項）防災行政無線管理費

２億6,288万5,000円であります。

下の説明欄を御覧ください。

１の無線設備の維持管理では、防災行政無線

の電気料や設備の修繕等に要する経費、また、

２の無線設備の保守委託では、無線設備や情報

処理システムなどの保守委託に要する経費、そ

の下の３、総合情報ネットワーク設備更新事業

では、防災行政無線に係る設備の更新等に要す

る経費を計上しております。

一番下の５、災害時情報通信体制強化事業に

つきましては、後ほど委員会資料で御説明いた

します。

次の 事項 航空消防防災推進事業費７億1,075（ ）

万1,000円でありますが、これは、防災救急ヘリ

コプターあおぞらの管理・運航に要する経費で

あります。

次に、一つ下の（事項）消防防災施設設備整

備促進事業費4,473万8,000円でありますが、こ

ちらの事業も、後ほど委員会資料で御説明いた

します。

122ページをお開きください。

一番上の（事項）消防指導費1,851万9,000円

であります。

説明欄２、救急振興財団に対する出捐等は、

救急救命士を養成する目的で、都道府県が共同

出資して設立しました救急振興財団の負担金で

あります。

その下、３、みやざき消防団活動基盤確保事

業と、次の４、みやざき消防団加入・定着促進

事業につきましては、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

次の（事項）予防指導費1,719万8,000円であ

ります。これは、消防設備士に対する再講習や

危険物取扱者に対する免状交付及び講習等に要

する経費であります。

次の（事項）消防学校費6,829万4,000円であ

ります。これは、消防職員、消防団員等を対象

、 。に 教育訓練を実施するための経費であります
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ページの一番下の欄 （事項）火薬類取締費41、

万4,000円、次の123ページ （事項）高圧ガス保、

安対策費209万4,000円、さらに、その下の（事

項）電気保安対策費220万8,000円につきまして

は、火薬、高圧ガス、電気工事業に関する許認

可や保安指導等に要する経費であります。

歳出予算説明資料の説明は以上であります。

次に、委員会資料を御説明いたします。

29ページをお開きください。

新規事業、災害時情報通信体制強化事業であ

ります。

１の事業の目的・背景でありますが、災害発

、 、生時の情報の収集・伝達を目的として 県と国

市町村、防災関係機関等の間で各種情報の伝送

を行う総合防災情報ネットワークについて、大

規模災害時においても被害の状況の伝達が迅速

・的確にできるように、県民に的確な防災情報

を確実に伝達できるよう、一層の強化を図るも

のであります。

近年、他県において、大型台風で通信機能の

喪失による被害状況の把握の遅れや長期の停電

に起因する防災行政無線の停止により、緊急情

報の伝達ができなくなる等の問題も発生してお

り、本県においても、情報通信体制のさらなる

強化が必要であると考えております。

２の事業概要でありますが、予算額は2,130万

円、財源は県債、大規模災害対策基金で、事業

期間は令和３年度から令和４年度であります。

事業の内容でありますが、令和３年度は、災

害現場の被害等の状況の把握を迅速・的確に行

うことができるよう、災害時に回線が不安定な

状態においても、安定した映像伝送ができるモ

バイル伝送システムを整備するとともに、通信

機器等に電源供給ができる車両を整備し、機動

性を高め、情報収集体制の強化を図ることとし

ております。

また、令和４年度には、防災行政無線設備の

電源喪失が長期間に及び、運用停止になった場

、合に備えるための電源装置の整備や災害対策上

重要なやり取りをしている県と気象庁との間の

情報伝達体制の強化などを行うこととしていま

す。

30ページをお開きください。

消防団活動への支援事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、地域防

災の要として、火災、自然災害時に大きな役割

を担っている消防団が災害等が発生した際に的

確に活動できるようにするため、消防団員の確

、 、保や活動のための資機材の整備 技能向上など

消防団活動の充実・強化を総合的に支援するも

のであります。

２の事業概要でありますが、予算額は5,361

万7,000円、財源は大規模災害対策基金、一般財

源で、事業期間は令和３年度から令和５年度で

あります。

事業内容につきましては、下の図を御覧くだ

さい。

、左のみやざき消防団加入・定着促進事業では

団員確保に係る課題の把握や加入活動の改善の

ための意見交換会を開催するほか、消防団活動

を紹介する広報紙や加入促進のチラシを作成す

るなど、消防団員の確保に向けた取組を推進す

るものであります。

次に、中央のみやざき消防力強化・支援事業

では、消防学校に瓦礫救助訓練場を整備するほ

か、大規模災害に対応するための資機材整備を

する市町村に対する支援を行うことにより、消

防力の強化を図るものであります。

次に、右のみやざき消防団活動基盤確保事業

では、県消防操法大会、県消防大会の開催や表
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彰を行うことにより、団員の技能向上や士気高

揚を図りたいと考えております。

次に、別冊資料の決算特別委員会の指摘要望

。事項に係る対応状況について御説明いたします

資料の２ページをお開きください。

個別的指摘要望事項としまして、消防団員の

確保について、積極的な加入広報を行うととも

に、県や市町村職員の加入促進も図るなど、市

町村と連携しながら団員の確保に取り組むよう

要望がありました。この要望への対応状況につ

きまして御報告いたします。

消防団員は、地域防災力の要としての役割を

担っておりますが、全国同様、本県においても

減少傾向にあり、その確保が大きな課題となっ

ております。このため、本県では、平成31年３

月に、みやざき消防団の日を制定し、これを柱

に広報活動を行い、消防団への加入促進の取組

を進めております。

先ほども御説明いたしましたが、令和３年度

当初予算案におきましては、消防団活動への支

援として、消防団員の確保をはじめ、市町村の

資機材整備に対する支援など、総合的に事業を

実施することとしております。

また、県や市町村職員の消防団への加入につ

きましては、昨年12月に国から消防団員の確保

に向けた取組に関する文書が発出され、公務員

の加入促進も図ることとされておりますことか

ら、各市町村に伝達するとともに、県職員にも

周知したところであります。

今後とも、地域防災力の充実・強化を図るた

め、市町村と連携しながら、さらなる消防団員

の確保に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

説明は以上であります。

各課長の説明が終了しました。○野﨑委員長

議案について質疑はありませんか。

最後の指摘事項、要望事項ですけ○佐藤委員

れども、消防の件ですね、国からの文書が発出

され、公務員の加入促進も図ることとされてい

るということですが、これはどういった内容で

しょうか。期限があるのか、進めなさいと、こ

こに書いてあるようなことなんでしょうか。そ

れで、どういう形でその後の変化 現在の状─

況をちょっと教えていただきたいと思います。

国からの文書につきまし○佐藤消防保安課長

ては、令和２年12月15日付で総務大臣書簡等が

届いているところでありまして、これにつきま

しては、地方公共団体の職員、国の職員も含め

まして、消防団加入促進をすることというよう

なことが書かれております。

そこで、各市町村に対しましては、その旨の

大臣書簡が通知されていることを周知しますと

ともに、県といたしましては、２月16日付で、

危機管理統括官名で各部局長宛てに県職員の消

防団加入促進についてということで、文書を発

出したところであります。

あと、これの結果といいますか、○佐藤委員

そうすることでそれがどうなりましたというよ

うなこと等については把握されていくわけです

よね。

現時点で、県職員の消防○佐藤消防保安課長

団員の加入状況は44名ということで把握してお

りまして、これは消防団を担当する消防協会と

いう団体がありますので、 こちらの統計データ※

に基づいて把握しているところです。

そのほか、県が統計データとして持っている

ものとしましては、各自治体から消防団員の構

成、職業について報告を求めておりますので、

この中で、職業別に県職員 地方公共団体の─

※45ページに訂正発言あり
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職員ということで統計が取れておりますので、

その数は毎年把握しているところであります。

今後、加入促進を図り、人員の増○佐藤委員

強をしていくわけですから、そこをしっかり把

握をしていただいて、そして私たちもその辺り

を知りたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

危機管理課にお尋ねしたいと思い○井上委員

ます。大規模災害時における物資の安定供給調

査事業、これは大変重要な事業なんですけれど

も、新型コロナの関係で避難所の在り方が随分

変わり、広範囲に避難所が広がったと思うんで

すが、備蓄場所の在り方や市町村での広域の考

え方とか、ちょっと変わってきたんではないか

と思うんです。

もともと課題だったんですけれども、令和２

年から３年にわたり、その辺りの整理された部

分はあるんですか。

これまでの状況を御説明○温水危機管理局長

いたしますと、県の備蓄基本指針を平成28年に

策定しまして、その中で５年かけてこういった

物品の備蓄を進めていきましょうということで

やっておりました。

ただし、今思えば、そのときの整理の仕方と

して場所 要するに 備蓄容量とか そういっ─ 、 、

たデータが、整理がされておりませんでした。

したがいまして、毎年度、備蓄品を購入して何

とかこれまで計画的に備蓄の確保はしているん

ですが、毎回その備蓄場所の確保が難しくなっ

てまして、そこの確保というのが、一つ、懸案

事項として上がっておりました。

そういった中で、内部での議論でここは一度

立ち止まって、備蓄に対する基本的な計画を練

り直さないと、場当たり的な対応になってしま

う可能性があるということで、現状において、

、シンクタンクみたいなところに委託をしまして

専門調査をかけた上で、ここに記載しておりま

すように、備蓄の場所 実は、県内８か所に─

備蓄しているんですが これもきっちりと整─

理されているわけではなく、そこら辺の整理も

不十分である現状であります。

これを踏まえまして、さっき言いましたよう

に、一度立ち止まって、基本的にどういうエリ

ア分けで、どれだけの必要な備蓄量を何か所ぐ

らいの場所に整理するのか、備蓄するのか。そ

して、その備蓄場所に関しては、新しくつくる

のか、あるいは現在ある施設を改修して使うの

かといったもろもろのことをひっくるめて、総

合的な調査をかけて、その調査結果を踏まえた

上で正式に検討しながら、今後の備蓄に対する

対応、取組を進めていきたいという内容であり

ます。

今のも含めてですが、ＢＣＰにつ○坂口委員

いての説明が危機管理課ともう１か所、どこか

にあったですよね。ＢＣＰの全体的な話しんで

すけれども、国、県、市町村 行政でのＢＣ─

Ｐをしっかり進めていくと同時に、今の物資の

予想もなんですけれど、民間でのＢＣＰの計画

を企業ごとに持っていると思うんですよね。そ

れを両立させて初めて世の中が動くわけで、極

端な例は地震、そして津波辺りの災害でしょう

けれども、まず、交通アクセスが寸断される。

公共交通機関が作成するＢＣＰも最低限、うち

が動かさなければいけない、バスだったり、タ

クシーだったり、列車だったり、それが行政と

連携を取って、全体でどれぐらいの区間でどれ

だけの人が動くのか荷物が動くのかを把握して

おかないと。

、企業が営利活動ができるだけのものを残して

最低限、社会を維持するため、３日間なり１週
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間なりの最低限の責任を果たすという範囲のＢ

ＣＰを描かせて、それから自家用車や定期的に

。乗っていた通勤用の移動手段は活用できないか

そして誰が責任持って、その人たちをどこから

どこまで何人運ぶのというものまで整理をして

おかないと、言葉は悪いけれども、今度は途中

でふん詰まりを起こしたり、行く先に向かう手

段がなくなったりするから、絵に描いたＢＣＰ

で終わらせないためには、県庁のＢＣＰだけで

は駄目だと僕は思うんですね。

少なくとも、行政、国、県、市町村がしっか

りと連携を取って、公的なものに対しての最低

限の機能と責任を果たせるように、それを把握

して担保しておくのと同時に、民間としても、

これだけの企業がＢＣＰに取り組んでその対応

をしています。人あっての企業であり、人あっ

ての輸送であり、人あっての移動であり、移動

手段があっての移動であるということで、これ

はやはり全体を把握しないと、想定外でどこか

が漏れたでは済まされないと思うんですね。

検討を重ねて検証した上で頭上訓練をやらな

いといけないと思うし、あそこの協力がないと

ここはどうしようもないぞということにる可能

性がすごく高いんじゃないかと思うんです。そ

こらに対して、もうそろそろ射程距離に入れた

訓練というものをやって、実際、検証しておく

必要があるんじゃないかなと思うんです。

これらに対しては、どんな考えを、どこか。

危機管理課のところばっかりで気の毒だけど。

、○温水危機管理局長 おっしゃられるとおりで

今のところ正直言って、なかなかそこまで手が

回っておりません。

県のＢＣＰと、あと市町村のＢＣＰは既にで

きております。そして、見直しも適宜行ってい

ます。おっしゃられました、企業のＢＣＰに関

しては、報道等を見ますと、宮崎県内の企業は

九州管内でも結構進んでいるほうだと認識して

おります。

しかしながら、企業のＢＣＰもまだつくって

いないところのほうが多いです。中小企業は、

なかなかそこまで手が及んでなくて、大企業の

先進的なところがつくっているという状況にあ

ります。

委員がおっしゃられたような、全体として、

地域全体のＢＣＰみたいな考え方が関係者の中

で共有できないと、なかなか有事の際には、や

はりトータルで的確な、適切な対応というのは

なかなかできないという問題意識は我々も持っ

ているところであります。

、 、 、したがいまして まだ現時点では そういう

ＢＣＰに係る民間も巻き込んだ、あるいは関係

機関が一堂に会してのまだ組織づくりとか、協

議等はまだ一回もやったことがないです。

優先順位もあるんですが、おっしゃられる問

題意識は我々も持っておりまして、やっぱり、

そういった検討も進めていく時期に来ていると

いうふうな認識を持っているところであります

ので、今後、検討していきたいと思います。

僕はそこが要だとすごく思うんで○坂口委員

す。企業がＢＣＰ計画を立てるが、それは過剰

なＢＣＰになっている 過剰というとちょっ─

、と違うかも分からんけれども 宮崎交通さん─

そこまで人は送れないぞと、県庁に駐車場はあ

るけれども、あそこは瓦礫の片づけ場所や最低

限のアクセスを確保するためのもので、自家用

での出勤はもう不可能なので、公共交通機関

宮崎交通にうちの職員、何人運んでくれる─

んだと。じゃあ、民間の人たちがどこから、企

業に行くまでＢＣＰの最低必要人員が移動する

けれども、これはどうやって動くの。バスが来
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たら乗り合いですよ、俺が先に乗ると、俺は欠

かせない人間なんだってへし合いで。50人乗り

、 。に200人も集まった日には そこでパニックです

だから、そういうものを、そしてやっぱりボ

トムネックというものをつかまえといて、この

ボトムネックがある限りはどれだれのＢＣＰし

か、絵は描けないぞというものがあったとき、

これじゃあ人は生きられないと想定できれば、

そのボトムネックを広げて、物が通れるように

しとかないと。

幾らこう、蛇の腹みたいに膨らんでも、これ

は絵に描いた餅だというところは遠慮していた

だいて、やっぱり最低限の責任を果たせるよう

協力してくれと企業と調整していく。これは、

国としてもまだやっていないような気がして、

宮崎がモデルをつくっていくなら、宮崎県の責

任と考え方に基づいて、そこまで想定した、射

程距離に入れた計画を今後組んでいかないと駄

目じゃないかなという気がするんです。本当、

パニくると思います。

。○藪田危機管理統括監 ありがとうございます

今、坂口委員がおっしゃったように、企業の

ＢＣＰの策定というのは非常に重要だと思いま

す。しかし、策定されたＢＣＰに基づいて、そ

の企業だけの論理で行動してしまった場合に、

災害時に最も優先されるべき救助救難活動です

とか 被災者への物資の搬送ですとか そういっ、 、

た業務に支障があると、これは元も子もありま

せん。

そうならないように、先ほど局長からも回答

させていただきましたけれども、今後の訓練の

中で、やはりそういったものも企業の皆さんと

一緒に話し合いながら、全体を一遍に構築する

というのもなかなか難しいところもありますけ

れども、訓練を通して少しずつでもそういった

ことを民間の方々にも理解を頂きながら、実施

してまいりたいと考えております。

ですね。くどくなるけれども、本○坂口委員

当に理解頂いて、例えば宮崎交通のバスなんて

いうのは最たるものです。あるいは水道業者と

か、そういったものもやっぱり最低限必要なＢ

、 、ＣＰから欠けてはいけない 加えて言うならば

民間企業がそこで、うちは最低限、これだけの

ものを持つ、今、倉庫を持たない、そういった

ものがすっかり行政と一体になって、うちは最

低限欠かすことのできない物の納品はできます

よというものがあれば、これはやっぱり県内の

企業、とりわけ製造業とかの信頼度を物すごく

高めることになる。そういった意味での企業誘

致にも物すごく有利なことになってくると思う

んですね。

県から遠慮してくれと言われたらうちは納品

ができませんとなったときは、倉庫を持たない

ところは納品してくれるところとしか取引きは

しないですよ。だからコロナの後とか、災害に

強い本県というのをモデル的につくっていくと

なれば、このＢＣＰにおいて、みんなが必要な

ものは全部稼働できるという条件整備が欠かせ

ないかなって気がするんですね。

だから、行政だけが動いたって、民間が動か

なきゃＢＣＰは成り立たない。仏作って魂が入

らなきゃ駄目だって、絵に描いた餅は食えない

ということをしっかり命じた上で、官民併せた

ＢＣＰがなきゃ、いざというときにとんでもな

いことになったと 想定外が起こる危険性を持っ、

。 。ているような気がするんです どんなでしょう

坂口委員のおっしゃる○藪田危機管理統括監

とおり、国、県、市町村、そういう行政機関の

みならず、民間企業も含めた形でのＢＣＰの策

定と、それを基にした全体調整がうまくいくよ
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うな訓練を重ねながら構築してまいりたいとい

うように考えております。

よろしいですか。○野﨑委員長

。○坂口委員 なかなか難しいでしょうけれども

ほかにございませんか。○野﨑委員長

少し幼稚な質問ですが、危機管理○来住委員

課の117ページ、大規模林野火災対策に係る予算

ですが、これとの関係で、先日、関東で山火事

がありましたよね。１週間以上と長い間鎮火で

きなかったんですけれども、基本はもう火を出

さないことが何より大事なことで、それに対す

る対策と、それから、各県それぞれ教訓を学ば

。なければいけないんじゃないかなと思うんです

僕はよく分からんけれども、自衛隊だとか、

他県の応援を求められたんだとは思うんですけ

ど、もっと早く鎮火させるという点での対策と

いうんですか、そういうものとしてはどうなの

かなと感じたところだったんです。何か所見が

あったら。

林野火災の場合に、一応○温水危機管理局長

その対応のマニュアルはできておりまして、危

機管理局に情報連絡本部を設置しますのは空中

消火、県の防災ヘリあおぞらが消火活動で出動

するといったような状況になりましたら、情報

連絡本部を設置をします。その前は、基本的に

は、消防本部が地上部隊で消化活動に当たりま

す。そして、空中消火を行っても、なかなかそ

のあおぞらだけでは消火が難しいという事態が

判断されたら、自衛隊に空中消火の出動を依頼

をいたします。

やはり地上だけでの消火ではもう限界がある

もんですから、自衛隊がチヌークの大型ヘリを

使って空中消火 消火剤とか、水で消火に当─

たります。

本県でも、年に大体20回から30回、山火事が

起きておりまして、その中で、危機管理局が情

報連絡本部や災害警戒本部を設置するのが、年

に３回程度ございます。そのときは、大体ヘリ

が飛んでおりますが、直近で行きますと一番長

かったのが平成30年に美郷町で２日間ぐらい延

焼が続いたことがありました。油断しますと、

あるいは初期消火が遅れてしまいますと、やは

り延焼が広がりますので、そこ辺りは、基本的

には、もう消防がまずは消火活動に地上部隊で

当たるんですが、早い段階で出動要請があれば

空中消火が非常に効果的ですので、それで消火

ができるときもありますし、やはり緊急性のあ

る事案になりますので、早期発見・早期対応と

いうのが基本になろうかと思っています。今の

ところは消防と連携を取りながら、状況によっ

ては自衛隊の協力も頂きながら対応に当たって

おり、特に、今からの３月、４月は非常に多い

時期になりますので、年度末から年度はじめに

かけて、やっぱり例年１～２回は出動している

状況であります。

ああいう山火事となれば、陸上か○来住委員

らの消火は物すごく大変だろうと思うんです。

まず、その火事の現場に行くのも大変、そこに

水を置くのも大変という点で。空中からの消火

を県に要請するのは、各市町村の消防本部など

が行うのでしょうか。

はい。消防本部から出動○温水危機管理局長

要請がございます。

やっぱりこの前の関東の山火事な○来住委員

んかも、もっと早く空中からの消火活動が行わ

れれば違ったのかなと思ったりするんですが、

そういう意味で、各市町の消防本部と県との関

係というやつがもっと密接に早く早く、先を先

を見越して行動されたらいいのかなと思ったり

するんですが、実際、やった上でのことなんだ
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とは思うんですけれども。

栃木県での火災の検証に○温水危機管理局長

ついては、まだ詳しい報道等も出ておりません

ので、どこに問題があったのかというのは、我

々も把握できていないのですが、県の防災救急

航空センターには、各消防本部から職員を派遣

してもらって運用しております。

したがいまして、各消防とは常時、密接な連

絡を取りながらやっていますので、その辺りの

出動要請は、状況からこれは空中消火をしたほ

うがいいという判断になれば、まずはとにかく

連絡が、第一報が入るようなシステムについて

は、確立をされていると認識をしているところ

であります。

今の、来住委員が言われたのに関○佐藤委員

連してですけれども、昨日の国会では消防艇の

話も出ていたようで、いわゆる飛行機の水上機

ですか、そこで水を、水の上ですから、水をく

めるわけですから、それから現場へ向かうのが

早いというようなのもありました。

国のほうではそういう流れになるかと思うん

ですが、宮崎県でもそれをすぐにというのは、

まず無理ですし、あるものでやっていくわけで

すけれども、水を運ぶ量がどうしても少ないの

でなかなか消えない。そして、現場に私たちも

行きますので分かりますが、水をかけたとして

も木の株の中で燃えたりすれば、いつまでたっ

ても燃えて消えないですよね。水はかかるが消

、 、えてないと いわゆる蓋がかぶったような中で

ずっとくすぶっているところからまた火が起き

てくるというようなことで、やっぱり現場まで

行かないといかんわけです。

その中で、こういうことがあって協定等を結

ばれた事案があったんですよ。生コン車は相当

な水を運びますし、生コンというのは名前のと

おり生ですから、県内全域あるわけです。それ

が水をくみ、そして水をためて、林道を使い山

の上まで行って、そこから水を流して消したと

いうようなことも私は前に見ましたし聞きまし

た。そういう協定なんかが最近はどうなのかな

と思うんですけれども 前はそういう事例があっ、

たんじゃないですか。

申し訳ありません、御指○佐藤消防保安課長

摘のありました、生コン、そういうことがあっ

たということは伺っておりますけれども、協定

に至っているかどうかということについては現

在把握しておりません。また確認したいと思っ

ております。

やはり水が必要なので水を運ぶ手○佐藤委員

段と、そういう人たちは、それこそ生コンを運

んでおるわけですから、その地域のどこに道が

あるのか隅々までよく知ってます。水のほうが

生コンより軽いので、相当運べると思うんです

よ。そういうところと協定を結んで、山火事が

起きた際には消火の援助というか早めの消火活

動をする。

非常に森林の多い県でありますし、また時期

によってはかなり乾燥します。最近、雨が降り

、 、ましたけれども 栃木県足利市だったですかね

あれはまだ鎮火までは……（ いってない」と呼「

ぶ者あり）いってないでしょう。まだ燃えてい

る状況ということで、やっぱり燃えている山の

近くに住んでいる人たちは心配ですよね。

だからそういう協定も宮崎県には必要なのか

、 、 、な またそういう事例もありましたので 今後

そういうものをしっかり把握していただき進め

ていただけるといいのかなと思います。

すみません、若干補足○藪田危機管理統括監

させていただきますと、先ほどの局長の回答の

中で、自衛隊に対する派遣要請ということもあ
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りましたけれども、本県の防災ヘリあおぞらだ

、けでの単独消火では厳しい場合につきましては

、 、山林火災にとどまりませんけれども 九州各県

防災ヘリの運用の中で広域の応援協定を結んで

おりまして、災害等で自県だけで対応できない

場合にお互いに協力し合うという協定を結んで

おります。

これまでも山林火災において鹿児島県ですと

か熊本県辺りの防災ヘリも協力していただいて

一緒に消火活動を行ったといったような事例が

ございます。

鳥インフルエンザでも自衛隊の出○佐藤委員

動もありますし、そういう火災でも自衛隊の出

動があります。やはり大規模になったときは自

衛隊へという形にもなるんですが、先ほど言っ

たように、そういう地元を知り尽くした業者、

人間も地元にいます。ましてや、いつも言うよ

うに消防団のＯＢの人たちもたくさんいますの

で、やはり即戦力となる職種の方 生コン協─

同組合とかもありますからね そういうとこ─

ろとの連携を早めに。

そういう災害で協定を組んだと過去にも見た

ことがありますので、県内全域調べていただい

て、自衛隊に頼るだけでなく地元にあるものも

使うということが必要かなと思いますので、よ

ろしくお願いします。

申し訳ありません、先ほ○佐藤消防保安課長

ど御説明した県職員の44名の消防団員の件です

、 、けれども この算定根拠は国の調査の中で県が

各市町村より取りまとめた数で、県職員となっ

ている人数をカウントしております。消防協会

とは、常に連携を取りながら消防団の募集活動

をやっておりますけれども、一部誤解があると

いけませんので訂正します。これは国の調査に

基づいて県が調査した数で、県職員の数が44名

ということです。

よろしいですか。○野﨑委員長

それでは、以上で第３班の審査を終了いたし

ます。

暫時休憩いたします。

午後２時25分休憩

午後２時28分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

各課ごとの説明及び質疑が全て終了しました

ので、これから総括質疑を行います。

総務部全般について質疑はありませんか。

権限移譲のところですが、市○太田副委員長

町村課より説明がありましたけれども、身近な

地域でサービスをしたほうがいいという、これ

は地域住民にとっては大変いいことだと思うの

ですが、これも始まってもう10年近くなるんで

すかね。今度は市町村が受ける側として、こう

いう移譲ができるんですよとなったときに、こ

れを受ける雰囲気があるのかどうか。受ければ

予算も措置されてくると思うんですけれども、

その辺の現状といいますか、それはどんな感じ

でしょうかね。

平成12年に地方分権一括法○日髙市町村課長

でこういう制度が設けられまして、権限移譲が

ずっと続いているわけですが、やはりその間に

市町村のほうの人員体制ですとか、そういった

ところも厳しくなってくるということもござい

ますので、なかなか当初のように、どんどん移

譲が進むという状況にないのが現状でございま

す。

今は市町村が、それでも身近な住民サービス

を行うべきだと捉えるものについて、選択方式

でメニューを提示して、権限移譲を進めている

状況でございます。
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この歳出予算説明資料の105ペ○太田副委員長

ージの真ん中のところに、市町村権限移譲推進

、 、事業として 7,600万円ほど計上してありますが

これがいわゆる、現在県の権限を移譲した、今

後受ける市町村や、これまで受けてきたところ

への事務費といったものですかね。

この部分が、市町村が条例○日髙市町村課長

上で権限を移譲されたということで、行ってい

く事務事業に対する交付金という形での財源の

補填ということでございます。

こういう財源の補填があって○太田副委員長

も、今度は受ける側の人員体制が十分でないと

か、いろんな現実があって、全てを受けてはく

れないというようなところもあるわけですね。

今後、市町村、身近なところでサービス受ける

のが本当は一番いいわけで、その辺も環境整備

。 。が必要だということでしょうね 分かりました

この権限移譲は、市町村合併を推○山下委員

進するときに、相当強く言われたわけですけれ

ども、今、1,200事務ぐらい移譲しているという

ことですが、市や大きい町はこれがスムーズに

いっているんでしょうけれども、小さい町村と

はどれぐらいの差がついているものですか。こ

の事務移譲のできている、できていないという

差は。

ここに書いている1,200自体○日髙市町村課長

はその効率が変わったりしても、事務が廃止さ

れたりすることもありますんで、この数字だけ

で分かるものではないんですけれども、現状と

して、例えば、宮崎市であれば相当数の事務数

を受けておりますけれども、西米良村や五ヶ瀬

町といった小さな町は数からいえばその半分以

下となっていると思います。

もちろん、その市にしかない事務もございま

すので、なかなかそれを単純に比較できないん

ですけれども、その人員体制というものが一番

問題でございますので、そことの比較、考慮と

いいますか、それでもやっぱり住民サービスの

ためにやるというものを、市町村のほうが選択

してやることになっています。

私、こんな話を聞いたと思うんで○山下委員

、 、 、すけれども もし 西米良村でできないならば

西都市がその権限を代行するというような話も

あったと思うんです。そういうことも実際にあ

るんですか。

基本的には広域で連携して○日髙市町村課長

事務を行う場合ですとか、そういったことも可

能となっておりますが、今現在、この権限移譲

、における市町村連携は多分ないと思いますので

その辺は今後も進めないといけないと考えてお

ります。

であれば、その移譲ができない、○山下委員

その移譲を受けられない町村に関しては、まだ

県が代行しているということでよろしいんです

かね。

はい。県の出先機関なりが○日髙市町村課長

基本的に対応しています。

ほかにございませんか。よろし○野﨑委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願の審査に移りま○野﨑委員長

す。

請願第７号「 消費税率５％へ引下げを求める「

意見書」を国に提出することを求める請願」に

ついて、執行部からの説明はありますか。

私どもからの説明は特にござ○三井税務課長

いません。

それでは、委員からの質疑はあ○野﨑委員長

りませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「
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その他で何かありませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務部○野﨑委員長

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でございました。

暫時休憩いたします。

午後２時35分休憩

午後２時36分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、明日は○野﨑委員長

午前10時から総合政策部の審査を行うこととい

たします。

本日は以上で終了いたします。お疲れさまで

ございました。

午後２時36分散会
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委員会を再開いたします。○野﨑委員長

当委員会に付託されました議案等の概要説明

を求めます。

おはようございます。総○渡邊総合政策部長

合政策部でございます。本日も、どうかよろし

くお願いいたします。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す当部所管の議案等につきまして、その概要を

御説明させていただきます。

お手元にお配りしております委員会資料を御

覧いただきたいと思います。

委員会資料を１枚おめくりいただきまして、

左側の目次を御覧いただきたいと思います。

今回、総合政策部からお願いしております予

算議案は、大きな１番目にありますように、議

案第１号「令和３年度宮崎県一般会計予算」と

議案第２号「令和３年度宮崎県開発事業特別資

金特別会計予算」でございます。

右側の資料の１ページを御覧いただきたいと

思います。

総合政策部の令和３年度一般会計当初予算額

は、一般会計の表の一番下に計の欄がございま

すけれども、185億2,873万5,000円となっており

ます。令和２年度当初予算と比較しまして２

億7,772万円の増、率にいたしますと101.5％で

あります。

また、その下の表にありますように、宮崎県

開発事業特別資金特別会計予算につきまして

は、2,103万6,000円となっております。令和２

年度当初予算と比較しまして1,050万8,000円の

増、率にいたしますと199.8％であります。これ

は、この特別会計の主な財源であります九州電

力の株式配当金の増額が見込まれ、繰入金が増

額となったことによるものでございます。

続きまして、２ページをお開きいただきたい

。 。と思います 債務負担行為についてであります

この表にございますように、５件の事業につ

きまして追加をお願いするものであります。

右側の資料の３ページからは、令和３年度の

総合政策部の事業につきまして重点施策の４つ

の柱に沿って整理をした資料でございます。

詳細は、後ほど御覧いただきたいと思います

けれども、御覧のとおり３ページには、重点施

策の１番目に掲げておりますコロナの危機の克

服と新たな成長の基盤づくり、そして、次の４

ページでございますが、２番目として将来を支

える人材づくり、そして、その下に３の地域経

済を牽引する産業づくり、そして右側５ページ

に４番目といたしまして、魅力あふれる選ばれ

る地域づくりということで、それぞれ４本の柱

につながる事業を掲載しているところでありま

す。

この中でも、100年に一度と言われますコロナ

禍の中で、地方への新たな人の流れに対する取

り込みですとか、行政や県内産業におけるデジ

タル化の加速など、本県にとって成長が期待さ

れる分野につきまして、核となるような事業を

積極的に構築したところであります。

また、これらの分野に関しましては、県庁全

体に横串を刺すという観点から、総合政策部が

中心となりまして、各部局と連携を図りながら

事業の構築を進めたところであります。

主な事業につきましては、後ほど担当課長か

ら御説明をさせていただきます。

続きまして、７ページを御覧いただきたいと

思います。

令和３年度の総合政策部の組織改正案でござ

います。
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全体の内容は、昨日、総務部のほうから御説

明をさせていただいたところでございますが、

総合政策部では、御覧のとおり、新たに部長級

の政策調整監を設置し、総合政策課に広域連携

推進室を設置することとしております。

その背景でございますけれども、県民生活や

経済活動が県の枠を超えて拡大している中で、

新型コロナ対策をはじめ、激甚化する災害や人

口減少問題への対応など、行政課題がますます

複雑化・多様化しております。その解決のため

には、宮崎県だけの発想にとどまることなく、

より広域的な視点で物事を考え、全国知事会や

九州地方知事会などの広い枠組の中で対応を行

う必要が生じているところであります。

また、昨年11月に本県の知事が、全国知事会

の地方税財政常任委員会の委員長に就任したと

ころでありますが、各都道府県をリードしなが

ら自治体が抱える課題を的確に捉え、その課題

を解決するための地方税財政対策の充実・強化

策をしっかりと打ち出して、国に対してタイム

リーに提案していく必要がございます。これら

のことは、自主財源が乏しく財政基盤の弱い本

県にとりましても、極めて重要な取組でござい

ます。

このようなことを踏まえまして、広域的な連

携や調整を行う体制を強化するため、政策調整

監を新設し、併せて総合政策課に広域連携推進

室を設置するものでございます。

お手数ですが、目次にお戻りいただきたいと

思います。

大きな２番の特別議案でございます。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例 、議案第25号「公の施設に関」

する条例の一部を改正する条例 議案第27号 宮」、 「

崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改

正する条例 、議案第28号「宮崎県における事務」

」処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

の４件がございます。

以上が議案の概要でございますが、詳細は担

当課長から御説明をさせていただきますので、

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

その下の大きな３番、その他報告事項につい

てでございます。

、記載のとおり３件の報告事項がございますが

これらにつきましても、後ほど担当課長から御

説明をさせていただきます。

私からは以上であります。よろしくお願いい

たします。

。○野﨑委員長 部長の概要説明が終了しました

引き続き、３課から５課ごとに班分けして、説

明及び質疑を行い、最後に総括質疑の時間を設

けることとします。執行部の皆様の御協力をお

願いいたします。

なお、歳出予算の説明については、重点、新

規事業を中心に簡潔に行い、併せて決算におけ

る指摘要望事項に関わる対応状況についても説

明をお願いします。

、 、 、それでは これより総合政策課 秘書広報課

、 、統計調査課 総合交通課の審査を行いますので

順次、議案の説明をお願いいたします。なお委

員の質疑は、４課の説明が全て終了した後にお

願いいたします。

総合政策課でございま○渡久山総合政策課長

す。

それでは、当課の当初予算案につきまして御

説明申し上げます。

お手元の令和３年度歳出予算説明資料の11ペ

ージをお開きください。
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総合政策課の令和３年度当初予算は、左から

２列目にございますように、総額で８億3,309

万6,000円であります。

内訳は、一般会計が８億1,206万円、開発事業

特別資金特別会計が2,103万6,000円となってお

ります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

すので、ページをおめくりいただいて13ページ

にお移りください。

中ほどの（事項）連絡調整費1,191万5,000円

は、部の連絡調整や新たな政策立案のための政

策調整研究に要する経費でございます。

次に、総合企画調整費1,669万5,000円は、全

国知事会、九州知事会の負担金や国への提案要

望活動などに要する経費であります。

続きまして、14ページにお移りください。

中ほどの、県計画総合推進費8,564万2,000円

であります。主なものを説明欄の中から御説明

いたします。

６番目、県・市町村人口問題対策連携事

業5,548万円は、県と市町村が連携いたしまして

地域の課題を分析し、市町村が実情に応じて企

画した人口減少抑制の施策実施を支援する事業

でございまして、来年度は３年目となります。

これまでに、高千穂町でのＩＴ人材育成や椎葉

村での空き家利活用など、12市町村の事業を採

択しておりまして、来年度はこれらの継続事業

への支援を予定しております。

次の７番、デジタルマーケティング推進事

業1,042万1,000円でございます。民間企業にお

いて幅広く活用されておりますデータ活用の手

法を、行政機関においても導入するための事業

でございまして、来年度は３年目となります。

これまでに啓発のためのセミナーを実施すると

ともに、インバウンド誘致や県産品販売の分野

で、データを用いたマーケティング導入を支援

しておりまして、来年度も啓発と導入支援を組

み合わせた事業実施を考えております。

その下の （事項）エネルギー対策推進費555、

万9,000円であります。

次の、下の15ページにありますが、説明欄２

水素エネルギー利活用促進モデル事業は、来年

度は３年目の事業でございます。県内市町村や

関係団体、大学、エネルギー関係企業等と連携

して、水素の利活用を進め、普及啓発を図るた

めの事業でございます。

次に、16ページをお開きください。特別会計

でございます。

開発事業特別資金特別会計でございます。

中ほどの（事項）積立金1,159万7,000円につ

きましては、先ほど、部長からの説明にもござ

いましたように、九州電力株式配当金のうち、

運営費や繰出金に充当した後の残額について、

積立金に積み立てるものであります。

昨年度や今年度の実績に基づきまして、来年

度の株式配当金の増額を見込んでおりますこと

から、今年度の当初予算に比べて金額が増加し

ております。

その下の繰出金918万2,000円は、事業実施の

ために一般会計に繰り出すものです。先ほど御

説明いたしました当課の水素エネルギー利活用

促進モデル事業及び畜産振興課の畜産バイオマ

スエネルギー利活用支援事業の実施を予定して

おります。

当課からは以上でございます。

秘書広報課の当初予算に○児玉秘書広報課長

つきまして、御説明いたします。

歳出予算説明資料の17ページをお開きくださ
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い。

秘書広報課の令和３年度当初予算は、左から

２列目にありますとおり、５億3,287万3,000円

となっております。

それでは、当初予算の主な内容につきまして

御説明いたします。

19ページをお聞きください。

中ほどの（事項）秘書業務費3,734万1,000円

であります。これは、知事、副知事の活動経費

や秘書・栄典業務に要する経費であります。

次に （事項）広報活動費２億4,899万4,000円、

。 、 、であります これは 各種広報媒体を活用して

県政全般の広報活動を行うための経費でありま

す。

事業の内容について御説明いたします。

まず 説明欄の１ 印刷広報事業5,103万1,000、 、

円は、県の広報紙である「県広報みやざき」を

年６回作成し、市町村の自治会組織などを通じ

て県民の皆様に配布するものであります。

２の新聞広報事業6,893万2,000円は、新聞の

紙面を使って、毎月２回の「県政けいじばん」

や随時の広告を掲載し、広く県民の皆様に県政

に関する情報提供を行うものであります。

３のテレビ・ラジオ放送事業7,366万1,000円

、 、は テレビ２局とラジオ２局で県政番組を制作

放送するものであります。

４の県ホームページ情報発信事業1,2 9 0

万5,000円及び５の県ホームページ魅力発信充実

強化事業508万5,000円は、県のホームページ運

用に係るヘルプデスクの設置や、システムの保

守・管理を行い、利用者にとって分かりやすく

、 、使いやすいものとなるよう工夫しながら 適時

。的確で効果的な情報発信を行うものであります

この事業の中で、令和３年度は県政情報や本

県の魅力を効果的に発信するため、県ホームペ

ージを新たなものに更新するリニューアルを行

うこととしております。令和３年度予算で593

万5,000円、また、後年度にまたがる契約となる

ことから、後ほど御説明いたします債務負担行

為を併せてお願いいたしております。

県ホームページのアクセス数は、新型コロナ

ウイルス感染症の発生以降、大幅に増加し、情

報提供の手段としての重要性がますます高まっ

ております。前回の開発から５年以上が経過し

ており、その間にスマートフォンなどのモバイ

ル端末への対応や、危機事象をはじめ、県政情

報をより分かりやすく効果的に発信することが

求められていることなどから、県ホームページ

のリニューアルを実施するものであります。

６の広報活動事業2,501万2,000円は、取材や

番組ロケなどの各種広報活動、機材の整備等に

要する経費であります。

７の情報発信力強化事業36万8,000円は、市町

村や県の職員向けに広報に係るスキルアップの

ための研修を行うものであります。

８の新規事業、戦略的広報強化事業1,200万円

は、後ほど委員会資料にて御説明させていただ

きます。

20ページをお願いいたします。

（ ） 。事項 広聴活動費622万8,000円であります

これは、県民の皆様の御意見をお聞きし、県政

に反映させるために、知事とのふれあいフォー

ラムや電話やメール等による県民の声事業など

を実施するための経費であります。

令和２年度の当初予算と比べまして520万円余

の増となっておりますが、これは広聴支援員と

して配置している会計年度任用職員の人件費に

ついて、人事課予算となっていたものを、令和
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３年度より当課で計上したことによるものであ

ります。

次に （事項）県政相談費1,585万9,000円であ、

。 、 、ります これは 県庁本館１階の県民室のほか

各総合庁舎や西臼杵支庁に10か所設置しており

。ます県政相談室の運営のための経費であります

令和２年度の当初予算に比べまして400万円余の

減となっておりますが、これは、出先機関に配

置している県政相談員が県税事務嘱託員と兼務

となっており、その人件費について、担当課の

総務課と折半により支出していたものを、令和

３年度より総務課で一括計上したことによるも

のであります。

続きまして、常任委員会資料の８ページをお

願いいたします。

新規事業、戦略的広報強化事業であります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、新型コ

ロナウイルスなどの危機事象時において、的確

・効果的な広報を行い、県民の安全・安心を守

るとともに、地方回帰などの流れが進展すると

言われているポストコロナ時代を見据えた取組

を進めるため、民間事業者の知見を活用しなが

ら、戦略的広報の強化を図るものであります。

２の事業の概要を御覧ください。

予算額は1,200万円で、財源は全額国庫であり

ます。事業期間は令和３年度であります。

（４）の事業内容でありますが、①にありま

すとおり、戦略的な情報発信を目指して、広報

に関する専門的な知識・経験を有する外部の人

材をアドバイザーとして活用し、現在の広報の

取組について実践的な助言等をもらうこととし

ております。

また、②にありますとおり、職員研修や職員

間で共有できる実践的な広報マニュアルの策定

を行うとともに、③にありますとおり、県の情

報発信の仕方による県民への伝わり方、浸透度

等を検証・分析することとしております。

続きまして、同じく委員会資料の２ページを

お願いいたします。

債務負担行為の追加であります。

１番上の秘書広報課の欄でありますが、県ホ

、ームページ開発・運営経費の4,436万5,000円は

県ホームページのリニューアルに係る開発及び

運営を行う経費であります。

新たな県ホームページは、令和３年度に開発

を行い、令和８年度までの運用を予定している

ことから、この間の債務負担行為をお願いする

ものであります。

なお、先ほど御説明いたしました令和３年度

の予算額593万5,000円と合わせて、全体経費

は5,030万円となります。

秘書広報課は以上であります。

統計調査課の当初予算に○磯崎統計調査課長

つきまして、御説明をいたします。

歳出予算説明資料の予算説明資料の21ページ

をお願いいたします。

統計調査課の令和３年度当初予算額は、左か

ら２列目にありますとおり３億3,480万5,000円

となっております。

それでは、当初予算の主な内容につきまして

御説明をいたします。

23ページをお開きください。

中ほどの（目）委託統計費につきましては、

事項が９つございますが、全て国からの委託事

業でございます。このうち、主な調査について

御説明をいたします。

24ページをお開きください。

まず、下から２番目の（事項）経済センサス
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費7,973万5,000円でありますが、経済センサス

活動調査の実施に必要な経費であります。この

調査は、我が国全体の経済活動を産業横断的に

把握することなどを目的に５年ごとに実施して

おりまして、調査結果は、国や地方公共団体に

おける各種政策の立案や、民間企業における経

営計画等のための基礎資料として広く活用され

るものでございます。

25ページを御覧ください。

一番上の（事項）社会生活基本調査費1,017万

円でありますが、国民の生活時間の配分や余暇

時間における主な活動などを調査する社会生活

基本調査の実施に必要な経費であります。この

調査も５年ごとに実施をしておりまして、調査

結果は、主に男女共同参画やワーク・ライフ・

バランスに関する各種施策等の基礎資料として

活用されております。

次に、中ほどの（目）県統計費であります。

事項が６つありますが、これは県単独事業とし

て実施する統計の加工分析や、普及啓発活動の

実施に必要な経費であります。

このうち、一番下の（事項）県物資流通統計

調査費109万円は、物資流通統計調査のための経

費であります。こちらの調査も５年ごとに実施

をしておりまして、県内約900の製造事業所を抽

出いたしまして、商品の県内生産の状況ですと

か県外との取引の状況等を調査するものであり

ます。この調査結果は、宮崎県の産業相互間の

取引をまとめた産業連関表を作成するための基

礎資料として活用することとしております。

統計調査課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

総合交通課の当初予算に○大東総合交通課長

ついて御説明いたします。

歳出予算説明資料の27ページをお開きくださ

い。

総合交通課の令和３年度の当初予算は、左か

ら２列目にありますとおり、総額で15億3,396

万8,000円となっております。

それでは、当初予算の主な内容について御説

明いたします。

29ページをお開きください。

中ほどの （事項）広域交通ネットワーク推進、

費5,567万6,000円であります。

このうち、説明欄の４、広域物流網利用促進

事業1,245万3,000円は、トラック輸送などから

海上・鉄道輸送への転換を促進し、本県の広域

的な海上・鉄道物流網の利用促進・維持を図る

ものであります。

５の改善事業、長距離フェリー下り荷確保支

援事業と、６の同じく改善事業、長距離フェリ

ー旅客利用促進事業につきましては、後ほど常

任委員会資料で御説明いたします。

次に （事項）地域交通ネットワーク推進費４、

億6,538万6,000円であります。

このうち、説明欄１の（１）バス路線運行維

持対策事業２億2,465万円は、国と連携しながら

地域住民の生活に必要な地域間バス路線の維持

を図るため、運行費等の補助を行うものであり

ます。

（２）の改善事業、広域的移動手段確保支援

事業につきましては、後ほど常任委員会資料で

御説明いたします。

30ページをお開き下さい。

２、離島航路運航維持対策事業1,008万8,000

円は、県本土と島野浦島を結ぶ唯一の交通手段

であります離島航路を維持するため、国や地元

自治体と連携して、航路事業者に補助を行うも
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のであります。

３の地域鉄道活性化・利用促進支援事業1,155

万4,000円は、県内鉄道網の維持・存続を図るた

め、吉都線及び日南線における沿線環境整備や

観光列車を活用した利用促進の取組を支援する

ものであります。

４の持続可能な地域交通ネットワーク構築の

ための総合対策事業7,290万円は、地域間の幹線

的・広域的バス路線の維持と併せまして コミュ、

ニティーバスの運行情報の見える化の支援、オ

ンデマンド交通システムの導入支援といった地

域内での移動手段の確保対策を総合的に進める

ことで、安心して暮らせる持続可能な地域交通

ネットワークの再構築等を促進するものであり

ます。

５の公共交通事業者等特別利子補給事業3,963

万3,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、公共交通事業者等が極めて厳しい経営

環境にありますことから、事業継続のための金

融機関からの資金借入れに対して利子補給を実

施し、公共交通事業者等の資金繰りを支援する

ものであります。

次に （事項）航空交通ネットワーク推進費４、

億7,679万8,000円であります。

まず、説明欄１の改善事業、みやざきの空航

空ネットワーク維持・活性化事業7,616万5,000

円は、本県にとって欠くことのできない交通基

盤であります国内・国際の航空路線について、

関係機関と連携した利用促進や、航空会社への

要望活動などの維持・充実に係る取組を行うも

のであります。

２の改善事業、公共交通需要回復プロジェク

ト事業につきましては、後ほど常任委員会資料

で御説明いたします。

次に （事項）高千穂線鉄道施設整理基金事業、

費２億6,007万4,000円であります。これは、旧

高千穂線の不要施設の撤去が全て完了したこと

から、沿線自治体ヘ基金の清算を行うものであ

ります。

最後に （事項）運輸事業振興費１億8,574、

万2,000円であります。これは、県トラック協会

及び県バス協会が行う交通安全対策、利用者の

利便性を図るための事業、環境の保全に関する

事業等を支援するものであります。

続きまして、主な事業について御説明いたし

ます。

お手元の常任委員会資料の９ページをお開き

ください。

改善事業、長距離フェリー下り荷確保支援事

業であります。

まず、１の事業の目的・背景でございます。

令和４年に新船が就航いたします長距離フェリ

ー航路を、長期的かつ安定的に維持するため、

課題であります下り荷確保の取組を支援するも

のであります。

２の事業の概要でございます。予算額は2,100

万円、財源は一般財源であります。事業期間は

。令和３年度から令和４年度までとしております

事業内容ですけれども、下の絵にありますよう

に、下り荷を確保する上での課題ごとに効果的

な運賃の割引や、コンサルタントを活用した営

業力の強化、新たな物流ルート確立のための試

験輸送、ドライバーサービス向上など、新たに

会社が取り組む施策を支援することとしており

ます。

３の事業効果といたしましては、新たな物流

ルートの確立などによりまして、新船効果をよ

り大きなものとし、下り荷やトラック台数を確
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保することで、長距離フェリー航路の安定化を

図ることができるものと考えております。

10ページをお開きください。

改善事業、長距離フェリー旅客利用促進事業

であります。

１の事業の目的・背景でございます。長距離

フェリー旅客の利用増による航路の安定化と本

県観光の推進を図るため、令和４年の新船就航

に向けた情報発信活動等を支援するものであり

ます。

２の事業の概要でございます。予算額は1,586

万4,000円、財源は観光みやざき未来創造基

金1,000万円と一般財源586万4,000円としており

ます。事業期間は、令和３年度の単年度事業で

ございます。

４の事業内容ですけれども、下の図にありま

すように、令和４年春、秋、続けて新船が就航

いたします。これに向けまして、前年度から新

船の魅力についての計画的な情報発信や個人向

けの旅行商品造成など、旅客利用促進の取組を

支援するものであります。

３の事業効果といたしましては、新船就航に

向けた情報発信を支援することにより、船旅需

要を創出・回復することで、長距離フェリー航

路の安定化と本県観光の推進が図られるものと

考えております。

続きまして、11ページを御覧ください。

次に、改善事業、広域的移動手段確保支援事

業であります。

１の事業の目的・背景でございます。地域間

を結ぶ広域的な移動手段を確保するとともに、

地域の交通需要に応じた最適な運行形態等を構

築する取組を支援するものであります。

２の事業の概要でございます。予算額は１

億624万円、財源は一般財源、事業期間は令和３

年度から５年度までとしております。

（４）事業内容でございます。下の図を御覧

ください。縦軸を移動距離、横軸を乗車密度と

、 、して 右上の市町村間を結ぶ広域的なバスから

左下に行くにつれて、より小さな範囲で提供さ

れる交通サービスを段階的に示しております。

現在、一番右上の地域間幹線系統はバス事業

者が運行しておりますが、利用者の減少により

事業者が廃止した路線につきましては、その下

にあります広域的バス路線として市町村が引き

継いで運行している状況です。

しかし、その多くは大型バスによる定時定路

線での運行でありまして、需要に合致していな

いために運行欠損額が拡大し、減便や路線縮小

といった利便性の低下が懸念されているところ

です。このため、こうした路線における車両の

小型化や運行の効率化を支援し、新たな概念で

ある広域的コミュニティーバスに転換していこ

うというものであります。

３の事業効果といたしましては、需要規模に

応じた最適な広域的移動手段を提供し、併せて

先ほど御説明いたしました地域内での交通対策

事業も総合的に進めることで、持続可能で利便

性の高い地域交通ネットワークの構築が図られ

るものと考えております。

12ページをお聞きください。

改善事業、公共交通需要回復プロジェクト事

業であります。

１の事業の目的・背景でございます。新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響を受けておりま

す県内公共交通機関について、ＧｏＴｏトラベ

ル終了後の需要低下を抑えるため、令和２年８

月から実施している「みやざき、のってん！プ
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ロジェク卜」を継続して実施いたしまして、県

外旅行をする県民に対して運賃割引等を行うも

のであります。

事業の概要でございます。予算額は３億9,868

万6,000円、財源としましては、国の地方創生臨

時交付金を活用する予定としております。事業

期間は、令和３年度の単年度でございます。

事業内容でございますが、県外旅行をする県

民に対しまして、公共交通事業者等が行う運賃

割引、あるいはキャッシュバック等に対する支

援を行うこととしております。

事業効果といたしましては、県民の利用を促

進することによりまして、県外からの海外誘客

等と併せ、県内県外の双方向での人の流れが活

性化され、ＧｏＴｏトラベル終了後の公共交通

機関の持続的な需要回復が図られるものと考え

ております。

総合交通課の説明は以上でございます。

各課長の説明が終了しました。○野﨑委員長

議案について質疑はありませんか。

総合交通課の長距離フェリーにお○来住委員

ける下りの荷確保、それから同じく長距離フェ

リーの旅客の利用促進の事業、合わせて3,000万

円ぐらいです。

それで、ちょっと気になるんですけれども、

こういう事業というのは 新船造船が問題になっ、

た頃から予定されていたのかなと。県も予算を

出す形で関わって、新造船が造られるわけです

が、その段階で既にこういう援助する、支援す

る計画があったのかなと。

何を言いたいかというと、また数年後もそう

やって、次から次にそういう支援事業が組まれ

ていくのかなと思ったもんですから。

それから今後の見通しです。県が関わって新

造船を造船することにしたわけですが、当然そ

れは宮崎県の農産物を運んでいく唯一のという

か中心的な任務を果たしているというところか

ら、県も関わって新船が造船されたわけです。

そうすると第３セクターで造ったわけではない

んですけれども、かなり県が関わって造ったこ

とは間違いないわけですよね。

気になるのは今後もこうやって次から次に援

助していくのか、その見通しを一つは聞いてお

きたいなと。

こうした貨物に対する支○大東総合交通課長

援は広域物流網利用促進事業というのがござい

ますけれども、こちらの事業で従来から、陸送

からフェリー、あと鉄道輸送といったようにシ

フトした貨物について支援を行ってきたところ

であります。

旅客についても同様に、団体客のお客さんに

対して運賃の一部支援をしたりといったような

事業は従来から行っておりました。

ただ今回、この下りに特化した事業としてそ

れを切り分ける形で本年度から実施しておりま

す理由は、もちろん今回フェリーに対して県が

融資という形で支援をし、かつ、このフェリー

の経営に対してもしっかりと支援をしていくこ

とになっておりますので、まずはこの新船就航

に向けて、新船就航後の経営の安定化を図るた

めに、この下り荷に着目した事業であります。

あとは、この新船の就航時の旅客確保に向け

た事業といったものを本年度から来年度にかけ

て集中的に実施したいと考えています。

新船就航後につきましては、こういった特化

事業につきましては、経営が安定化しフェリー

がスムーズに就航した暁には 会社のほうでしっ、

かり取り組んでいただくことではないかと考え
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ております。

突然、こうやって新型コロナ感染○来住委員

症拡大に伴う経済的な後退が継続して起こり、

いろいろな産業や企業に対して国を含めて公的

な支援が行われるというのも、ある意味じゃ当

然だと思うんですけれども。

それで、もう一つお聞きしたいのは、例えば

下り荷の確保支援事業の内容としては４つある

んですけれども、例えば閑散期の運賃の割引等

に対して支援されるのですが、2,100万円の予算

の積算はどういうふうに理解すればいいんで

しょうか。

例えばフェリー会社が閑散期の割引を行うか

ら、例えば３割割引するうちの１割を県が補助

してあげようとか、具体的にどうなっているん

でしょうか。

この事業費の内訳といた○大東総合交通課長

しましては、運賃割引に相当する部分といたし

、 。まして 積算上は1,500万円を計上しております

次に、試験輸送につきましては260万円、あと

営業戦略の策定につきましては180万円、ドライ

バーインセンティブ対策といたしましては150万

。円といった積算をしているところでございます

その積算の考え方につきましては、これは運

賃割引については台数の２分の１を支援すると

、 、いう計算をしておりまして その他についても

基本２分の１を支援することにしております。

もちろん、この下り荷確保の取組としまして

、 、は 会社が行うものが全てではありませんので

これ以外にも会社は様々な取組を進めていくこ

とになりますけれども、その中のこういった部

分について県は支援するという事業にしている

ところでございます。

とにかく要望として上げておきた○来住委員

いと思うんですけれども、こういう事業で次か

ら次に援助してあげないと成り立たないんだっ

、 、 、たら 最初から 新造船を造る計画の段階から

改めてそういうことを見通した議論にならない

といけないのだろうなと思ったんです。

やっぱり会社側は大変だとは思うんです。大

変だとは思うんですけれども、やっぱりそこは

ちゃんと一定の線を引いておかないとまずいん

じゃないかなと思います。これは、もう別に答

弁は要りません。

総合交通課の（事項）高千穂線鉄○佐藤委員

道施設整備基金事業費の２億6,000万円につい

て、これを分配するということですけれども、

最終的にどのような形になるのか、その内容を

少し教えていただけますか。

２月補正でも御説明いた○大東総合交通課長

しましたように、全体で５億2,000万円余の剰余

金がございました。そのうちの50％につきまし

ては、減分ということで精算ということになり

ます。

残りの２億6,000万円につきまして、これを拠

出割合と有効施設の活用割合という２つの考え

方をもちまして精算するということで関係者間

で合意されたので、精算額といたしましては延

岡市が5,700万円余 正確に申し上げます─

と5,707万7,579円です。高千穂町が1億2,210

万1,807円、日之影町が8,089万4,361円で合計２

億6,007万3,747円となっております。

ありがとうございます。積み立て○佐藤委員

、 。た額が戻っていないところは 高千穂町ですか

延岡市は幾ら積立て、日之影は幾ら積立てだっ

たんですか。

延岡市は２億4,970万円余○大東総合交通課長

を積み立てております。それに対して5,700万円
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が返還されることになります。高千穂町につき

ましては、１億5,472万円余を積み立てておりま

す。日之影町は9,483万円余を積み立てておりま

す。

延岡市、日之影町は撤去するのに○佐藤委員

、幾ら使ったというのがあったかと思うんですが

それもよかったら教えてください。

延岡市につきましては３○大東総合交通課長

億753万円余を撤去工事の実績としております。

日之影町につきましては２億7,140万円余でござ

います。高千穂町については316万円余となって

おります。

。 、○佐藤委員 ありがとうございました 延岡市

日之影町は撤去した、高千穂町については有効

活用するために残したということで、積立額、

それから撤去した額が300万円と、合わせても積

立てにはいっていないということが分かりまし

たけれども、前から言っていますし、またお答

えもいただいておりますが、この10年間、しっ

かりした形で基金を積み立てながら協議会が存

続してきたと。今度、協議会が開かれて、覚書

等を交わすとお聞きしておりますけれども、そ

の中で、３市町の声をしっかり聞いていただい

て、次につながるような形をお願いしたいと思

います。

総合政策課にお尋ねしたいんです○井上委員

けれども、今度、新たに組織改正されて政策調

整監が配置され、そして広域連携推進室が設置

されるわけですけれども、総体の予算の中で年

間大体どのくらいの予算を見ているんですか。

当課の予算で先ほど説○渡久山総合政策課長

明しました歳出予算説明資料の13ページの中ほ

どより下に（事項）企画調整費がございます。

全国九州地方知事会の経費でございますが、こ

こが一つ大きな経費として、この広域調整のた

めに必要な経費となります。

そのほかにも、これは当課のいろいろな運営

経費がかかっていますこの一つ上の事項の連絡

調整費です。それから14ページの県総合計画推

進費の一部など、こういったところも活用しな

がらですけれども、メインは先ほど申しました

総合企画調整費の知事会に関する経費が中心に

なると考えております。

全国九州地方知事会議に使うとい○井上委員

うのは分かるんですけれども、割と予算幅を広

げて、使ったら使い放題みたいな、何でも使っ

てもいいということではないんでしょう。大体

の幅というか、それは決めていないの、広域連

携推進室というのは。

この広域連携の取組と○渡久山総合政策課長

いうのが、一つ大きなものとして全国知事会や

九州地方知事会を通じての様々な活動と想定し

ております。

それともう一つは、先ほどございましたよう

に 税財政常任委員会の委員長として責任を持っ、

て行動しなければならないので、それを支えて

いくという意味では、この全国九州地方知事会

の枠組の中で動くことが多く、そのために必要

な経費をここに積算しております。

新しくできます広域連携推進室につきまして

は、ここの経費を中心に活用していくというこ

とになります。

。○井上委員 この調整監は部長級と言ったよね

、そして室長がいて何人かの職員が仕事するのに

この1,400万円程度の予算で仕事をされるのかと

いうことを聞きたいだけ。

中心はこの1,400万円で○渡久山総合政策課長

すけれども、もちろん人件費は一番上にありま
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す職員の人件費の中からになりますし、それか

ら連絡調整費の中の連絡調整費あるいは政策調

整研究費で必要な場合には、ここを充てるケー

スも考えられますが、中心はこの1,400万円の幅

ということになります。

これは知事が東京に行かれる際に○井上委員

ついていくための旅費ぐらいのこと。

もちろん旅費も入って○渡久山総合政策課長

おりますが、そのほかに知事会や全国知事会、

九州地方知事会に参加する経費、あるいはそこ

での調査のための経費等がこの中に入っており

ます。

だから、その知事の補佐をするの○井上委員

は分かるんだけれど、議会でも質問が出たよう

に、何を補佐してどんなふうにしていくのか、

そしてこの予算で足りるのかどうかというのが

知りたいだけなんですけど。

知事が実際に全国知事○渡久山総合政策課長

会の常任委員長として上京される場合に事務局

として随行する場合ももちろんございますが、

そのほかにも、この事務局として単独で事前の

打合わせですとか、あるいは必要な調整のため

に上京したりするケースもございます そういっ。

た事務費等も含んで積算した額でございます。

分かりました。○井上委員

次にエネルギーのところを教えてほしいんで

すけれども、エネルギー対策推進費というのが

あって、これは農政水産部や環境森林部、企業

局もある意味エネルギーに関わっているわけだ

けれども、エネルギー対策推進費というこの考

え方、水素のことだけなの。県のエネルギー対

策について、ここでいろんな課と連携を取りな

がらやっているということでこの予算額が500万

円ですか。

今、エネルギーの対策○渡久山総合政策課長

につきましては、様々な部局が関わって進めて

おります。

委員からございましたように環境森林部のほ

うで、特に再生可能エネルギーについて進めて

おりますので、外から見たときにはそちらのほ

うが非常に目立った形となっておりますが、そ

のほかにも企業局ですとか農政水産部のバイオ

マス、それから商工観光労働部でのエネルギー

、 、関連と 総合政策課のほうでしておりますのは

こういう水素ですとか新しい分野のエネルギー

等についての事業を進めております。その分に

ついて、ここで500万円ほど計上させていただい

ております。

菅政権が政策でゼロ・カーボンを○井上委員

大きく取り上げ、環境対策にシフトしていらっ

しゃるというのは御存じだと思うんですけど、

これは大変重要な政策だと私は思っているわけ

です。

それを県としてどう考えていくのか この2050。

年ゼロ・カーボンに向かってどうしていくのか

というときに 総合政策部 それから各部で持っ、 、

ている分とも含めて今後どうしていくのか知り

たいんだけど。予算的にはみんなぶちぶち切っ

てあるので、それは非常にもったいないかなと

思って。

これは産業再編の関係でも物すごく大きな力

があるわけですよね。特に水素は今までと違っ

てきて、ある意味では狙い目のところがいっぱ

いあるわけですよね。エネルギーの総合的な推

進となっているので、どんなふうに連携を取り

。ながらやっていくのかがちょっと見えないので

今の議論は一般質問の○渡久山総合政策課長

中でも議論になった点でございます。



- 61 -

令和３年３月10日(水)

先ほどお答えしましたように、このエネルギ

ーの部門が、今、様々な部門に分かれていると

ころでございますが、これまではエネルギー

特に環境負荷や排出制限といった形で、産─

業活動を営む上での一つの制約要因として、そ

こをどう克服するかという視点が環境エネルギ

ー問題については今まで強かったように思いま

す。

ただおっしゃるように、菅政権はエネルギー

をこれからの産業の起爆剤の一つとして打ち出

すということで、環境問題、再生可能エネルギ

ーなどを、これからはコストではなく、産業を

成長させる一つの柱として打ち出してこられま

した。

そこに対応した形で県がこれをどう打ち出す

かということについては、今のこの当初予算の

段階で、組織的にも予算的にも、まだ十分な議

論がなされておりません。これからそこをしっ

かりと、特にエネルギー基本計画を持っていま

す環境森林部とも協議しながら、しっかりと話

をしていく必要があるかなと思っております。

今の答弁で結構なんですけど、今○井上委員

後ポストコロナを考えたときには、環境と生活

と命、この３つがキーワードになる可能性が非

常に高いと思っていますので、やっぱりこの辺

りは予算が少なくとも 総体したときに県が持っ、

ている予算の中で効果が出てくるように、ぜひ

力添えをお願いしておきたいと思って、意識し

てそういうふうにやっていただくといいのかな

と思いますので、よろしくお願いします。

、続けて総合政策課のところなんですけれども

オンデマンド交通とかを含めて、非常に努力し

ていらっしゃるというのは、総合政策部で力を

入れてくださっているというのはよく分かって

いるんですけれども、実際に生活にとって大変

必要な足がなくなっていくことについての市町

村との具体的なやり取りというか。

せっかく総合交通課でこれほどたくさんの予

算を組んでいるので、どうすれば効果が出てく

るのか、そこを。具体的にどこを狙っていらっ

しゃるのかなと、ちょっと私も乱暴な言い方か

もしれないんですけれど、バス会社にお金を渡

せばいいのか、それで本当にいいのかという思

いがあるんですけれども、そこはどうなんです

か。

、 、○大東総合交通課長 この地域の交通 しかも

この末端部分に係る交通手段をいかに確保する

かということにつきましては、ここ数年で非常

に大きな問題としてクローズアップされてきて

いると感じております。

免許返納の問題もそうですし、いわゆるバス

事業者がコロナの影響によって大変厳しい経営

状況になり その維持もこれから先は難しくなっ、

てきているというのもございます。

そういった背景も踏まえまして、今回、こう

いった事業を構築しておるわけですけれども、

具体的にどういったやり方でこの地域交通を確

保していくかということにつきましては、各地

、域に地域公共交通会議という会議がありまして

市民、県民の皆様の代表の方や交通事業者、市

町村も交えて、県も入って、どうあるべきかと

いう議論をした上で、こういったコミュニティ

ーバスを走らせようとか、こういう接続の改善

をしましょうといった議論を毎年行っていると

ころでございます。

その結果として、域内の交通がどれだけの需

要があるのか、需要が少ないところについては

見直しも行われているところでございます。
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ただ、市町村との議論というところでいきま

すと、やはり首長さんとかにお話を伺うと、そ

の域内については自分たちでしっかり取り組む

と。ただ、その域内から交通結節点までの広域

的なところについては県なりバス事業者でしっ

かりやってほしいという御要望があります。

そういったところも踏まえまして、今回のよ

うないわゆるバス事業者が運営できなくなった

ような路線について、いかに公の力といいます

か、公がいかに維持していくか、その維持する

中身も便数が減るとか、地域が狭くなってしま

うといったことがないように、今回のような効

率化を図ることによって、より利便性が高く、

なおかつ余りコストのかからない形に転換して

いくと。

ここについては、国においても公共交通活性

化法という法律がありますけれども、今年から

こちらのほうも大きく改正されまして、地域に

おける交通資源をあらゆる交通資源を動員して

計画をつくりなさいということになっておりま

す。コロナの影響等もありますので、この地域

交通をどう再編していくかという議論について

は、ちょっとスピードを上げて議論なり考え方

を整理していく必要があると考えております。

ありがとうございました。○井上委員

そして、もう一つ、私みたいなのに非常に魅

力的な公共交通需要回復プロジェクト事業。こ

の事業は非常に旅好き コロナのこともあり─

人を動かすという点で言えば、非常にあれにな

ると思うんですけれども、どんなふうに広報さ

れて私たちが使えるようになるのか、もう具体

的に決まっているんですか。

、○大東総合交通課長 この事業につきましては

本年度の補正予算で予算化させていただき取り

組んでいる事業でございます。

しかしながら新型コロナの第３波の影響によ

りまして、実際にこの事業をフルで使えた期間

が２週間足らずしかございませんでしたので、

広報は十分に行いつつも、しかしなかなか募集

ができないという状況でございました。

この感染状況が落ち着き次第、またしっかり

と各事業者において広報もいたしますし、私ど

もも広報いたしますけれども、しっかりと隙間

がないようにと言いますか、時を逃さないよう

に事業の展開をしていきたいと思います。

ぜひ情報をしっかり出していただ○井上委員

きたいというか、使い勝手のいいものにしてい

ただきたい。ＧｏＴｏトラベルも本当はコロナ

がなければ皆さん喜んで利用したと思うんです

けれども、結果として、あれは使えなくなりま

した。これはＧｏＴｏトラベル終了後の私たち

の一つの呼び水になる、大きな力になっていく

と思うので。

今から少しずつ皆さんの心も変わってくると

思うので、人を動かしていける力になるんじゃ

ないかなと思っているので、ぜひこれは丁寧に

対策していただきたいと思います。

委員会資料の７ページの政策調整○坂口委員

監について、もうちょっと詳しく聞きたいんで

すけれども、これは具体的に一番ここの要とな

るのは全国知事会での常任委員長に関わる仕事

かなと思うんです。ここの体制ですけれども東

京事務所が現場での仕事といいますか、総務省

との調整なり知事会との調整なりで東京事務所

自体の業務がかなり増えてくるんじゃないかっ

て気がするんです。あそこが忙しくならない生

半可な仕事じゃないと思うんです。

宮崎の立場をしっかり把握しながら、全国知
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事会の意見としてまとめていって、その実現に

向けて国なりと折衝していくのかな。

特にその中で、今回、コロナによって新しい

時代というのが始まるのであれば、大きいポイ

ントとして税制ですよね。これに係る相当なも

、のを地方の立場から求めていかないといかんし

その中で東京都との競争というもので、いかに

財源の厳しい県の立場をそこに反映させていっ

て、結果的にどこに住んでいようと同じような

条件の中で生きられる基盤整備に向けての財源

を確保できるような、そういう税制あるいは再

。配分の在り方というのを構築していかんのです

これは調整監が宮崎を本拠地にしてやってい

くだけでは限界があるんじゃないかなと思うん

です。実働部隊が、東京でかなりやっていかん

といかん気がするんですが、東京事務所の体制

は、今回余り変わるところはないんですか。

結論から申し上げます○渡久山総合政策課長

と、東京事務所の体制は大きく変更といいます

か、増員を図ったり、組織的に大幅に拡充した

、 。りということは 今のところ考えておりません

ただ今年度 知事が任命されてから おっしゃ、 、

るように東京での各省庁あるいは政府中枢との

様々な調整、日程調整だけでもかなり手間がか

かっております。

そういったところで、さらに政策提案という

ことになりますと、中身を理解した上で東京事

務所がハブになって調整をしていくということ

が重要になろうかと思いますので、当面はこの

３人の新しい体制の中で東京事務所を利用しな

がら進めていくことになろうかと思います。し

かし、状況によってはまた考えないといけない

局面も出てくるかもしれません。

今のところ富山県の例を見ますと、東京事務

所に特段の体制を敷いてたということではあり

ませんでしたので、今のスタート時点では、宮

崎側をしっかり拡充するという富山県の体制を

見習いながら対応していきたいと考えておりま

す。

富山県というと東京都の距離も日○坂口委員

帰りでかなりなことができるというのと、これ

はちょっと言い方を間違うと失礼だけれども、

全国知事会へ向けての影響力や調整能力といっ

たものを考えたときに、これは各都道府県の利

害のある中で意見を一本化していくという、い

わば根回し９割の仕事と思うんです。

９割以上は根回しが必要で、そこで物事をこ

さえておいて、調整が終わったものを持って、

今度は国との調整という難関がその次にある。

、 、そうなると 僕はこの宮崎と東京の距離の中で

東京事務所に期すべきところはかなり大きいよ

うな気がするんです。そして、これは練習期間

とか見習い期間というのがあるような、そんな

生半可な責任じゃないですもんね。

だからそこらを考えたとき、東京事務所の体

制というものが これは東京向けの仕事です─

から、全国向けの仕事ですから、じゃあ、その

出先が、兵隊がいないってなったときに、果た

して効果が期待できるのかというと、僕は心も

とないような気がするんです。

これはここで議論して結論が出るようなこと

、 、じゃないけれども ぜひ今後の検討課題として

先進県にならって踏襲していくことで同じ結果

を出せればいいんですが、僕はちょっと心もと

なさを感じているもんですから、ぜひ万全を期

して。

それで全都道府県の責任がのしかかってきて

いますから。何度も言いますように、利害を調
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整していくというのは、なかなかなことです。

宮崎がもうければ東京が損をするという、具体

的には それを全国の意見として異議なしでもっ。

ていかなきゃいけない作業ですよね。だから、

そこはぜひ今後の検討課題として、頭に置いて

おいてほしいなと。

私、前職が東京事務所長○渡邊総合政策部長

でございましたので、ちょっとお話をさせてい

ただきたいと思います。

東京事務所におりましたときに、毎月１回、

各ブロックの東京事務所長、そして全国知事会

の会長さんや各部長さん、幹部の方々との意見

交換会を毎月やっております。

併せまして、持ち回りではあったんですけれ

ども、私はその半年間、全国の東京事務所長の

所長会をやっておりました。ちょうど東京都道

府県会館の在り方についての大きな議題もあっ

たときの所長をしておりましたものですから、

そうなったときには、直接全国知事会の会長さ

んといろいろな……いずれにいたしましても、

その東京事務所の所長、総括次長、行政課長の

３人が、特に国の関係とか国会議員事務所との

関係とか、いろいろな役どころをしておりまし

たので、今回、本庁においてはこの政策調整監

を中心に庁内の調整等をしつつ、おっしゃった

とおり富山と宮崎と、東京に関する位置関係、

時間距離がございますので、その辺りは今まで

以上に東京事務所の関与というものをしっかり

。やっていかなければいけないと思っております

、 、その辺りのところは 私のほうからも総務部

そして東京事務所の現所長等に対しても、しっ

かりとそういう意識をさらに持ってほしいとい

うことを申し伝えたいと思います。

全く分からずに予想というか推測○坂口委員

で言っているんですけれども、例えばこの役に

ついてた富山県知事の東京滞在時間が年間どれ

ぐらいあったのかなと。それだけの時間、それ

以上のものを東京で河野知事が確保しようとし

たときに、果たして移動あるいは地元での業務

を考えたときに、本当に成立できるかなという

のが、具体的に考えていくとちょっと心配なん

です。

、やはり江戸家老というものをちゃんと置いて

安心して江戸でも仕事をしていただくと。地元

は２人の副知事体制を取っているから、かなり

のことは地元のほうで整理できるでしょうけれ

ども、それにしても移動がかなり厳しいという

ことで、ちょっとこれは希有かも分からんけれ

ども、一度、真剣に分析していただきたいなと

いうのがあります。

次に公共交通需要回復プロジェクトに関して

ですけれども、これは財源が地方創生臨時交付

金と言われたので、取りあえず、今回一発勝負

ということになりますよね。

そこを考えたときに、一発勝負で成果を出せ

るのかなというのが一つあるんですけれども、

ここらの見通しと、それとこれが万が一、引き

続き必要となったときは、通常の一般財源でこ

れをやろうとすることになるのか。

本年度のこの事業回復プ○大東総合交通課長

ロジェクトにつきましても、この交付金を財源

としておりまして、来年度につきましても、こ

のＧｏＴｏの後の対応につきましても、やはり

同様に交付金対応としております。

この２か年度にわたる事業によって、当然感

染状況にもよりますけれども、最大限の需要回

復を図っていきたいと考えております。

ただ、一般的に言えば、その交通需要、移動



- 65 -

令和３年３月10日(水)

需要というのが従前までに回復しないかもしれ

ないとも言われております。そうしたときに、

その回復の度合いといったものを見ながら、ま

た改めて何らかのことは検討していかなければ

ならないとは考えております。

これはあくまでもカンフル剤みた○坂口委員

いなものかなと思うんです。一時的にこの事業

を打っているときは、それに乗っかってみよう

と。それがなくなればまた落ち着いてしまう。

落ち着いた後の、今度はこういったものに対し

、ての需要なり利用というのがどうなっていくか

ちょっと見通しが難しいかなと。人の価値観と

いうものが変わったり、生き方が変わったりと

いうのが一つあるもので。

その中で、先ほどのカーフェリーみたいに荷

物を集めてあげるよといったものは、国の考え

方に基づいていれば交付金なり何らかの財源を

確保しながらやっていける。荷物についてはで

す。ただ、人間を運ぶということになると、特

に公共交通機関のバスやタクシーは貨物に対し

てのいろんな事業というものは使えない。

すると、過疎化がだんだん進む中で、じゃあ

特別に国がそういったところに何らかの手立て

を確保しようとしてくれるかとなると そうじゃ、

なくって、一定のルールで配分されたお金をそ

の自治体が考えて、それに対してどれだけの価

値を見出して、どういった支援で、それをどの

規模で残そうかということで、考え方によって

。はかなり厳しいところに行き着くと思うんです

その中で、いつもこういった構造的な問題を

乗り切るには業界再編というものがありました

よね、資本の増強とか。そういったのが本県に

は入ってきていないと思うんです。どうやって

生き残らせるかについても、もうそろそろ考え

ていかなければいけないんじゃないか。

すると、さっき言われたいわゆる交通機関な

り物流に関しての活性化法だといったものが

あったとき、やっぱりあらゆる資源を一回テー

ブルに並べて、今後、この業界というものはど

うやって自分を残していけるか、今後とも役割

を果たしていけるか 会社を合併させてとか─

じゃないんですよ。でもそこらに対しての協議

を始めていくためのテーブルづくりぐらいやっ

ておかないと、この対処療法の繰り返しで害を

小さくしていくかで、いつかはゼロになっちゃ

うよというような、すごく消極的な対策でしか

ないような気がするんです。

業界からもかなり反発とか、自分らの言い分

もあるかもしれないし、歓迎の声もあるかもし

れないけれども、どの業界でも、他の業界がこ

ういったときどう乗り切るかというと、再編を

繰り返してこられているんです。企業同士の合

併もあっているし。

そこもちょっと頭の中に入れて、それに向け

ての検討なり研究なりもやっていかないといけ

。 。ない 対処療法ばっかりのような気がしてです

先ほど申し上げました公○大東総合交通課長

共交通活性化法の改正がございまして、そこで

はいわゆる公共交通計画なるものについては、

今まで各自治体は任意でつくりなさいというこ

とでありましたけれども、今回は必ずつくりな

さいという形に変わっております。県において

も広域的な視点から その計画にちゃんとコミッ、

トしなさいという形になっております。

今回のコロナ禍によりまして、そういった需

要が著しく低下して、さらには戻らないかもし

れないといったような状況にありますので、ど

うしてもサービスの提供の在り方、あるいは規
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模といったものについて、再編作業が今後出て

くるのではないかと考えております。

したがいまして、地域交通もそうですし、あ

とは、より広範囲なサービスの提供の在り方に

つきましても誰がどこまでやるのか、あるいは

どういった規模でやるのかといったことを、先

ほども申し上げましたけれども、スピードを上

げて検討を始めていきたいと考えたところでご

ざいます。

これは、もう全く私自身の感覚と○坂口委員

か考え方だったんですけれども、例えばこのカ

ーフェリーです。新造船を造って、しっかりし

た資本を構築していって、健全な形で運行して

いこうと。その一つにはフェリー業界、船舶業

界のものすごい吸収合併というような流れの中

において、県外資本に宮崎のフェリーを持って

いかれたら、将来は宮崎の物流なんて本当に３

番手、４番手になってしまうということを考え

ての積極的な、これは新会社の立ち上げ、新船

造船というところだったんです。

自分の個人的な思いとして、県内に本社を残

し、県内資本で運行する会社が今後の物流の流

れを見ると絶対に必要だと、吸収合併させちゃ

いかんというのが、一つあったんです。

今度は公共交通機関で人だけしか運ばないと

いうのは、昔からの宮崎資本というのがどうな

るんだろうというのは、常につきまとっていた

んです。だけれども、この県内資本の中で宮崎

の公共交通機関の人の動きというのはちゃんと

維持していくんだという考え方に立つのか、流

れによって強いところに乗っけてもらうという

ことにするのかという大きい分岐点を含めて、

将来の方向を一応見据えながら、それは業界に

対してのどうあるべきかというのは、そろそろ

動きというか検討に入っていくことが必要じゃ

ないかなと。

心配しているのは、宮崎の資本が宮崎の公共

交通機関を握ってくれていることはすごくいい

ことだと思うんですけれども、それを持続して

いってくれるかとなると、今度は九州全体なり

日本全国で考えなきゃいけない会社の立場とい

うのが出てくると思うんです。

だから、それを今回の活性化法がどの程度で

乗っけられるのかは分からんけれども、少なく

とも地域資源を全て見直す、そして将来に対し

ての方向性と健全な方針を出していきなさいと

いうことの法律であれば、この法の下で、何か

そういったものができるんじゃないかなという

気がするんですけれども。

このコロナによって交通○大東総合交通課長

事業者も非常に大手から、大変厳しい経営状況

になっておりますので、今後の行方はちょっと

読めないところはありますけれども、恐らくは

そういう業界全体の再編でありますとか、あと

は県内の交通事業者につきましても、何らかの

再編といったことがある可能性もあります。

そこら辺をしっかり見極めながら、担い手を

、しっかり確保することも大事でございますので

そういった利用促進とか、どの程度までサービ

スを提供するかという、先ほど申し上げました

規模の話もありますけれども、誰がどう担って

いくのかといったようなところも含めて、しっ

かりと議論を進めてまいりたいと考えておりま

す。

今の公共交通需要回復プロ○太田副委員長

ジェクトの関係で状況を報告しておきたいと思

いますが、私も議員になってずっと鉄道を20年

間近く利用してきたんですが、宮崎市と延岡市
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の往復は、私が60歳になったらマイウェイカー

ドというのがありまして3,300円です。だから、

「ああ、いいな」と思って、議員の皆さんも60

歳になった人は鉄道のほうがいいですよって、

延岡市から来る人には進めていたんです。

私は鉄道のために営業活動をしとったような

気がするんですけれども、それが突然なくなっ

ちゃったんです。延岡と宮崎の往復が4,700円に

今はなっています、往復割引でもです。

やっぱり高齢化社会を迎えてくると、60歳以

上の人が高速道の運転から鉄道にシフトしても

らうためには、年齢での多少の割引のサービス

をしたほうがいいんじゃないかなと思います。

私もこの前、県議会でも発言しましたけれど

もも、５年ぐらい前にこれまでの鉄道料金を足

してみたら700万円ぐらい投入していたんです。

だから、もう現在は1,000万円を超えていると思

います。そのくらい鉄道に投入してきたんだか

らという思いで。

それと、バスのほうも今は走っていませんけ

れども1,000円だったんです。だからバスにも

乗ってあげないといかんなと思って鉄道とバス

を乗り分けて利用していたら、県庁前の停留所

がなくなり、橘通り辺りの遠いところになった

んです。それでも乗っていましたけれども、そ

ういう乗りたくなるような政策をぜひこの鉄道

関係でも、年齢でもう少し色濃くサービスする

といいんじゃないかな。

高速道路よりは安いんです。だから、そうい

うシフトすることも、会社側との交渉の中でそ

ういうのも入れてもらうと、私は営業活動をど

んどんしてあげたいなと思いますので、頑張っ

ていただきたいと思います。

よろしいですか。ほかにござい○野﨑委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で第１班の審査○野﨑委員長

を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時22分休憩

午前11時24分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

次に、第２班として、中山間・地域政策課、

産業政策課、生活・協働・男女参画課の審査を

行いますので、順次議案の説明をお願いいたし

ます。

それでは、中山○川端中山間・地域政策課長

間・地織政策課の当初予算について御説明いた

します。

歳出予算説明資料の31ページをお開きくださ

い。

当課の令和３年度当初予算額は、７億8,205

万8,000円であります。

33ページを御覧ください。

ページの中ほどの（事項）中山間地域活力再

生支援費8,031万円であります。その主な内訳で

すが、説明欄１の改善事業、中山間地域経済循

環促進事業1,260万1,000円につきましては、県

の産業振興機構内に設置した中山間地域産業振

興センターにおいて、コーディネーターによる

巡回相談に引き続き取り組みますほか、特定地

域づくり事業協同組合の設立に取り組む市町村

に対しまして支援するなど、中山間地域におけ

る産業振興を図るものであります。

説明欄７の新規事業、中山間地域人財育成環

境整備モデル事業につきましては、後ほど、委

員会資料で御説明いたします。
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次に 一番下の 事項 地域活性化促進費9,808、 （ ）

万7,000円であります。

ページをめくっていただきまして、34ページ

でございます。

説明欄５の改善事業、広域連携強化地域づく

り推進事業857万7,000円でありますが、市町村

域を超えた広域連携を強化するため、市町村と

県の関係部局の担当者及び外部専門家でのワー

キンググループによる研究会を開催し、地域資

源を生かした新たな広域プロジェクトの検討を

図るほか、県内の地域資源ブランドにおいて、

認知度向上のための情報発信に引き続き取り組

む経費であります。

次に （事項）移住・定住促進費２億9,540、

万3,000円であります。これは、本県への移住等

の促進に要する経費であります。このうち、説

明欄３のわくわくひなた暮らし実現応援事業１

億2,006万9,000円につきましては、昨年度から

、 、実施している 市町村を通じて一定の要件の下

移住者に移住支援金を支給する経費であります

が、来年度より国の制度の対象拡大に伴いまし

て、リモートワーカーやプロフェッショナル人

材または県外の大学等を卒業後に県外に就職さ

れてからＵＩＪターンされる方を対象化するこ

ととしております。

説明欄５の新規事業、移住者受入環境整備・

情報発信強化事業及び説明欄６の新規事業、地

」 、方回帰関係人口創出・拡大事業 つきましては

後ほど委員会資料で御説明いたします。

次に、一番下の（事項）エネルギー対策推進

費１億7,509万2,000円でありますが、これは、

水力発電施設等の所在する市町村に対し、地域

活性化事業等へ国の交付金を交付するものであ

ります。

次に35ページを御覧ください。

土地利用対策費3,229万1,000円であります。

このうち、説明欄３の地価調査費は、国土利用

計画法に基づき県内全市町村において行います

基準地の標準価格の調査及び結果の公表に関す

る経費でございます。

続きまして、当課の主な事業について御説明

いたします。

お手元の常任委員会資料の13ページをお開き

ください。

中山間地域人材育成環境整備モデル事業であ

ります。

１の事業の目的・背景ですが、中山間地域で

は、都市部から遠く、研修の機会が限られてお

ります。こうした中山間地域での人材の確保・

育成を図るため、看護師をモデルに、中山間地

域と都市部の間で、相互人材交流による研修環

境の整備を支援するものです。

２の事業の概要でありますが、予算額は349

万9,000円、財源は地域医療介護総合確保基金を

活用することとしておりまして、事業期間は、

令和３年度から４年度までです。

事業内容でありますが、①相互人材交流モデ

ル事業では、相互人材交流による研修の企画・

調整を行い、②相互人材交流促進事業にて、中

山間地域の公立医療機関が宮崎大学病院等の都

市部の医療機関に対し職員の派遣研修を委託す

る際の経費及び交流人材の受入れに係る経費を

支援するものであります。

３の事業効果としましては、研修機会の充実

により、中山間地域で働く方の意欲や資質の向

上が図られると考えております。

続きまして、14ページをお開きください。

移住者受入環境整備・情報発信強化事業であ
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ります。

１の事業の目的・背景としましては、新型コ

ロナウイルスの感染拡大に伴いまして、地方回

帰への関心が高まる中、特に中山間地域では、

移住者を受け入れるための空き家が不足してお

りまして、移住希望者が空き家待ちをしている

現状がございます。

そのため、空き家等を活用して移住希望者の

受入環境を整えるとともに、例えば「リモート

」 、ワークをしながらサーフィンを楽しむ ような

本県らしい「新しい暮らし方」をパッケージ化

して情報発信を行うことにより、本県への移住

を促進するものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は6,685

万3,000円で、財源は人口減少対策基金を活用す

ることとしております。事業期間は、令和３年

度から４年度までであります。

事業内容でありますが、１は、移住者向けの

空き家等利活用促進ということで、市町村が実

施する個人の空き家改修に対する補助や空き家

等対策計画の策定、市町村がサブリースする空

き家や遊休施設の改修に係る費用を支援するも

のでございます。

、 、②は 本県の魅力を分かりやすく伝えるため

サーフィン以外にも、例えば「リモートワーク

をしながら農業を楽しむ」など、そういった暮

らし方のパッケージ化を行いまして、移住専門

誌等で移住希望者に向けて強力に発信するもの

であります。

３の事業効果としましては、移住希望者の受

入れ環境を整備し、本県の魅力を発信すること

により、本県への移住に関心が高まり、移住促

進につながるものと考えております。

次に、15ページを御覧ください。

。地方回帰関係人口創出・拡大事業であります

１の事業の目的・背景ですが、将来的に移住

につながる関係人口の創出・拡大を図るため、

本県ならではの暮らしの魅力の発信を行うもの

であります。

２の事業の概要でありますが、予算額は1,370

万7,000円、財源は国の新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用することとし

ており、事業期間は令和３年度の単年でありま

す。

事業内容でありますが、①のお試し移住リモ

ートワーク事業では、本県への移住を検討して

いらっしゃる方に、一定期間本県に滞在して、

リモートワークをしながら本県の魅力を体感し

てもらい、その感想や魅力等に関するレポート

を情報発信等に活用するものであります。

②の宮崎ファン創出・拡大事業では、本県が

強みを持つ分野、例えば都内の人工の波による

サーフィン施設での本県のイベント開催ですと

か、ボルダリングのイベントへの出展など、本

県の魅力を発信するものであります。

３の事業効果としましては、本県ならではの

暮らしの体験や魅力の発信を行うことにより、

関係人口を創出・拡大できるほか、将来的な移

住につなげることができるものと考えておりま

す。

中山間・地域政策課の当初予算につきまして

は、以上であります。

産業政策課の当初予算に○甲斐産業政策課長

ついて御説明いたします。

お手元の令和３年度歳出予算説明資料の37ペ

ージを御覧ください。

産業政策課の令和３年度当初予算は、10

億2,935万3,000円をお願いしております。
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主な内容について御説明いたします。

39ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）産業政策総合推進費

５億3,257万4,000円であります。

その主な内訳ですが、説明欄５の新規事業、

「ひなたの芽吹き」ビジネスシーズ発掘支援事

業につきましては、後ほど常任委員会資料で御

説明いたします。

説明欄６のポストコロナを切り開く新たなフ

ードビジネス支援事業４億1,500万円につきまし

ては、ポストコロナ社会に対応するためのデジ

タル技術や設備機器等を導入する食品製造事業

者への支援を通して、フードビジネス産業全体

の生産性向上を図るものであります。

説明欄７の新規事業、地域の産業資源を活用

した新たな雇用の場創出事業につきましては、

後ほど常任委員会資料で御説明いたします。

続きまして、その下の（事項）みやざき地域

活性化雇用創造プロジェクト推進費２億5,444

万4,000円であります。これは、若者の県外流出

の抑制等に向け、産学金労官が連携し、県内企

業への就職促進や魅力ある職場づくり、産業人

材への育成等に取り組むことにより、県内企業

への就業拡大を図るものであります。

次に、40ページをお開きください。

一番上にあります（事項）宮崎地方創生若者

定着促進費9,243万1,000円であります。

説明欄１の大学を中心とした産業人材育成拠

点構築事業4,000万円につきましては、大学を中

心とした産業人材育成確保の拠点を産学官連携

で構築し、大学が有する知的資源や幅広いネッ

トワークを活用した事業等を実施することによ

り、地域で活躍する人材の育成や確保を図るも

のであります。

説明欄２の宮崎産業人材確保支援基金事

業2,402万円につきましては、本県の将来を担う

産業人材の確保・定着を図るために、県内に就

職した若者に対して県内企業等とともに就学金

の返還支援等を行うものであります。

次に、その下の（事項）産業デジタル化推進

費7,700万円であります。

説明欄１の新規事業、プラスデジタル推進事

業につきましては、後ほど常任委員会資料で御

説明いたします。

当課の主な事業につきましては、委員会資料

で御説明いたします。

委員会資料の16ページをお開きください。

新規事業 「ひなたの芽吹き」ビジネスシーズ、

発掘支援事業でございます。

まず、１、事業の目的・背景ですが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、県内経済が

大きな打撃を受けている中、企業や団体等がナ

ンバーワンやオンリーワンを目指して取り組む

プロジェクトを募集し、新たなビジネスの種と

なり得るプロジェクトに対して支援を行うもの

です。

２、事業の概要を御覧ください。

１、予算額は1,500万円で、２、財源は新型コ

ロナ宮崎復興応援寄附金としており、３、事業

。期間は令和３年度のみの単年の事業であります

４の事業内容ですが、①のプロジェクト支援

補助金事業は県内企業団体等が新たな視点で取

り組む優れたプロジェクトに対し支援を行うも

のであります。

また、②のビジネスシーズ・プロジェクト支

援事業では、例えばそのプロジェクトの広報や

資金調達に関する相談など、それぞれの段階に

応じた伴走支援を実施するものであります。



- 71 -

令和３年３月10日(水)

３、事業効果としましては、県内企業や団体

等が取り組む新しいプロジェクトへの支援を通

じ ビジネスシーズの発掘や企業間イノベーショ、

ンの創出が図られることで、県内経済の活性化

につながるものと考えております。

次に、17ページをお開きください。

新規事業、地域の産業資源を活用した新たな

雇用の場創出事業でございます。

まず、１の事業の目的・背景ですが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けた産業の再生

を図るため、業種転換や多角化等により離職者

等を受け入れる雇用の場の創出や雇用の維持に

つながる取組を行う団体事業者を支援するもの

であります。

２の事業の概要を御覧ください。

１、予算額は2,724万4,000円であり、２、財

源は国庫としており、３、事業期間は令和３年

。度から令和５年度までの３か年事業であります

４の事業内容ですが、①にてプロジェクトを

推進する体制の整備を行い、②において地域の

資源や産業を生かし雇用機会の確保を図る事業

者等に対し、専門家の招聘や従業員研修等の活

動を支援するものであります。

３の事業効果といたしましては、新たな雇用

創出を目指す事業者への活動支援により、地域

産業の再生を推進することができるものと考え

ております。

次に、18ページをお開きください。

新規事業、プラスデジタル推進事業でござい

ます。

まず、１の事業の目的・背景ですが、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大により、大きく変化

している社会経済を取り巻く環境に的確に対応

し、本県産業の持続的な成長を図るため、新た

な分野におけるデジタル化の取組支援や、継続

的なイノベーションの推進に必要となる産業人

材や企業の育成に取り組むものであります。

２の事業の概要を御覧ください。

１の予算額は7,700万円であり、２の財源は新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金としております。

３の事業期間は令和３年度のみの単年度事業

であります。

４の事業内容ですが、①は産業分野における

デジタル技術の実装に向けて、アドバイザーに

よる研修会の開催や個別相談体制を構築すると

ともに、先端ＩＣＴを実装する先駆的モデルと

なるプロジェクトを支援するものであります。

②は、県内の中高生を対象にしたＩＴプログ

ラミング部の創設や、デジタルを活用したビジ

ネスチャレンジを支援するものであります。

③は、県内の企業と県内外のＩＣＴ企業等と

の共同による新たなビジネスモデルの創出を支

援するほか、ビジネスアイデアの共有や起業家

。ネットワークの構築を支援するものであります

３の事業効果としましては、新事業やイノベ

ーション創出の基盤が構築され、本県産業の持

続的な成長が図られるものと考えております。

説明は以上であります。

生活・協働○山崎生活・協働・男女参画課長

・男女参画課の当初予算について御説明いたし

ます。

歳出予算説明資料の41ページをお願いいたし

ます。

当課の令和３年度当初予算額は、４億6,371

万9,000円でございます。

43ページをお願いいたします。

当初予算の主な内容について御説明いたしま
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す。

中ほどの（事項）交通安全基本対策費893

万1,000円につきましては、交通安全対策推進本

部の運営や、県民向けのＣＭ制作等、啓発に要

する経費であります。

一番下の（事項）安全で安心なまちづくり推

進費622万円につきましては、犯罪のない住みよ

いまちづくりの啓発や、職域や学校の要請に応

じまして、防犯アドバイザーを派遣する事業な

どに要する経費であります。

44ページをお願いいたします。

一番上の 事項 協働運営事業費2,181万1,000（ ）

円につきましては、宮崎駅前ＫＩＴＥＮビルの

３階にあります、みやざきＮＰＯ・協働支援セ

ンター運営のための経費でありまして、当セン

ターでは、地域で活動する様々な団体等に対し

まして、研修や相談などを行っております。

次に （事項）ボランティア活動促進事業、

費1,560万3,000円につきましては、様々な社会

貢献活動を県民の間に拡げていくための経費で

あります。このうち、説明欄２の改善事業、広

がれ助け合いの輪！地域貢献活動推進事業395

万5,000円につきましては、県社会福祉協議会が

、実施いたします人材育成や交流事業等を支援し

地域における社会貢献活動を推進するものであ

ります。

５の新規事業につきましては、後ほど常任委

員会資料により御説明いたします。

一番下の（事項）消費者支援対策費5,833

万1,000円につきましては、県の消費生活センタ

ーに、相談や啓発に当たる職員を配置し、その

研修を行うことなどに要する経費であります。

45ページに移りまして、中ほどの（事項）消

費者行政交付金事業費5,632万6,000円につきま

しては、国の交付金を活用しまして、市町村の

相談窓口の機能強化を支援したり、ステッカー

等の啓発グッズやＣＭなどを作成したりするた

めの経費であります。

その下の（事項）男女共同参画総合調整費229

万1,000円につきましては、審議会や各種会議の

開催などに要する事務費であります。

一番下の（事項）男女共同参画推進費5,458

万9,000円についてでありますが、内容につきま

しては、次のページになります。

46ページをお願いいたします。

説明欄１、啓発・活動推進事業2,028万2,000

円の主なものとしまして （３）のみやざき女性、

の活躍強化事業につきましては、企業や関係団

体等で設立しました、みやざき女性の活躍推進

会議の活動に要する経費、また （４）の性暴力、

被害者支援センター運営事業につきましては、

性暴力被害者の負担軽減を図るため、相談、カ

ウンセリングなどを行います、さぽーとねっと

宮崎の運営委託に要する経費であります。

説明欄２の男女共同参画センター管理運営委

託費3,430万7,000円につきましては、公の施設

であります男女共同参画センターの運営委託に

要する経費であります。

続きまして、恐れ入ります。常任委員会資料

の19ページをお願いいたします。

新規事業、地域密着型ＮＰＯ社会貢献活動促

進事業について御説明いたします。

１の事業の目的・背景につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けまして、地

域社会において生じた様々な課題や新たなニー

ズに対応するため、積極的に社会貢献活動を展

開するＮＰＯ法人の取組を支援するものであり

ます。
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２の事業の概要につきましては （１）の予算、

額は600万円 （２）の財源は一般財源としてお、

りますが、新型コロナ宮崎復興応援寄附金を活

用するものであります。

（３）の事業期間は、令和３年度の単年度で

ございます。

（４）の事業内容につきましては、下の図の

中ほどの例示にありますような、コロナにより

様々な困難に直面する人・団体・地域をきめ細

かに支援する活動や、新しい生活様式への対応

を支援する活動など、地域に密着したＮＰＯ法

人の取組に対し、助成を行うこととしておりま

す。

３の事業効果としましては、県内ＮＰＯ法人

の社会貢献活動が促進されますとともに、コロ

ナにより影響を受けた地域課題の解決につな

がっていくものと考えております。

当初予算についての説明は以上であります。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。

。委員会資料の38ページと39ページになります

昨年12月に特定非営利活動促進法、いわゆる

ＮＰＯ法が改正されたことに伴いまして、関係

する２つの条例について所要の改正を行うもの

であります。

まず、38ページの議案第27号「宮崎県特定非

」営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

についてであります。

１の改正の理由につきましては、ＮＰＯ法の

改正に伴いまして、法の施行に関し必要な事項

を定めた条例につきまして所要の改正を行うも

のであります。

次に、２の改正の内容であります。

（１）は、条例第３条において、法改正によ

る項ずれが生じたため、引用条項の変更を行う

ものであります。

（２）につきましては、法第52条におきまし

て、個人情報保護の観点から、法人が閲覧させ

る役員名簿について個人の住所や居所に係る記

載を除く旨の規定であります第５項が新設され

たことに伴いまして、条例第10条において当該

条項について追加を行うものであります。

なお、条例改正に伴う新旧対照表は、以下に

記載のとおりであります。

３の施行期日につきましては、法の施行日で

あります令和３年６月９日としております。

39ページをお願いいたします。

続きまして、議案第28号「宮崎県における事

務処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例」についてであります。

１の改正の理由につきましては、先ほどの議

案と同様、ＮＰＯ法の改正に伴いまして、宮崎

県における事務処理の特例に関する条例につい

て所要の改正を行うものであります。

次に、２の改正の内容であります。

当条例第２条に基づく別表につきましては、

権限委譲により市町村が処理する事務の範囲に

ついて定めておりまして、このうち１の９は、

。特定非営利活動促進法に関するものであります

（１）につきましては、法第10条第２項にお

、きまして法人設立認証の申請等があった場合に

所轄庁が行います法人の名称や目的等に係る公

告につきまして、インターネット等による公表

に方法が変更となったため、関係する規定を改

正するものであります。

（２）は、先ほどの議案と同様に、法改正に

よる項ずれの箇所につきまして引用条項の変更

を行うものであります。
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なお、条例改正に伴う新旧対照表は、以下に

記載のとおりでございます。

３の施行期日につきましては、先ほどの議案

と同様、令和３年６月９日としております。

説明は以上でございます。

各課長の説明は終了しました。○野﨑委員長

質疑がお昼をまたぎますので、ここで一旦打ち

切りたいと思いますが、再開時間は午後１時で

よろしいでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは午後１時からの再開と○野﨑委員長

いうことで、暫時休憩します。

午前11時51分休憩

午後１時２分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

午前中、各課長の説明が終了しましたが、議

案についての質疑はございませんか。

常任委員会の説明資料の13ページ○山下委員

の中山間地域人材育成環境整備モデル事業をも

う少し詳しく説明していただけませんか。

この事業は、下○川端中山間・地域政策課長

のポンチ絵を見ていただきますと、都市部のほ

うが宮崎大学医学部と附属病院となっておりま

す。そして、中山間地域のほうが公立の医療機

、 、関ということで 公立の市町村立の病院ですと

実は看護師さんの育成に当たって、なかなか研

、修の機会がないというふうに伺っておりまして

宮崎大学医学部附属病院等で若手の看護師さん

、 。を育成するために 数か月間研修で派遣します

その代わりに宮崎大学医学部附属病院にい

らっしゃる中堅の方を、逆に田舎の病院に派遣

していただいて、相互に人材交流をするという

ことで、中山間地から行く方は、大きな病院で

専門的な対策、例えばコロナの対策とか、そう

いったところを学んで帰ってくる。

そして大病院の方も田舎の病院で総合診療と

いういろんな科目を担当することで勉強になる

ということと、大きな病院で培ったいろんなス

キルを伝えていただく、相互にウイン・ウイン

。の関係が成り立つということで考えております

そういったところの研修費用、例えば短期間

ですけれども、家賃の補助ですとか、社会保険

、の事業主負担分を研修費用として見込みまして

その市町村立病院から研修費用ということで宮

崎大学医学部附属病院側に送る費用を県が支援

するということで、２名ずつ実施する計画でご

ざいます。

なかなかいいことだなと思うんで○山下委員

すが、事業費が349万9,000円と非常に少ないの

、 。で これで何人ぐらいの研修が見込まれるのか

これで２名ずつ○川端中山間・地域政策課長

です。出る人が２名、来る人が２名ということ

で合計４名です。それぞれの病院が、もともと

正規の職員として雇っている方ですので、人件

費の部分は給料を補助するものではないです。

なかなかいいことだと思うので、○山下委員

たった２名ではなくて、今年はこれで行ったと

しても、うまくいくようであればもっと拡大し

て、こういう人材を増やしていく必要があるん

、 。じゃないかなと思いますが いかがでしょうか

ありがとうござ○川端中山間・地域政策課長

います。こういった取組をやっている事例が非

常に少なくて、私どももテストケースといいま

すか、そういう意味でモデル事業と名前をつけ

させていただいています。

今回看護師をモデルにということで取り組む

んですけれども、それ以外にも中山間地域でス



- 75 -

令和３年３月10日(水)

キルを磨く機会を設けられるような、例えば宿

泊業ですとか、観光協会とか、そういったとこ

ろは都市部のほうに研修に行くとスキルを磨く

いい研修になるんじゃないかなと思っています

ので、これをきっかけにいろんな他業種でも拡

、 、張できるといいかなとも思っていますが 今回

モデルという名前で、取りあえず看護師からテ

スト的に始めたというところでございます。

大学とこういう交流をすると、こ○山下委員

れがきっかけで医者も中山間地域医療に目を向

ける確率が高くなっていくわけですから、ぜひ

この事業は成功させて、増やしていっていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

同じように、今度は移住関係のと○井上委員

ころですけれども、受入環境整備や情報発信強

化事業、これはぜひ丁寧にやっていただきたい

事業なんですけれども、移住者向けの空き家の

活用促進の関係について、市町村がきちんと空

き家が使えるのか使えないのかというところま

でちゃんと把握できているのかどうか、その辺

のところは、市町村と連携は取れているんです

か。

この事業の中の○川端中山間・地域政策課長

①のところに、市町村が行う空家等対策計画の

策定に係る費用を支援と書いております。

実は市町村が管内の空き家を調査して、その

使い道の状況とかを把握して、空家等支援計画

を立てるという制度があるんですけれども、こ

ちら、県内で26市町村のうち14市町村が策定し

、 。て まだ12市町村が未策定の状況でございます

今回、この②の事業をやりましたのは、特に

中山間地域での整備が遅れていまして そういっ、

たところで管内の空き家を調査して、住民の利

、活用の意向をきちんと調査していただくことで

いろいろと空き家の活用が進むのではないかと

考えており、今回、この事業を入れたところで

ございます。

これはずっと丁寧にやると リフォ○井上委員 、

ーム関係のこととかで小さな大工さんたちも含

めてですけれども、産業的に広がる可能性とい

うのが非常に高いので、ぜひこれを丁寧にやっ

ていただきたいなと思います。26市町村の全部

ということではなくても、宮崎市なんかとは別

に移住に適したところとかいろいろあるので、

小さなところもぜひ積極的に手を挙げていただ

けるといいかなと思います。

ＩＣＴとは別に、こういう環境が整ってくる

ことはとても大事なので、まとまって何かがで

きていけるといいのかなと思いますので、ぜひ

やっていただけたらと思います。

もう一つ、地方回帰関係人口創出・拡大事業

なんですけれども、これは考え方としては物す

ごくいい考えだなと私は思うんですけれども、

これの実効性はどうなるんですか。お試し移住

リモートワーク事業、それと宮崎ファン創出・

拡大事業、このあたりのところは。

この地方回帰関○川端中山間・地域政策課長

係人口創出・拡大事業の①のお試し移住リモー

トワーク事業につきましては、１月の常任委員

会でもワーケーションのことを御説明しました

けれども、移住を前提にしているんですが、都

市部の方にワーケーション的に田舎のキャンプ

場へお試しで泊まっていただき、そのリポート

を提出していただいて、県がホームページで紹

介するということで、その分の謝金をお払いし

て原稿を出していただくというような事業で考

えております。

行く行くは それで宮崎への移住までつながっ、
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ていけばというところで考えておりますけれど

もも、そういったリモートワークの促進とワー

ケーション的なところもありますけれども、そ

ういったものを考えているところです。

次に②の項は、下の写真にも出ておりますけ

れども、いろんなスポーツイベントですとか、

県外で実施する焼酎関係のイベント、観光関係

、 、のイベント そういったものとコラボしまして

あと、東京にシティーウェーブ東京というシー

ガイアにありましたような人口の波でサーフィ

ンができる施設がありまして、そこでサーフィ

ンの大会が開かれております。そういったとこ

ろに参加して宮崎県のサーフィンの良さとか、

そういったところをアピールするような機会を

持ちたいと考えております。

最近だんだんと各企業が副業も可○井上委員

能となってきているわけだから、自分の会社の

人はどこにいても、どこに住んでいてもいいと

いうような状況になる可能性だってあるわけで

す。企業に対してのメッセージがよく届くとい

うか、そこを丁寧にやっていただくことを要望

しておきたい。この移住リモートワーク事業と

いうのはこれからやる事業なので、ぜひ丁寧に

やっていただきたいと思います。

もう一つ続けて、産業政策課の地域の産業資

源を活用した新たな雇用の場創出事業ですが、

これは視点としてはいいんですが、これが、例

えば雇用創出を目指す事業者への活動支援とい

うと、ここまで仕上げるのはなかなか大変では

ないのかなと思うんですけれども、このあたり

はどういうことを予測されているんですか。

この事業は厚生労働省の○甲斐産業政策課長

事業を活用しているものでございまして、そう

いった意味では雇用というところが最終の大き

な目標になりますけれども、やはり今コロナで

いろんな状況が変わってきている中で、これま

での事業と業態を変えるだとか、多角化という

ところをするというのは、そんなに簡単ではな

いというところがあります。

イメージとしては地域商社もしくは地域のい

ろんな団体、商工会や観光協会といったところ

が核となって、その地域の一つのグループをつ

くっていただいて、そういう多角化とか、そう

いったところを目指すというものをイメージし

てつくっております。

今年度はちょっと別の事業で、西都市の観光

協会が飲食店とタクシー業界がコラボして、デ

リバリータクシー、配達ということにトライさ

れましたけれども、そういった小さな挑戦の中

で新しい産業の芽をつくっていくきっかけをぜ

ひつくっていただきたいと思っていますし、そ

の結果として雇用が守られたり、できれば、そ

の拡大というところまでいくといいなというこ

とで、頑張っていきたいと思っています。

ポストコロナで絶対に今必要に迫○井上委員

られているというか、厳しいけれどやらなとい

けないのは、この地域産業の再生だと思うんで

す。業界の在り方を変えていく必要が絶対ある

と思うんです。

だから、業態を変えていくには何が必要かと

いうところが探り出せないと、いいところに着

眼点があるにもかかわらず、一人一人があっぷ

あっぷしていらっしゃるのを眺めていくような

状態になってしまうので、それがもっと具体的

になるといいのかなと。

だって、飲食業はさっきも出たように出前館

がどうだのかとか、ウーバーイーツがどうだの

かと、今いろいろ言われていますから、そうい
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うことも含めて、本当に西都市のタクシーでと

いうのも、これもまた面白いと思うんですけれ

、 、ども いろんなことを考えてやらざるを得ない

やってみないと分からないというところがいっ

ぱいあるわけです。

この地域産業の再生というところを考えれば

考えるほど、しっかりとした業界の議論も必要

ではないのかなと思うんですけれども、業界ご

との議論をしっかりやらないと、自分たちが本

、当にしっかりもうかって生活していけるように

そして、雇用者を安定させないといけないとい

うところまで行くわけだから、そこをどう組み

立てていくのか。

業界の方たちがどのような声を上げてくださ

るかにもよるんだけれども、県が旗を振ってい

るだけではだめで、それを具体的にしていかな

いといけないんですが、方法というか、その手

はずみたいなものはあるんですか。

今回、この予算では５団○甲斐産業政策課長

体の予算を計上させていただいていますけれど

もも、そういう個別・具体の事例を一つ一つ県

内で丁寧につくっていくことが大事だと思って

おります。先行きが不透明な時代の中で、これ

が答えだというのが分かれば、そこに走ってい

けるんですけれども、それが見えない中で、や

はりいろいろな模索をされている方たちを丁寧

に支援していく。

なおかつ、一人一人ではなく、できればこう

いう地域のまとまりで、みんなでやろうという

ふうなところに対して、しっかりと支援をして

いきたいと考えております。

今言われたことが非常に大事で、○井上委員

例えばテレビで見る限りでもそうなんだけど、

お取り寄せが今頻繁なんですが、そのお取り寄

せはなぜ他県のものでないといけないのか。我

が県内のものをお取り寄せするような方法とい

うか、例えば日之影町にある左近さんが作って

いる豚足の揚げたやつとか、ああいうのがぱっ

と送ってくるようになるといいなと。

あそこの何々が食べたい、鯖寿司が食べたい

というのが、それが県内で作られているものが

ちゃんとネットワークで来ていて、それが他県

のものじゃなくていいじゃないか、我が県内で

作られているものだって、まだ食べていないも

のもいっぱいあるじゃないかと思うんです。

だから、タクシーとタイアップするのも一つ

の方法だし、お取り寄せの方法をもっと何かで

きないか。例えば、ナガノヤさんだったらコジ

カカードみたいなものがあるけれども、それが

ひむかカードみたいなのはないのかとかです。

いろんな方法を、このポストコロナで大事な

ところはここだと思うんです。産業の再生、業

界のそれぞれがもっと強くなっていくようにし

ていく、それをどういう形にしたら強くなれる

のか。

ちょっとカーフェリーの話も出ましたけれど

も、しょっちゅう金を出さないと強くなれない

のか。どうしたら自力で強くなれるようにして

あげられるのかというのはとても大事で、この

事業の予算額は非常に少ないんだけれども、事

業の視点としてはこのポストコロナの中ではと

ても大事で、宮崎県はどんなふうになっていく

のか、製造業はどうする、あれはどうする、こ

うする、観光業をどうするとか、いろんなこと

、をこれで洗い出せるんじゃないのかなと思って

非常に期待している事業なんです。

そういう意味では丁寧さと、それから目標と

言ったらおかしいけれども、ある程度モデル事
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業も考えながらやっていく。具体性のある事業

展開をしないといけないんじゃないかなと思う

んです。そこを非常に期待しているので決意み

たいなものがあれば。

ありがとうございます。○甲斐産業政策課長

我々もこの事業を使って、一つでも二つでも何

か地域の中で新しい活力が生まれるような取組

をぜひやっていきたいと思っています。

ただ、正直、どういうものが上がってくるか

というところは、今、いろいろお声かけはしな

がらではありますけれども、ぜひ意欲ある方た

ちと手を組んで、そういう事例をつくっていき

たいと思っています。

ポストコロナの関係を考えれば他○井上委員

県と同じようなものじゃなくても全然構わない

ので 宮崎モデルみたいなネットワークをつくっ、

て業界を強くすることができて、雇用という形

なのか、複数の仕事をしながらでも生活できる

ようにしていくのか、いろんな形が取れると思

うんです。そういうことも含めて新たな雇用の

創出、働くことの考え方なんかも見つけていっ

ていただけるといいなと思います。これは非常

に期待しています。よろしくお願いしますね。

常任委員会説明資料の40ページ、○坂口委員

地方創生若者定着事業についてちょっと教えて

ほしいんですけれども、これは昨年補正か何か

で始まったんですか。市の拠点、いわゆるＣＯ

Ｃ＋の２年目に入る事業なんですか。全く別な

んですか。

ＣＯＣ＋は一端終了しま○甲斐産業政策課長

して、その財産を引き受けながら大学を核とし

て地域の雇用を守っていくということでやって

おります。

昨年から、今度２年目に入るんで○坂口委員

す。あれ、仕上げ期間が何年だったかな。

昨年度から３年間の事業○甲斐産業政策課長

となります。

以前に要望していたと思うんです○坂口委員

けれども、まず、どういう人材を目指そうとし

ているか。目指すべき人材像と求められる人材

像というものはあくまでも受皿側と方向を決め

るべきではないかという要望やったと思うんで

すけれども、これまでどんな段階を経て、それ

が今どう進んできて順調に来ているのか。

それからこの間にコロナというものが大きく

そういった環境を変えてきて、目指すべき人材

像というのが変わってきている可能性もあるん

じゃないかなと思うので、そこら辺は具体的に

どんなですか。

大きく２つの人材イメー○甲斐産業政策課長

ジがございます。一つは地域や産業を次に担っ

ていくような、未来を切り開くような人材とい

うのが１つ目のイメージで、もう一つのイメー

、ジがやはり地元出身者の地元定着ということで

しっかり人材を確保していくという２つの大き

な目標の中で、今、検討を進めているところで

ございます。

、そういった中で企業の規模の大小に関わらず

やはり経営者の方の視点、地域をしっかり支え

ていくという視点ということは大事であろうと

いうことで、そういう経営者層をしっかり支え

ていくような一つの大きな考え方としてござい

ます。

もう一つは、やはりその地域にいろんな企業

があるということをしっかり学生にも知っても

らい、そして地域の横のつながりをしっかりつ

くっていきながら地元への就職を促していくと

いうことの方向性を確認しながら、今、プログ
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ラムづくりを進めているところでございます。

ちょっと中身を具体的に知りたい○坂口委員

んですけれども、全学生を対象に一般的な指導

の中で大まかな方向を目指した育成事業をやっ

ておられるのか。

それとも、特定の人たちを対象に具体的にこ

ういう人材をつくろうと、その流れに乗っかっ

た人たちを対象にやっておられるのか。いずれ

にせよ具体的にどんな中身をどうやってきてい

るのか。

これは毎年4,000万円ぐらいの予算を継続して

いくことになる。宮崎県の将来を担う人材の育

成という部分に限ればかなり大きい予算です。

これ、具体的にはどういった内容で取り組んで

きているんですか。

今年はいろいろな取組に○甲斐産業政策課長

トライしている部分があるんですけれども、例

えば、企業と学生が一つのテーマでこの地域を

どうやったらよくなっていくかということを具

体的に検討し合うというような場面をつくった

、 、り そういう具体的な事例で共通認識を持って

この地域はもっとこうなるといいねというふう

なことをやっていく。で、その企業はこういう

ふうに発展していけるんじゃないでしょうかと

いうような提案をしていったりだとか、インタ

ーンシップもただ職業体験というようなことで

はなくて、研修先の企業と一緒にこの企業の課

題解決を一緒にやりませんかというようなこと

だったり ちなみに、うちの課でも２名ほど─

受入れをしまして、今年度のコロナ対策の事業

の一つを学生と一緒に考えていきながら、その

学生にもプレゼンテーションをやってもらった

りだとか、そういうような機会を設けて、その

地域には今どんな課題があって、どうしていき

たいかということを、学生と一緒に考えるよう

な機会というのを丁寧にやってきたところでご

ざいます。

今どうやったらその地域の魅力をしっかり学

生に伝えて、ここで働くことについて、いかに

喜びがあることなのかということを、学生と共

有していくようなことにチャレンジしていると

ころでございます。

実質３年だったら、来年度はもう○坂口委員

仕上げないといけないというか、もうそこでほ

ぼ固まってしまう。やっぱり就職という現実の

問題を考えると、来年度はもうほとんど時間的

に余裕はない。ある意味、今年度が完成年度ぐ

らいの位置づけをもって具体的な人間を育てな

きゃいけないわけです。

そこで、今のようなレベルでの講演やプレゼ

ンテーションをまだやったり、それで本当に具

体的に人材が育つのかということです。ちょっ

と時間的に遅れているような気もするんですけ

れども、育ちますかね。

今なかなかすっとした答○甲斐産業政策課長

えがない中で、模索を一生懸命やっているとこ

ろではございます。ただ、その挑戦の歩みを止

めてはいけないというところで、学生ともいろ

いろな意見交換をしながら、かつ、企業の話も

いろいろ聞きながら、どういう人に来てほしい

、 、かだとか どういう会社にしていきたいだとか

そういうことの積み重ねの中で、一つでも二つ

でも事例をつくっていきたいと考えています。

。○坂口委員 もう一人でも二人でもいいですよ

今回具体的にそういう人材をつくって県内に張

りつける そしてその人がモデルとなって やっ。 、

ぱり後進をずっとそこに続かせる。

これはＣＯＣの最初の事業から積み上げると
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かなりの年月をかけています。やはりこれは大

学を中心とした知の拠点です。来年度は完成年

度なのだから、もうそろそろ具体的にこういう

人材が育って、やってきたことがちゃんとモデ

ルとなって 今後の考え方というか それに沿っ、 、

て宮崎で必要とされる人材が育っていくまで

持っていかないと、かなりのお金を投資するこ

とになります ぜひそこは いま一つ腹をくくっ。 、

てやっていただきたい。

ほかにございませんか。よろし○野﨑委員長

いですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で第２班の審査○野﨑委員長

を終了します。

暫時休憩いたします。

午後１時28分休憩

午後１時31分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

次に、第３班として、みやざき文化振興課、

国民文化祭・障害者芸術文化祭課、人権同和対

策課、情報政策課、国民スポーツ大会準備課の

審査を行いますので、順次議案の説明をお願い

いたします。

みやざき文化振○兒玉みやざき文化振興課長

興課の当初予算案について御説明いたします。

歳出予算説明資料の47ページをお開きくださ

い。

当課の令和３年度当初予算額は、左から２列

目にありますとおり 87億9,777万5,000円となっ、

ております。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

49ページをお開きください。

まず、一番下の（事項）県立芸術劇場費８

億1,076万2,000円でございますが、これは県立

芸術劇場の管理運営に要する経費であります。

50ページをお開きください。

一番上の説明欄１、指定管理料４億7,873

万4,000円は、指定管理者であります公益財団法

人宮崎県立芸術劇場への委託料であります。

次に、２の県立芸術劇場大規模改修事業費３

億2,894万8,000円は、県立芸術劇場の設備等に

ついて、改修を行うための経費であり、令和３

年度は空調設備の改修等を行う計画としており

ます。

次に、中ほどの（事項）文化活動促進費5,190

万5,000円でありますが、説明欄９の「アーツカ

ウンシルみやざき」機能拡充事業1,066万2,000

円は、令和元年度に設置いたしましたアーツカ

、ウンシルみやざきに文化芸術の専門家を配置し

文化芸術団体等に対する助言を行うとともに、

地域とのネットワークの強化、様々な分野との

連携、人材育成講座等を実施するものでありま

す。

また、10の文化芸術活動継続支援事業1,000万

円は、文化芸術団体等に対しまして、感染症対

策を取りながら実施する活動を支援することに

より、コロナウイルスの影響を受けました活動

の継続と振興を図るものであります。

次に、51ページを御覧ください。

（事項）私学振興費78億2,481万9,000円であ

。 、 （ ）ります 説明欄１ 私立学校振興費補助金の １

一般補助40億3,465万7,000円は、私立高等学校

等に対して、人件費など経常的経費の一部を補

助するものであります。

次に、４の私立学校退職金基金事業補助

金7,984万7,000円は、公益財団法人宮崎県私学
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振興会が運営しております退職手当資金給付の

ための基金に対する補助であります。

、 （ ）次に 11の私立高等学校等就学支援金の １

就学支援金のア、高等学校等27億2,171万4,000

円は、私立高等学校等に通う生徒の授業料を、

公立高等学校の授業料相当額、9,900円でありま

すが、この金額または所得に応じて加算して支

援することによりまして、授業料負担の軽減を

図るものであります。

（ ） 、２ の奨学のための給付金２億2,984万円は

授業料以外の教育に係る費用の負担軽減を図る

ため、低所得者世帯を対象としまして給付を行

うものであります。

13の私立専門学校授業等減免事業５億2,589

万8,000円は、私立専門学校が経済的な理由によ

り授業料等の減免を行う際に要する費用を補助

するものであります。

続きまして、14の新規事業、私立学校ＩＣＴ

教育設備整備支援事業につきましては、常任委

員会資料で説明をいたします。

お手元の常任委員会資料の20ページをお開き

ください。

１の事業目的・背景ですが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大時にも遠隔授業等の実施によっ

て児童生徒の学びを保障し、学習活動を一層充

実させるため、私立学校におけるコンピュータ

ー端末や高速通信環境の整備を支援するもので

あります。

次に、２の事業の概要ですが、予算額は4,942

万3,000円で、財源は国の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用いたし、事

業期間は令和３年度としております。

事業内容は、私立学校におけるコンピュータ

ー端末や高速通信環境の整備を支援するもので

あります。

最後に、３の事業の効果でございますが、私

立小中学校における１人１台端末の実現や、高

等学校を含む高速通信環境の整備を進めること

により、私立学校児童生徒の一層の学習活動の

充実が図られるものと考えております。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。

同じく常任委員会資料の36、37ページをお開

きください。

議案第22号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」及び議案第25号「公の施設

に関する条例の一部を改正する条例」について

であります。

今回、県立芸術劇場に関しまして、この２つ

の条例改正をお願いしておりますが、左のペー

ジの使用料及び手数料徴収条例では、公の施設

の使用に関し、県の歳入として使用料を収受す

る場合の額について定めておりまして、右ペー

ジの公の施設に関する条例では、指定管理制度

が導入された公の施設について、指定管理者が

自らの収入として利用料金を収受する場合の上

限額を定めております。

県立芸術劇場につきましては、現在、この利

用料金制度を導入しております。

それでは、まず左側36ページの使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例についてで

あります。

１の改正の理由ですが、県立芸術劇場の練習

室等の使用料につきまして、利用者のニーズに

対応した料金区分を設定するため、改正を行う

ものであります。

次に、２の改正の内容でございますが、練習

室など５施設、各練習室は地下１階、和室とミ
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ーティングルームは１階にございますが、これ

らの施設利用者が入場料等を徴収する場合に、

その金額に応じた使用料を定めるものでありま

す。

例えば、記載しております表のうち、一番上

の大練習室の午前利用の場合、現行では一

律4,290円としておりますが、改正後は入場料等

の区分を設けまして、その入場料の金額の区分

ごとの使用料を定めることとしております。

なお、これは現在、練習室等以外のコンサー

トホールなどの各ホールで採用している入場料

等区分の考え方と同一であります。

改正の背景でありますが、練習室等は従

来、1,000円を超える入場料等を徴収しての利用

は想定しておりませんで、そのため、比較的小

さな規模の催しでありましても、1,000円を超え

る入場料等を徴収する場合は、広くかつ料金が

高額なホールを案内して御利用をしていただい

ておりました。

こういった事情から、より柔軟な練習室等の

利用を求める声が指定管理者のほうに多数寄せ

られていたため、そのニーズに対応できるよう

改正を行うものであります。

最後に、３、施行期日でございますが、新た

な料金体系について十分な周知期間を設ける必

要がありますことから、令和３年10月１日を予

定しております。

続きまして、右のページの議案第25号「公の

施設に関する条例の一部を改正する条例」につ

いてであります。

１、改正の理由でございますが、公の施設に

関する条例では、指定管理者が利用料金を定め

る際の上限額を定めており、使用料及び手数料

徴収条例と同様の趣旨で改正するものでありま

す。

なお、２の改正の内容以降につきましては、

先ほどの説明と重複いたしますので、省略をさ

せていただきます。

。みやざき文化振興課の説明は以上であります

国○坂元国民文化祭・障害者芸術文化祭課長

民文化祭・障害者芸術文化祭課の当初予算案に

つきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の53ページをお開きくださ

い。

国民文化祭・障害者芸術文化祭課の令和３年

度当初予算額は、左から２列目、３億2,294

万6,000円となっております。主な内容を御説明

いたします。

55ページをお開きください。

中ほどの 事項 文化交流推進費5,734万3,000（ ）

円は、説明欄にありますとおり、国民文化祭開

催事業に要する経費であります。

また、その下の（事項）障がい者社会参加促

進事業費5,424万8,000円は、全国障害者芸術・

文化祭開催事業に要する経費であります。

コロナ禍における各プログラムの実施に当た

りましては、政府が示している基本的対処方針

や業種別ガイドラインを遵守するとともに、必

要に応じてさらなる安全対策を講じていくこと

としております。

なお、国民文化祭・芸術文化祭全体の予算規

模は、さきの２月補正予算における繰越予算と

して７億5,500万円を御承認いただきましたが、

この繰越予算に令和３年度の当初予算を合わせ

ますと、令和２年度当初予算と同程度の予算規

模となっております。

続きまして、56ページをお開きください。

（事項）記紀の文化資源事業費2,154万6,000
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円であります。説明欄にあります事業は、いず

れも記紀編さん記念事業の後継的な事業となり

ます。

まず、１の日本書紀編さん1300年記念シンポ

ジウム書籍化事業350万円につきましては、本年

度に開催しました日本書紀編さん1300年記念シ

ンポジウムの内容をもとに、講師となっていた

、だいた著名な研究者の方々に執筆していただき

１冊の本を出版し、神話の源流みやざきを改め

て広く発信するものであります。

説明欄２の改善事業、みんなで支え未来に繋

「 」 、げるみやざきの 宝 継承事業936万4,000円は

地方創生推進交付金と企業版ふるさと納税を活

用しまして、国立能楽堂での神楽公演の開催、

日向神話の漫画本の制作や神楽サポーター制度

などのほか、新たに、移住希望者等を対象とし

た神話ゆかりの地めぐりや夜神楽を鑑賞するツ

アーを実施したいと考えております。

、「 」説明欄３の改善事業 神話の源流 みやざき

記紀の文化資源活用推進事業は、常任委員会資

料で御説明いたします。

。常任委員会資料の21ページをお開きください

まず、１の事業の目的・背景でありますが、

、記紀編さん1300年記念事業によって掘り起こし

磨き上げてきた神話、神楽など、記紀ゆかりの

文化資源を最大限活用し、新たな時代における

人づくりや観光誘客、関係人口の創出を図るた

め講座等を開催するとともに、市町村の主体的

取組を支援するものであります。

２の事業の概要でありますが、予算額は868

万2,000円、財源は一般財源で、事業期間は令和

３年度から５年度であります。

事業内容でありますが、下の図で説明をいた

します。

中央の楕円にあります神話や伝承、ゆかりの

地、神楽、祭りといった文化資源を活用し、左

上にあります若い人も興味を持てるような県民

講座のほか、その右側の地域コミュニティを維

持する神楽の役割を広く発信するフォーラムを

、 、開催するとともに すぐ斜め左下になりますが

児童生徒のほか、新たに教員も対象にした学校

での出前講座を開催したいと考えております。

また、県外に向けましては、右上、県外大学

との連携講座や、神話ゆかりの４県と連携した

書籍の顕彰を通じた情報発信に取り組むととも

に、新たに神楽や神話ゆかりの祭りなどを活用

して関係人口の創出に市町村が主体となって取

り組む事業に対し支援を行ってまいりたいと考

えております。

このような取組によりまして、３の事業の効

果でありますが、郷土への誇りや県民としての

アイデンティティーが醸成され、地域を担う人

材の育成や持続可能な地域づくりにつながるも

のと考えております。

説明は以上であります。

人権同和対策課の当○後藤人権同和対策課長

初予算案について御説明いたします。

お手元の令和３年度歳出予算説明資料の57ペ

ージを御覧ください。

人権同和対策課の令和３年度の一般会計当初

予算額は、総額で１億2,552万5,000円でありま

す。

それでは、当初予算の主な内容について御説

明いたします。

59ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）人権同和問題啓発活

動費2,481万4,000円であります。これは、同和

問題をはじめとする様々な人権問題につきまし
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て、県民の正しい理解と認識を深めるための啓

発活動に要する経費であります。

説明欄１の人権啓発推進強化事業につきまし

ては、県内の大学やＮＰＯ等の民間団体と連携

して、それぞれの特性を生かした多彩な啓発活

動に取り組むとともに、８月の人権啓発強調月

間や12月の人権週間における集中啓発事業、人

権に関する作品募集、ＳＮＳやユーチューブ動

画広告による啓発など、県民を対象とした様々

な啓発事業を実施するものであります。

次に、その下の（事項）宮崎県人権教育・啓

発推進方針推進事業費1,650万円につきまして

は、本県の人権教育・啓発の基本方針でありま

す宮崎県人権教育・啓発推進方針に基づく施策

の推進に要する経費であります。

説明欄１の宮崎県人権啓発センター事業につ

きましては、人権同和対策課内に設置しており

ます宮崎県人権啓発センターを拠点として、各

企業や団体が人権啓発に主体的に取り組むため

のリーダー養成研修をはじめ、効果的な研修手

法に関する調査研究、人権問題に関する相談対

応、視聴覚教材・図書の整備・貸出し、情報誌

の発行、ホームページによる情報提供など、各

種事業を実施するものであります。

また、２の地域人権啓発活動活性化事業につ

きましては、市町村に委託して講演会等の開催

など、様々な人権啓発活動を実施するものであ

ります。

人権同和対策課の説明は以上であります。

それでは、情報政策課の○鎌田情報政策課長

当初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の61ページをお開きくださ

い。

情報政策課の令和３年度一般会計当初予算額

は、左から２列目にありますとおり、15億5,115

万3,000円をお願いしております。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

63ページをお開きください。

下から２番目の（事項）行政情報処理基盤整

備費１億4,296万1,000円でありますが、これは

当課で一括導入している職員用パソコンの賃借

料であります。

次に、その下の（事項）行政情報システム整

備運営費の５億959万6,000円でありますが、主

なもといたしまして、まず、説明欄２の庁内情

報ネットワーク基盤であります県庁ＬＡＮ運営

費の１億8,127万4,000円、また、説明欄５の自

治体情報セキュリティー強化対策事業の２

億3,739万円、これはインターネットからの不正

アクセス等を防御するため、県と市町村で共同

運営を行っております宮崎県情報セキュリティ

クラウドの更新に要する経費でございます。

次の64ページをお開きください。

一番上の（事項）電子県庁プロジェクト事業

費の７億69万3,000円でありますが。主なものと

いたしまして、説明欄１の宮崎県市町村ＩＴ推

進連絡協議会運営事業の１億4,058万5,000円、

これは県と市町村で構成する協議会に対する負

担金で、県と市町村を結ぶ宮崎行政情報ネット

。ワークの共同運営等に要する経費でございます

次に、５の行政情報システム全体最適化推進

事業の３億7,245万6,000円は、庁内の各業務シ

ステムのサーバー等を集約し、経費の削減等を

図る情報基盤の管理等に要する経費でございま

す。

次に、11の新規事業、行政手続オンライン化

推進事業及び12の新規事業、日本一の「マイナ
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ンバーカード県」取得促進強化事業につきまし

ては、後ほど常任委員会資料で御説明いたしま

す。

次に 一番下の 事項 地域情報化対策費8,013、 （ ）

万円であります。

説明欄１の電気通信格差是正対策費の（１）

携帯電話等エリア整備事業2,703万8,000円は、

県内の情報通信格差是正のため、携帯電話の基

地局を整備する市町村に対し、その費用の一部

を助成するものであります。

説明欄２のローカル５Ｇ等を活用した地域課

題解決実践事業4,500万円は、中山間地域等にお

いてローカル５Ｇ等を活用し、地域課題の解決

。を図る実証事業等を行うための経費であります

３の新規事業、先端ＩＣＴ人材育成事業につ

きましては、常任委員会資料で御説明いたしま

す。

それでは、当課の新規事業について御説明い

たします。

。常任委員会資料の22ページをお開きください

新規事業、行政手続オンライン化推進事業で

あります。

まず、１、事業の目的・背景ですが、社会全

体のデジタル化の進展が求められる中、県民の

利便性の向上及び行政の効率化を図るため、行

政手続のオンライン化をはじめとするデジタル

・ガバメントを推進するものであります。

事業の概要を御覧ください。予算額は1,937

万2,000円で、財源は一般財源としており、事業

期間は令和３年度の単年度事業であります。

事業内容ですが、県における申請届出等の手

続を対象に、県民視点に立った業務改革を行い

ながら、書面・押印・対面を不要とする行政手

。続のオンライン化等を推進するものであります

下にイメージ図を載せておりますが、県民や

、 、企業が スマートフォンやパソコン等を使って

オンラインで県への申請等の手続ができるもの

であります。現在、地方税の電子申告や職員採

用試験の申込みなど、48手続をオンライン化し

ておりますが、一層の拡充を目指すものであり

ます。具体的な業務につきましては、事業内容

、 、の①のところで 黒ポツに記載しておりますが

まず、庁内の申請・届出等の行政手続について

調査を行い、オンライン化が可能な行政手続を

リストアップすることとしております。このリ

ストの中から、受付件数が多いなど、より効果

の高いものから順次オンライン化を進めること

としております。

３、事業の効果としましては、オンライン化

を進めることにより、いつでも、どこでも手続

が可能になるなど、県民の利便性の向上が図ら

れるものと考えております。

次に、23ページを御覧ください。

、 「 」新規事業 日本一の マイナンバーカード県

取得促進強化事業であります。

まず、１、事業の目的・背景ですが、デジタ

ル社会のパスポートとも言われるマイナンバー

カードの普及を図るため、市町村、事業者団体

等と連携して、広報や街頭啓発等を実施するも

のであります。

２ 事業の概要を御覧ください 予算額は2,100、 。

万7,000円で、財源は地方創生臨時交付金を活用

することとしております。事業期間は、令和３

年度の単年事業であります。事業内容ですが、

①の市町村、事業者を対象としたマイナンバー

、カードの普及・利活用に関する研修会の開催や

普及促進のための方策の検討、②のカードの利

便性や安全に関する各種媒体を通じた広報、③
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の市町村との共同による該当啓発や企業・学校

訪問の実施などであります。また、下の図にあ

りますとおり、県、市町村、事業者団体等が相

互に連携し、それぞれの役割を果たしながら、

。効果的に事業を進めていくこととしております

３、事業の効果といたしましては、マイナン

バーカードを活用したオンライン手続が普及す

ることによって、行政手続の利便性向上が図ら

れるとともに、行政機関の窓口における３密回

避や接触機会の低減につながるものと考えてお

ります。

次に、24ページお開きください。

新規事業、先端ＩＣＴ人材育成事業でありま

す。

まず、１の事業の目的・背景ですが、ＡＩや

ＩоＴ、ロボットなど先端ＩＣＴがもたらす豊

かな生活を実現するため、先端ＩＣＴの基礎を

学び、活用・普及できる人材を育成するもので

あります。

２、事業の概要を御覧ください。予算額は809

万2,000円で、財源は人口減少対策基金としてお

ります。事業期間は、令和３年度から４年度の

２年間であります。事業内容ですが、オンライ

ン学習や実践学習を通じて、先端ＩＣＴの基本

的知識から活用までを学ぶものであります。

具体的には、下の図に載せておりますが、ま

ず、図の左側の基礎学習として、ＡＩ等の基本

、 、的知識や利活用ノウハウ等の研修を行い 次に

図の右側の実践学習として、例えば、鳥インフ

ルエンザを早期発見するため、ＡＩを活用した

画像分析などの研修を行います。

このような研修を通じて、本県の様々な分野

において、地域課題解決に最適な先端ＩＣＴの

提案や、生産性を向上するためのＩＣＴ導入ア

ドバイス等を行える人材を育成するものであり

ます。

３、事業効果としましては、地域経済や社会

生活において、人口減少社会に対応した効果的

な先端ＩＣＴの導入を図るための人材を育成す

ることができるものと考えております。

情報政策課の当初予算につきましては、以上

であります。

続きまして、決算特別委員会で御指摘をいた

だきました事項につきまして、御説明をいたし

ます。

別冊の決算特別委員会の指摘要望事項に係る

対応状況の３ページをお開きください。

個別的指摘要望事項といたしまして 「みやざ、

きＩＣＴ活用促進・人材育成事業について、今

後もＲＰＡなどの検証に引き続き取り組みなが

ら、関係部局と連携し、県内中小企業への情報

提供、普及を図るなど、本県の様々な分野にお

けるＩＣＴ化のさらなる推進に取り組むこと」

との御指摘をいただいております。

みやざきＩＣＴ活用促進・人材育成事業につ

きましては、ＲＰＡ等の導入効果を検証します

とともに、県内中小企業等を対象としたフォー

ラムなどを通じまして、ＩＣＴの利活用促進を

図ってきたところであります。

当該事業は、今年度が終期となりますが、今

年度からは、中小企業等に対するアドバイスや

サポートを行いますＩＣＴコンシェルジュを配

置するとともに、ＩＣＴ導入の成功事例等を紹

介するシンポジウムを開催するなど、県内中小

企業等への普及を図る取組を強化したところで

あります。

県内中小企業へのＩＣＴ普及は大変重要であ

りますことから、令和３年度は、引き続きＩＣ
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Ｔコンシェルジュによる相談・支援等を行うほ

か、新たにＡＩ、ＩоＴ等の先端技術に関する

研修に取り組むなど、関係部局との連携を一層

強化し、県内の様々な分野においてＩＣＴの利

活用が進むよう取り組んでまいりたいと考えて

おります。

情報政策課からの説明は以上であります。

国民スポー○井上国民スポーツ大会準備課長

ツ大会準備課の当初予算案について御説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の65ページをお開

きください。

国民スポーツ大会準備課の令和３年度当初予

算額は、左から２列目、22億4,250万円となって

おります。主な内容を御説明いたします。

67ページをお開きください。

中ほどにあります（事項）国民スポーツ大会

事業費として、21億1,180万2,000円を計上して

おります。

事業内容といたしまして、説明欄１の国民ス

ポーツ大会開催準備費につきましては、宮崎県

準備委員会の運営をはじめ、広報活動、競技役

員の養成、会場地市町村が行う施設整備への支

、 。援など 大会の開催準備を行うものであります

説明欄２の県有スポーツ施設整備事業は、国

スポに向けた県有主要３施設を整備するもので

ありますが、令和３年度は引き続き陸上競技場

の造成工事に取り組みますとともに、陸上競技

場本体及び体育館の建築工事に着工するほか、

プールのＰＦＩ事業に着手することとしており

ます。

次に、債務負担行為について御説明をいたし

ます。

常任委員会資料の25ページをお願いいたしま

す。

まず、県有スポーツ施設整備事業（陸上競技

場整備事業）であります。これは資料の中ほど

に事業概要を記載してございますが、主競技場

及び投てき練習場を整備する事業費について債

務負担行為を設定するものであります。限度額

は127億4,410万円、期間は、令和３年度から令

和６年度までであります。

おめくりいただきまして、26、27ページがそ

れぞれ配置図と平面図、おめくりいただきまし

て、28ページが完成イメージ図であります。

次に、29ページを御覧ください。

（ ）県有スポーツ施設整備事業 体育館整備事業

であります。これは、令和２年11月議会におい

て債務負担行為を設定しておりましたが、今年

度中に契約締結まで至らないため、改めて債務

負担行為を設定するものであります 限度額は84。

億5,800万円、期間は、令和３年度から令和７年

。 、度までであります 事業概要等につきましては

延べ床面積が若干増えておりますが、それ以外

は11月に御説明した内容と同様であります。

おめくりいただきまして、30、31ページが平

面図、おめくりいただきまして、32ページが完

成イメージ図であります。

次に、33ページを御覧ください。

県有スポーツ施設整備事業（プール整備運営

事業）であります。これは、令和２年９月議会

、において債務負担行為を設定しておりましたが

今年度中に契約締結まで至らないため、改めて

債務負担行為を設定するものであります。限度

額は167億6,534万4,000円、期間は、令和３年度

から令和21年度までであります。事業概要等は

９月に御説明した内容と同様であります。

おめくりいただきまして、34ページが施設配
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置図であります。

次に、35ページを御覧ください。

県有スポーツ施設整備事業（プール整備運営

事業に係るモニタリング等支援業務）でありま

す。これは、ＰＦＩ手法により整備運営を行う

プールについて、県がＰＦＩ事業者に対してモ

ニタリング等を実施するに当たっての各種支援

業務について債務負担行為を設定するものであ

ります。限度額は3,465万円、期間は令和３年度

から令和６年度までであります。

事業内容等を下に記載してございますけれど

も、ＰＦＩ事業の各設計・建設・開業準備の各

段階に応じましたモニタリングと、全体を通し

てのＰＦＩ事業者に対する経営モニタリングを

、 、行うこととしておりますが その実施に当たり

専門的な知見を有するシンクタンク等を活用す

るものであります。

説明は以上であります。

各課長の説明が終了しましまし○野﨑委員長

た。議案について質疑はありませんか。

みやざき文化振興課にお尋ねしま○井上委員

すが、私立学校ＩＣＴ教育設備整備支援事業、

これで大体何％の子供が１人１台端末のあれに

貢献しているという状況ですか。

お尋ねのありま○兒玉みやざき文化振興課長

した新規事業の私立学校ＩＣＴ教育設備整備支

援事業でございますが、既に一部整備をしてい

る学校等もございますので、その残りの学校に

つきましていろいろ要望を聞いていきなが

ら、100％に近づけていただけるように、私立学

校のほうに働きかけをしていきたいと考えてお

ります。

現在の配備状況みたいなのは、あ○井上委員

まり把握していないですか。

まず、公立小中○兒玉みやざき文化振興課長

学校につきましては今年度にほぼ100％整備が進

むと聞いておりますが、私立学校のほうは非常

に整備率が低い状況でして、その正式なパーセ

ンテージは分からないんですけれども、５割に

も届いていないような状況ではないかなという

ふうに考えております。

みやざき文化振興課の51ページ、○来住委員

５番の私学の授業料減免の補助金なんですけれ

ども、これは私立の高等学校の生徒の分母と、

実際その補助を受けている生徒の数というのが

お分かりでしょうか。

これは予算ですから、今後の計画をもってつ

くられていると思うんですけれども、その数で

も結構ですけれども。

今、51ページの○兒玉みやざき文化振興課長

５番の授業料減免の補助金と、11番の就学支援

金のお尋ねであったかと思いますけれども、ま

ず、高等学校の授業料減免につきましては、こ

の11番の就学支援金が主なものになります。

こちらにつきましては、積算上は8,500人程度

で考えております。対象生徒が85％程度、在校

生の85％程度がこの支援金を受給するのではな

いかという前提で積算をしております。

そして、５番のほうの授業料減免の補助金で

すけれども、こちらにつきましては、先ほどの

支援金が保護者の所得に応じて決定します。で

すので、当該年度に、その保護者の方々が職を

、失われたりということで家計が急変した場合に

緊急的にその学校のほうが授業料を減免する場

合があるんですけれども、その場合に、その学

校が独自に授業料を減免した一部を支援すると

いうものになってきますので、こちらについて

は、かなりケースとしては少ないであろうとい
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うことで、少な目に積算しております。

子供を高等学校に出し、それから○来住委員

今また時期が時期で、子供たちが大学に行った

り 私事ですけど、２週間ぐらい前に、亡く─

なったお父さん、お母さんのことは知っていた

んですが、その娘さんから電話があって一人息

子が高等学校を卒業して、福岡の私立の大学へ

行くことになったと。そちらは母子家庭なんで

すけど、大学に行ったら援助を申請することに

なっていたと。

それで安心していたら、改めて大学に電話し

てみたら入学金だけは３月３日までに20万円納

めてもらわないと、入学取消しになりますよと

言われて、あちこち手を打ったけれど、その20

万円の当てが見つからずに僕に電話があったん

です。まあ言えば、私に貸してくれんかという

ことなんですけど。

その方の一人息子なんですけど 「いいよ、そ、

れは私が都合してあげるよ」と言った途端に電

。話先でその女性がわんわん泣き出したんですよ

こっちももらい泣きしまして、やっぱり母親と

して、自分の子供を大学にやるための20万円を

都合できずに残念な思いをしていたんだろうと

思うんです。兄弟にもお願いしたけれども駄目

だったと言われまして、本当に多くのお母さん

たちが、高校に行くにしても大学に行くにして

もやっぱり大変な思いをされて学校に出してい

るんだなと改めて感じたものですから、お願い

をしたところです。

それから49ページに宗教法人の認証及び調査

に要する経費があるんですけれども、これはど

んな調査をされるのかなと思って。額はそんな

に大きな額じゃないんですけれども。

宗教法人でござ○兒玉みやざき文化振興課長

いますが、県内には県が所管しております法人

が1,200団体程度ございます。

この宗教法人調査費の主な事業内容でござい

ますが、県では規則の変更の認証ですとか、あ

と土地や建物の証明等の事務を行っております

が、ほとんどがその事務となりまして、年間、

七、八十件程度の宗教法人から申請をいただい

ており、その事務処理を行う経費というのがメ

インになっております。

予算と直接関係ないとは思うんで○来住委員

すけど、私の住まいから百五、六十メーターの

ところに小さな神社があるんです。熊野神社と

いうことらしいんですけど、普通は村のみんな

でその神社を守るんですが、その神社は村のも

のじゃないんです。

それである個人の方が、僕が小さいときから

からずっと守ってこられたんですけれども、そ

こにはもう子どもさん 後継者がいなくなっ─

て、僕に今後はどうなるんだろうかといってき

て。草を払ったり、そういうことは何とかその

人がしているんですけど、秋祭りだとか神事は

ほとんどやってないんです。

神社をやめる、廃社というんですか、そのと

きにはどういう手続をすればいいんだろうか。

どこに相談すればいいんだろうかという相談が

、 、あったんですけれども これは行政ではなくて

いわゆる神社庁に言えばいいのか。分からない

んので教えてくれませんか。

まず、その神社○兒玉みやざき文化振興課長

を宗教法人として管理されているのか、個人で

管理されているのか、宗教法人として認証され

ているかどうかで、違ってくるかと思うんです

けれども、もし法人として認証されているので

あれば、解散等の手続を法にのっとってしてい
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、ただくということになると思うんですけれども

宗教法人に関わっていらっしゃった代表役員の

方等がやはり高齢化をされておりまして、もう

亡くなられたりしていまして、その解散の手続

に時間を要されるという事例は確かにあるよう

でございます。

多分宗教法人として法人化されて○来住委員

いないんじゃないかなと思うんです。だから、

それはどこに相談すればいいのかが分かればい

いと思っているんですけど。

まず法人として○兒玉みやざき文化振興課長

認証されているかどうかでありましたら、当課

で分かるかと思います。

地域密着型ＮＰＯ社会貢献活動推○佐藤委員

進事業について、ＮＰＯ法人の取組を支援する

ということで、１団体あたり50万円ですから、

大体600万円といったら12団体ぐらいを支援する

予定なのかと思うんですが、この社会貢献活動

を実施する県内のＮＰＯ法人の数はどれくらい

なのか把握されておられますか。

今年の１月○山崎生活・協働・男女参画課長

末現在で445法人でございます。

445法人のうちの、この予算の中だ○佐藤委員

と思うんですが……前の班だった、これは。す

みません （ 総括で」と呼ぶ者あり）総括で聞。「

きます。

情報政策課にお尋ねします。○山下委員

日本一の「マイナンバーカード県」取得促進

強化事業です。このマイナンバーというのはい

つから始まったんですかね。

５年ほど前だったと思い○鎌田情報政策課長

ます。

それで、今の宮崎県の取得率、そ○山下委員

れと全国の取得率を教えてください。

まず本県の取得率につき○鎌田情報政策課長

ましては、この常任委員会資料のグラフのとこ

ろに載せておりますが、令和３年２月で34％と

なっております。

全国につきましては、25.2％でございます。

こんなにいいものはないんだとい○山下委員

ろいろとＰＲや情報発信をされているわけです

けれども、５年たって宮崎県で34％、全国で25

、 、％と なぜこんなにいいものが普及しないのか

どうお考えですか。

データは古いのですが、○鎌田情報政策課長

平成30年に国が世論調査の中で国民の意見をい

ろいろ聞いているのですが、取得しない理由で

一番大きい ６割弱だったんですが、取得し─

ても何の利便性も感じないというのがやっぱり

一番大きな理由でした。

あと、４分の１ぐらいの方が不安があると。

そういうマイナンバーが載っているカードとい

うこと自体に不安があるため取得しないんだと

いうことで、大きくはその利便性の問題と不安

を払拭できていないというのが大きな要因かな

と考えております。

宮崎県でも今回2,100万円の予算を○山下委員

つけて普及させようとしているわけです。これ

が全国でしたら相当の額の予算を費やすわけで

す。今言われたような心配を払拭するようなこ

とをちゃんと国民に知らせないと、幾らやって

もなかなか普及しないんじゃないかなと私は思

、 。うんですけれども そこあたりはどんなですか

今回の事業におきまして○鎌田情報政策課長

も、今まさに委員のおっしゃったそういう不安

解消をするための広報にもっと力を入れてやっ

ていきたいと思っております。

国も昨日ぐらいから年度末にかけて広報に力
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を入れているようでありまして、中身を見ると

半分ぐらいは利便性の向上についての内容で、

半分はマイナンバーカードは安全なんだという

広報を新聞広告やテレビコマーシャルでやるよ

うにしておりまして、やっぱり正しく理解され

ていない部分もあるのかなと思いますので、本

県も同じように不安解消に向けて、そういった

ところを強化したいと思っております。

一生懸命取得率を上げている町と○山下委員

、 、いうのは 受付のところに担当職員がおったり

担当課長がわざわざカウンターから出てきて、

どうですかと一生懸命勧める。それで納得すれ

ばいいけれども、納得しない人は役場で嫌な思

いをして帰るわけです。だから、そこあたりは

もっときっちりしないと。

一方で何十万件の情報が流出したとかという

ニュースがあるわけです。だから、そこあたり

、 、はしっかりしないと 私はやっぱりこのことは

なかなか進まんのじゃないかなと心配をするん

ですけれども、どんなですかね。

おっしゃるとおり、我々○鎌田情報政策課長

、が例えばマイナンバーカードはこんなものだと

このＩＣチップの中には重要な情報が入ってい

ないと言っても、なかなか理解が進まない状況

がありますので、できるだけ分かりやすくまた

啓発しないといけないのかなと思います。

また、今回特に市町村別に見ると、やっぱり

市町村の取組で随分差が出ているのかなと思い

。 、ます 都城市が全国でトップクラスなのですが

、 、そこはかなり力を入れて その利便性も含めて

また取得しやすい環境をちゃんと公民館に出て

行って受付をするとか、そういう利便性も考え

てやっておりますので、今回の事業では特に市

町村に対して他自治体のそういう優良な事例を

紹介しながら、一体となって普及促進を進めて

いこうかなと思っております。

国は、こういうことはいいですよ○山下委員

と決めた。県、一番これに取り組む市町村はあ

まりにも取得率が上がらないと、やっぱりこれ

は大変だということで一生懸命力を入れてやる

わけですけれども、本当に必要であるのなら、

そういうことをしなくてもみんなが取得するよ

うに、取得しないといけないような形をつくら

ないと。

私は各自治体に責任を持たせるだけで、すご

く大変なんじゃないかなと思うんですが、そこ

あたりをやっぱり国に対して県から言ってもら

わないと、これは改革できんのじゃないかなと

思います。いくらこんな事業をやっても進まな

い。ここは何とか違う手を打たないと推進でき

ないと思いますけれどね。

御指摘のとおりどう進め○鎌田情報政策課長

ていくのか、我々も他県の事例は参考にしてい

るのですが、なかなか進まないということで、

今回は、この事業の中でもう一度、県民がどう

いうふうに思っているのかという意識調査とい

うか、そういうのをやりたいと思っています。

本県ならではの課題とは何だろうかと。

それと併せて関係者等三者が一体となって、

本県ならではの普及について、実際どうしたら

いいのかということを議論してまいりたいと

思っております。

、○坂口委員 大事なことだったんですけれども

この取組内容で安全性の広報とは具体的にはど

んなことを県民に周知していくのか、その広報

の内容です。

一つはマイナンバーとい○鎌田情報政策課長

うものに非常に不安を持っているだろうなと思
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うんです。実際、ナンバーカードにはマイナン

バーが記載されているんですが、仮にそれが何

らかの形で漏えいして他人が知ったとしても、

実際はいろんな行政手続の中で自分のマイナン

バーを書く際には、行政機関でそれが本人の出

した書類なのかしっかりと確認するようになっ

ていますので、マイナンバー自身が仮に漏れた

としても、経済的損失を受けるとか、そういう

被害は基本的にはないのかなと思っています。

、そういったところをきっちり説明したいのと

仮に落とした場合には、24時間、365日のフリー

ダイヤルに電話していただければ、すぐ失効し

ますので、そういったことをお知らせしたい。

また、実際にマイナンバーが漏えいして危害

が出ることが予見される場合には、本人のマイ

ナンバー自体を変えるという措置もありますの

で、そういったことも説明しながら、まず、こ

のマイナンバーへの不安を払拭していくのかな

と思っております。

それは安全性の確保ではなく事後○坂口委員

の策がありますよということで、危険性は持っ

ていますという域を出ていないんです。そのこ

と自体が データが流出と言われたが、それ─

自体が不安なんです。住民基本台帳のときもそ

うだったですね、本当に大丈夫なのかと。

あれはもう絶対漏らさないと、全国ネットワ

ークで億単位の金を集めて管理しているけれど

、 。も それが漏れ得ることがあるというのが１つ

カードという名前がついたことで キャッシュ、

カードとか、そんなものをイメージしているの

で、絶対漏れないんだぞと、セキュリティーが

、確保されているということを周知できない限り

また自らが確保できない限り、漏れたって大丈

夫なんですよというのは安全広報じゃないです

よ。単なる言い訳の領域を出ないから、それで

は駄目だと思うんです。

むしろこれを追い込むのなら、それがないと

生活が困りますという利便性とか、自分の権利

が欠けていくというようなことでも強制、誘導

しないと100％は目指せないものです。

だって、なくなるかもしれないけど危害は及

びませんよといっても、やっぱり怖いものには

近寄らないです、必要性がなければ。

そこは山下委員が言われるような解決策につ

ながらならないと思うんです。僕らは安全だと

思わないですもん。なくしても害が及ばないか

ら大丈夫と言われたって、全く違う番号をくれ

るよと言われたって、あの番号が渡ったときは

基本的には変えられないということで渡ったわ

けです。簡単にはいかないぞと。

だから、そんなんで信頼をなくしていると思

うんですけれども。

いわゆる情報システム上○鎌田情報政策課長

というかネットワークで漏れるということは、

ほとんど100％と言っていいほどない対策を今は

取っているのですが、なぜかというと、一つは

情報ネットワーク上を流れる情報というのは、

マイナンバー自身が流れるんじゃなくて、それ

をさらにマイナンバーからつくり出した符号を

暗号化して流通しているので、仮にそれが対外

的に漏れたとしてもマイナンバーは予測できな

くて、符号が漏れる。しかも、暗号がかかって

いるので、それを解読するのは難しいというこ

とで、システム上はほぼないだろうと思ってい

ます。

あとは県庁の業務でマイナンバーを扱うもの

については独立しており、インターネット等は

一切接続しない。県庁内の業務システムとも接
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触しないところで、もう独立したところでやっ

ているので漏れるのは通常は考えられない。

ただ、私が心配するのは、やっぱり人的なと

ころです。何かというと、マイナンバーのいろ

んな申請書を役所の職員が落としてしまったと

かです。やっぱりそういうところがあるので、

私も100％漏れるおそれはありませんよというよ

うなことは言えなくて、漏れた場合の善後策も

考えて説明する必要があるのかなと思っていま

す。ただ、この漠然とと言ったら失礼になりま

すが、そういった不安を払拭するのは、私ども

も難しいのかなとは思っております。

言いがかりみたいにこれを言って○坂口委員

いるけれども、これは払拭できないと思うんで

す。そして今、暗号化とか言われたけど、これ

は暗号解析を研究してもお金にならないから、

利益を得ようとしてはないかと思うけれども、

マニアとしてやる。

暗号って解読できるんですよ。僕らも漁獲情

報は二重暗号、三重暗号で、日替わりで暗号を

やっていたけれども、それでもやっぱり解析で

きるんです。ずっとデータをとっていくと共通

点が見えてくるんです。

それがお金になればやるけれどもマニアもい

、 、るということで 善後策がありますじゃなくて

これだけセキュリティーが確保されていますよ

ということを訴えていかないと、漠然とした不

安は消えないと思います。

なかなか難しいことだけれども、それをやり

ながら、マイナンバーカードを持たないと生活

に支障が出ますよということが目前に来ている

わけですから。そこらとセットで、これ広報と

いうよりはお願いというのをやっていったほう

がいいのかなと思いますね。

今頂きました御意見を○鎌田情報政策課長

しっかり踏まえて、来年度事業に取り組んでい

きたいと思います。どうもありがとうございま

した。

、○坂口委員 多分不安がとれないんだけれども

導入しなきゃいかんというぐらいは理解しても

らうということを。

もう一つ、例の県有プールですけれども、こ

れはモニタリング事業をするというのは、やっ

ぱり県外を含めた全国レベルの技術力というん

でしょうか、そういったもののノウハウを持っ

たところとなっていかざるを得ないのかなと思

うんですけれど、具体的にどういったレベルの

相手を考えておられるんですか。

ここはＰＦ○井上国民スポーツ大会準備課長

Ｉ事業を県としては初めて取り組むというとこ

ろでございまして、そういった意味で、全国の

いろんなＰＦＩ事業の実例等の情報、あるいは

いろんなモニタリングに関する知見等の豊富な

シンクタンク等に業務を委託したいというふう

に考えております。

総務部で東京事務所についても似○坂口委員

たような質疑をしたんですけれども、この中身

は物すごく高度で難しい業務だと思うんです。

で 具体的に こちらは全く向こうのお金でやっ、 、

、 、て プールという県が今後活用していく部分と

収益事業という民間で使っていく部分、それを

商業用じゃないですよという大きい枠の中で、

要求水準という一つの仕様書的なものを示し、

その範囲で提案してくるわけです。

そこで、設計なら設計の時点で、具体的で微

妙な質疑も上がり それに対して説明をしていっ、

て、相手を納得というか、なるほどなと根拠に

基づいた合意が要りますよね。



- 94 -

令和３年３月10日(水)

設計だけでも大変だろうと思うんです。そし

て建設に入ったら、もっと悩ましい問題が具体

的にいっぱい上がってくると思うんです。

そこを考えたときに、よほどしっかりした識

、見や技術を持ったところがこれに参加してきて

単体なのかグループなのか分からないんですけ

れども、それは我々が責任を持ってやるし、こ

れだけの実績を持っているよと言えるようなと

ころが参入してくるような そういう具合でやっ、

ていかないと。

それから総務部に言ったのは、予算的にもこ

れだけの事業だとこれだけ必要だと積み上げて

から試算されての三千数百万だろうと思うんで

すけど、やっぱり幅を持たせておかないと、そ

こがまた外部との相談が要る時点とか、いろん

な条件が出てくる可能性があると思うんです。

そこもこの債務負担、これが上限となってい

るけれども、この数字を見たらちょっと心配か

なと。分からないんですよ、分からないけど、

かなり内容が高いなという気がするもんですか

ら、それどんな具合で将来を見通されています

か。

ありがとう○井上国民スポーツ大会準備課長

ございます。御指摘にございましたとおり、非

常に難易度の高い業務だと考えております。

まずはＰＦＩ事業に応募していただく事業体

があって、やはりその事業体のほうは過去にい

ろんな経験とかを踏まえて、できるだけ自らの

事業にうまい具合に、有利なほうにというお話

でいろいろ相談があろうかと思いますが、私ど

もにそのＰＦＩ事業の経験が全くないというこ

ともございます。

ですので、こういった委託料という形で予算

をお願いする形になるわけでございます。

少しこの話とはずれますが、例えば事業の進

行管理をコンストラクションマネジメントとい

うことで、これも予算を頂いて、今、事業の進

行管理をやらせていただいておりまして、いず

れにしましても、私ども職員として一生懸命取

り組ませていただくんですが、それを超えるよ

うな知見であるとか、あるいは、特に今回国ス

ポに向けて大きな施設を３つ同時に取り組まな

いといけないというような状況もございますの

で、マンパワー的なものも十分ではないところ

もございます。

そういった意味では、今回の予算 きっち─

り積算してこの額をお出ししておりますけれど

も もしいろいろ事業を取り組むに当たりま─

して、そういった不足が出てくるような場合に

は、また速やかに検討させていただいて、例え

ばまた追加での予算措置もお願いすることもあ

るかなと思っておりますけれども、そこはやは

り全体の予算総額もきっちり意識しながらとい

うところも踏まえて、適正に事業が遂行される

よう取り組んでまいりたいと考えております。

これは初めてであるし、いきなり○坂口委員

大きい事業だから。そしてコンストラクション

マネジメントと言われるけれども、これも小さ

くてというか県土整備部あたりから、それなり

の実績や経験をもった専門家、大学、あるいは

コンサルタントであったり、そういったところ

のレベルまで物すごく幅が広いと思うんです。

だから、財政的にもぎりぎりの中でやってい

たら、なかなかきつい面が来ると思うんです。

僕らは本当は財政負担を押さえていく立場かも

しれんけど、ちょっと心配だな。遠慮されてい

る面もある気がしたもんだから。これはもうお

願いにとどめておきます。
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ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他、報告事項に関す○野﨑委員長

る説明を求めます。

お手元の常任委○兒玉みやざき文化振興課長

員会資料の40ページをお開きください。

宮崎県文化芸術振興条例（仮称）の制定につ

いて御説明いたします。

まず、１の制定の趣旨についてであります。

本県は、温暖な気候や豊かな自然に恵まれて

おり、神話、伝説や伝統文化などの地域固有の

文化が脈々と受け継がれております。

そこで、９年間にわたります記紀編さん記念

事業や、国文祭・芸文祭を契機に高まっており

ます文化芸術に関する機運を踏まえまして、県

、民一人一人が活動の主役であることを再認識し

多様な主体が文化芸術の推進に一層取り組みま

すとともに、そこからもたらされます価値を、

観光やまちづくりなど様々な分野に波及させ、

地域社会の基盤とすることが重要であると考え

ております。

このため、文化芸術に関する施策の基本とな

る事項を定め、施策の総合的な推進を図ること

により、本県の文化芸術活動を持続的に発展さ

せ、心豊かな県民生活と活力ある地域社会の実

現に寄与することを目的としまして、文化芸術

振興に関する条例を制定するものであります。

次に、２の条例に盛り込む事項の案について

であります。

主な事項としましては、１つ目が基本理念、

、２つ目が県の責務及び県民や文化団体等の役割

３つ目が基本的施策、4つ目が基本計画の策定及

び公表、推進体制の整備などを想定しておりま

す。

次に、３の制定スケジュールについてであり

ます。本報告後、みやざきの文化を考える懇談

会、これは学識経験者ですとか、文化団体や文

、化施設の関係者等で構成するものでありますが

この懇談会において条例の内容について幅広く

御意見をいただいてまいります。

また、資料には記載しておりませんが、市町

。村や文化団体との意見交換も行ってまいります

６月及び９月の総務政策常任委員会におきまし

て、検討状況について御報告しました後、10月

にパブリックコメント、12月に法令審査会の手

続を経まして、来年２月定例県議会に条例案を

提案したいと考えております。議決いただけま

、 。したら 速やかに施行したいと考えております

なお、具体的な取組を定めます基本計画につ

きましても、策定作業に取りかかりたいと考え

、 、 、ておりまして この計画につきましても 今後

常任委員会に御報告をしてまいりたいと考えて

おります。

最後に、４の全国の状況についてであります

が、今年１月末現在、34都道府県が文化芸術振

興に関する条例を制定しております。

説明は以上でございます。

宮崎県人権尊重の社○後藤人権同和対策課長

会づくり条例（仮称）の制定について御説明い

たします。

お手元の常任委員会資料の41ページを御覧く

ださい。

まず、１の制定の趣旨についてであります。

本県におきましては、宮崎県人権教育・啓発

推進方針を平成17年１月に策定し、平成26年12

月に改定し、この方針に基づき人権教育や人権

啓発の取組を進めてまいりました。

しかしながら、同和問題、女性、子供、高齢
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者、障がいのある方の人権問題、学校でのいじ

め、職場でのハラスメントなどの問題は依然と

して存在しており、さらに最近では、外国人へ

のヘイトスピーチ、性的マイノリティーの方の

人権問題、インターネット・ＳＮＳ上の人権侵

害など、新たに取り組むべき課題も生じてきて

おります。

また、先日は、県議会をはじめとします、関

係団体の皆様にお集まりいただき 「ストップ・、

コロナ差別」共同宣言の発出式を開催いたしま

したが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

に伴う感染者やその家族、医療従事者などに対

する不当な差別や誹謗中傷も新たな社会問題と

なってきております。

これらの問題の解決に向けまして、県民一人

一人がお互いの人権を尊重し合い、あらゆる差

別や偏見を解消し、誰もが自分らしく生きてい

ける社会づくりを進めることがより一層重要に

なってきております。

そうした理念を共有し、基本的施策を明らか

にすることを目的に、条例を制定するものであ

ります。

次に、２の条例に盛り込む事項の案について

であります。主な事項としましては、１つ目が

条例の目的、２つ目が基本理念、３つ目が県、

、 、 、県民 事業者の責務 ４つ目が市町村との協働

５つ目が、人権教育・啓発推進方針の条例上の

位置づけ、などを想定しております。

次に、３の制定スケジュールについてであり

ます。本報告後、様々な人権問題の関係団体や

関係所属からの意見聴取を行いますとともに、

有識者委員会、これは学識経験者等で構成する

ものでありますが、この有識者委員会を２回ほ

ど開催しまして、条例の内容等について様々な

角度から御意見をいただき、条例の骨子案を取

りまとめてまいります。

９月の総務政策常任委員会におきまして、条

例の骨子案について御報告いたしました後、パ

ブリックコメントを１か月間実施いたします。

その結果を受けまして、再度、有識者委員会

を開催し、法令審査会を経まして、来年２月の

定例県議会において議案を提案し、議決いただ

けましたら、条例の施行というスケジュールで

考えております。

、 。最後に ４の全国の状況についてであります

現時点で、いわゆる人権条例を制定しており

ますのは、13都府県でございまして、そのうち

九州では佐賀県と大分県の２県が制定済みであ

ります。

説明は以上でございます。

委員会資料の42ページを○鎌田情報政策課長

お開きください。

。宮崎県情報化推進計画案についてであります

昨年10月の当委員会におきまして、この計画

の素案につきまして御報告をさせていただいた

ところであります。

説明が重なる部分もございますが、計画案が

まとまりましたので、その概要や主なポイント

等について御説明させていただきます。

、 、なお 別冊で計画案をお配りしておりますが

説明につきましては、この委員会資料により行

わさせていただきます。

まず、１の計画策定の趣旨でありますが、新

型コロナウイルスの影響や国のデジタル庁の創

設などによりデジタル社会の実現に向けた動き

が一層加速しており、本県においても少子高齢

、化や人口減少による様々な課題に対応するため

デジタル化の推進が急務となっております。
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これらの状況を踏まえ、令和３年度をみやざ

きデジタル元年と位置づけ、デジタル施策の方

向性を示す新たな計画を策定するものでありま

す。

次に、２の策定経緯等についてであります

が、12月の報告の後に、パブリックコメントや

産学官で構成される有識者会議の意見聴取を実

施いたしました。パブリックコメントでは、２

名の方から情報通信基盤の整備促進、また先端

技術の導入推進、移住分野での活用推進などの

御意見がございました。また、有識者会議にお

きましては、県民の視点に立った取組の推進、

デジタル化を支える人材の育成、中山間地域へ

の支援強化などの御意見がございました。

今回、このような御意見も踏まえながら計画

案を作成したところであります。この３月には

策定、公表したいと考えております。

、 、次に その下の３のポイントでございますが

これは右のページ、概要の説明と併せて御説明

していきます。

それでは、右側の43ページの概要を御覧くだ

さい。

上段の情報化の動向、その下の国の情報化施

策の動向や、本県の直面する課題に掲げており

ます現状や課題、また、ＩＣＴに求められる役

割・視点を踏まえまして、先ほど趣旨のところ

で御説明しましたとおり、本県におけるデジタ

ル化の推進が急務であり、令和３年度をみやざ

きデジタル元年と位置づけ、施策を進めること

としたところであります。

基本目標として、県民誰もが輝き、安全・安

心で豊かさを実感できる人間中心のデジタル社

会の実現を掲げておりますが、これは左のペー

ジの３の主なポイントの１つ目の丸にあります

とおり、デジタル化は手段であって目的ではな

いこと、私たちの全ての活動がデジタルで代替

できるものではないことに十分留意し、誰一人

取り残されることなく、デジタルの恩恵を実感

できる人間中心の社会を目指すというものであ

ります。

次に、施策の基本的方向につきましては、そ

、の下の主なポイントの２つ目にありますとおり

、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大により

官民を通じたデジタル化の遅れが顕在化したこ

とから、デジタル・ガバメントを一層推進する

とともに、暮らし・産業分野など社会全体のデ

ジタル改革を促進することとしております。

、43ページの図のほうに戻っていただきますが

中ほどにありますとおり、行政が変わる、暮ら

し・地域・産業が変わる、情報基盤・人材が変

わるとして、大きく３つの柱を立てて社会全体

のデジタル改革を進めることとしております。

具体的には、まず左側の柱であります、県民

本位のデジタル・ガバメントの推進につきまし

ては、１、行政サービスの向上、２、行政事務

の効率化の推進、３、国・市町村との連携の項

目を立て 行政手続のオンライン化や情報セキュ、

リティー対策の強化のほか、情報システムの標

準化・共通化の促進等に取り組むこととしてお

ります。

次に、真ん中の柱であります、安全・安心で

心豊かな暮らしの確保、付加価値の高い産業の

振興につきましては、１、暮らしの向上と教育

・文化の振興、２、地域産業の振興、３、中山

間地域の利便性向上の項目を立て、介護ロボッ

トの導入促進やスマート農業の推進などに取り

組むこととしております。

また、左のページですが、主なポイントの３
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つの丸にありますとおり、地方回帰の流れを大

きなチャンスと捉え、関係人口の創出を図るワ

ーケーションなどの取組を推進することとして

おります。

次に、図のほうの右の柱であります、デジタ

ル社会を支える情報環境の整備・充実につきま

しては、１、情報通信基盤の整備促進、２、情

報化を担う人材の育成・確保、３、誰もが利用

できる情報環境の確保の項目を立て、５Ｇ等の

新たな情報通信基盤の整備促進や、ＩＣＴ技術

者の育成・確保のほか、県民の情報リテラシー

の向上等に取り組むこととしております。

最後に、一番下の推進体制でございますが、

また左のページに戻っていただきまして、主な

ポイントの一番下です。４つ目の丸にあります

とおり、知事を本部長とする宮崎県デジタル化

推進本部及び官民で構成する宮崎県デジタル社

会推進協議会を新たに設置し、平成14年に設置

、した宮崎県市町村ＩＴ推進連絡協議会とともに

３つの組織が相互に連携しながら、本県のデジ

タル化を強力に推進することとしております。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○野﨑委員長

その他報告事項について、質疑はありません

か。

この宮崎県人権尊重の社会づくり○来住委員

条例のことに関連して確認したいと思うんです

けれども、同和問題が一番頭に来ているんです

けど、同和問題をはじめ、女性、子供、高齢者

云々。私自身の考えは、これは人権が認められ

なかったり、粗末に扱われているという点から

いけば、同和よりもむしろ女性が差別を受けて

いるとか、性的マイノリティーの方々に対して

非常に厳しい目が向けられているとかそういう

ほうが大きくて、今、僕は75歳ですけれども、

、同和問題 被差別部落というのは少なくとも─

私自身が都城市で被差別部落はあそこだったら

しいとかは聞いたことはありますけど、実際に

そこに住んでいる方々をもちろん差別したらい

けないわけですが、同和問題というのは、結局

その被差別部落の出身者のその人をずっとた

どっていくということになりますと、永遠に消

えないんです。ずっとその祖先をたどっていく

わけですから。これからもずっとそうなるわけ

です。 それは属人主義と言いますけれど、属

地主義というのはその地域が具体的に差別を受

けるということになると、これが、そこをどう

解放するか、それをどうなくしていくかという

のが中心であって、昭和50年ごろにかなり大き

な問題となって、各市町村、県もそうでしょう

けど、同和団体が宣伝カーに乗りつけてきて、

もう大変な目に遭いました。

ああいうときから、とにかく属人主義じゃ駄

目なんだと。やっぱり属地主義で解決していく

しかないという点で、この同和問題について現

。実に皆さんがどこまで捉えていらっしゃるのか

もうほとんどの方々が知らないと思います。

僕はいい加減にしなさいと言っているんじゃな

いんです。ただ、他の女性差別だとかに比べた

ら、もう全然違うと思うんです。

女性差別のほうがはるかに大きいというか、

思想差別なんかも結構ありますよね。共産党員

だということが分かると、役所でも全然昇進し

、 。ないというのが もう現実にずっとありました

それはどこでもありました。

だから、そういう意味で、僕はちょっと聞き

たいのは、この同和問題「をはじめ」と、事業

名で出ているもんですから、それが中心じゃな
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いんじゃないかと僕は思っているんですけど。

確かに委員がおっ○後藤人権同和対策課長

しゃいますように同和地区の物的な生活環境に

、 、つきましては 相当程度改善がされてきており

実体的な格差はほとんどなくなってきておりま

す。そして、混住も進んでおりまして、それは

もうおっしゃるとおりでございます。

ただ、人権同和対策課が５年に１度、人権に

関する県民意識調査を実施しているんですけれ

ども、自分の子供から同和地区出身の方と結婚

したいという相談を受けた場合、反対とか、認

めないとか、そういうネガティブな回答をする

方が１割を超えていると。直近の平成30年度の

データでも13.7％の方が、そういう意識をお持

ちだということで、やっぱり今日でも心理面に

おける差別意識というのは根強く残っていると

考えております。

さらに、インターネット上に同和関係者に対

する偏見に基づく書き込みとか、あるいは同和

地区を特定し得る情報の書き込みとか、今もそ

ういった憂慮すべき状況が起こってきておりま

すので、同和問題につきましても今後とも教育

・啓発の取組が必要かなと思っております。

そういう県民啓発の推進を引き続き図ってい

きたいと考えておりますし、今日まで、やっぱ

り日本の人権問題を牽引してきたのは、やはり

同和問題が大きな部分でございますので、同和

問題についての取組は続けていきたいと考えて

おります。

どういう方々が答えられているの○来住委員

かが分かりませんけど、自分の子供が結婚する

場合のことを問われて、実際にそう思うのは40

代や50代の方だと思うんです もう僕の時代じゃ。

ないですから。子供が20代だとかということに

なりますと、親は40代後半とか、そういう方々

というのが同和問題自体を理解できているのか

分からない。それはもうある意味死語みたいに

なったりしている時期ですから、そこはよく見

ていかれたほうがいいと僕は思うんです。

同和問題が全くなくなったとか、それをいい

加減に扱えばいいと言っているんじゃないんで

す。今の時点でそれを特別扱いするのは違うん

じゃないかなと僕は言っているんです。

女性差別のほうがよっぽど大きいと僕は現実

にそう思うから言っているんです。

私も来住委員と一緒です。この同○山下委員

和問題、私は今73歳ですけれども、40年ぐらい

前、そのころにえせ同和まで出てきて、国がす

ごい予算をつけて、いろんなところに支援しま

した。そのときに同和同和となったけれど、今

同和ということで差別された人たちがどういう

職種で、どういうことをしていったかというこ

とを知っている方はいないと思う。私たちです

ら、はっきりとは分からない。

逆に児湯郡地域でも、ここが同和地域だと指

定されたところは逆に指定してくれるなという

ことで、以前すごくもめた町村があります。町

村が指定しないと、そういう補助金が来なかっ

たから。それで、逆にえせ同和、いわゆる暴力

団の方々が街宣車みたいなものを乗りつけて、

わあわあやった時期がありました。

そういう状態があって今も同和と言われます

、 、が 恐らくこの同和という活字が出てこないと

ほとんどの人はもう知らないと思うんです。で

すから、今アンケート調査では13％出たからこ

うなんだという話なんだけれども、特に、宮崎

県において同和での差別をいまだにされている

ところはあるんだろかなと思ってね。
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そして、その人たちも、もう２代目、３代目

になっているわけじゃないですか。その差別を

受けた人たちは、もう恐らくこの世にはいない

のです だからこの活字がある限り これ何だっ。 、

たんだろうなという話になって、逆に読み浮か

べて、また悪いことを考え出すような可能性も

あるんじゃないかなと思いますけれども、いか

がでしょうか。

宮崎県の被差別部落○後藤人権同和対策課長

というのは少数散在と言われておりますけれど

、 。も 地域によって非常に認識に差がございます

私は県南ですけれども、私もあまりそういう認

識は子供のころ持たなかったのですけれども、

地域によってそういう差別が今でも厳然と残る

地域がありますので、そういう意味で一概にも

う宮崎県では差別はないのではないか、という

状況ではありません。

それと、差別意識は普段はなかなか表面には

出てまいらないんですけれども、自分と利害関

係が絡んでくるときに表面化してくる例がござ

います。日ごろから自分は差別をしないから、

もう関係ないと言っていた方が、自分のお子さ

んから同和地区出身の方と結婚したいと相談さ

れた途端に、結婚に同意できないと。

そういう話が非常に多いものですから、利害

関係が絡んできたときに差別が表面化すると。

そのときに正しい認識を持って、何の根拠もな

い差別なんだと。そういうことは日ごろから広

報・啓発で知らせていかなければいけないのか

なと思っております。

、 、それと 同和問題について初めて知ったのが

家族や親戚、近所の人、職場の人、学校の友達

などの周りの人から聞いたという例が２割ぐら

いアンケートで出ております。その方たちから

どういうことを聞いたのかというのがやはり非

常に気になるところでありまして、間違った情

報、誤った知識や偏見、差別意識が刷り込まれ

ていなけばいいがなと思います。

そういう意味から、私どもは引き続き人権教

育・啓発、これについては真剣に取り組んでい

きたいと思っているところでございます。

よろしいですか。ほかにござい○野﨑委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で第３班の審査○野﨑委員長

を終了します。

暫時休憩いたします。

午後３時５分休憩

午後３時８分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

先ほどの説明及び質疑が全て終了しましたの

で、これから総括質疑を行います。

。総合政策部全般について質疑はありませんか

先ほどは失礼しました。445法人が○佐藤委員

社会貢献活動を実施するＮＰＯ法人として県内

にあるということで、そのうちの一部といいま

すか、申請のあったところでやるということで

すけれども、コロナの影響を受けた団体に対し

てのというのは、これが認められて、いつ頃か

らそういう団体に対して、どのような形で募集

をして進めていくのかをちょっと教えていただ

きたいと思います。

この事業に○山崎生活・協働・男女参画課長

ついてはＮＰＯ法人への補助金という助成制度

を創設して実施してまいりたいと思います。

４月以降、補助金の交付要綱等をまずは策定

しまして、要綱を作成した後は、通常の事業の
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募集、そして応募いただいたＮＰＯ団体の要望

について審査をして、その審査した中からこち

らのほうで認められた事業について助成をして

いく流れで考えているところでございます。

関連してですが、今の子供食○太田副委員長

堂や高齢者に対するというのは、子供食堂、本

当にいいことだと思います。例えば、子供食堂

だったら材料を買ってもいいのかとか、高齢者

の場合、何か憩いの場としてだったらソファー

を買うとか、この50万円の使い道はどんなこと

まで許されているのかと。

ただいま御○山崎生活・協働・男女参画課長

説明しましたけれども、補助金の交付要綱をま

ずつくり、その中で対象となる経費 今お話─

しのありましたそういういろんな消耗品や備品

といったいろんな経費に使われていくと思うん

ですけれども、その対象経費につきましても詳

細にその中で決めていこうかと考えているとこ

ろでございます （ 分かりました」と呼ぶ者あ。「

り）

ちょっとお伺いしたかったのが、○丸山委員

人口推計を何年か前に出していただいて、知事

が今３期目のちょうど折り返しに入っています

が、これまで２年間、いろいろな人口減少対策

に取り組んできていただいて、去年はコロナの

影響があって地方回帰 さらにこのワーケーショ、

ンを含めて、プラス高校生の県内就職率も今は

非常に高くていい方向に進んでいるんですが、

全体の人口を見たときに、県としての推計がい

い推計と悪い推計、目標推計の３つのパターン

があったと思うんですが、現在の一番新しいデ

ータとどれくらい乖離があって、その結果いい

のか悪いのか。

そして、令和３年度に先ほども言いましたコ

ロナの関係で地方回帰の流れがあって、少しで

も人口減少を抑制していきたいという形で、い

ろんな部局が取り組んでいるんですが、それぞ

れが本当に成果を出して推計に近い数字になっ

ていただきたいと思っているんですが、今どう

いう状況なのかお伺いしたいなと思っておりま

す。

具体的な数値の詳細に○渡久山総合政策課長

ついては、今、最新のものが令和３年２月１日

現在で、推計人口が106万1,540人ということで

すけれども、私どものほうで総合長期計画を立

てました目標数値の中位推計からすると、やや

下回る形で推移しております。

そのことについては様々な要因が考えられる

わけでございますけれども、様々な対策を打っ

、 。ている中でも 今こういう下振れをしていると

そこについては、やっぱり将来像について今後

しっかりともう一度見直す時期に来ているので

はないかという御指摘を11月議会でも頂いたと

ころでございます。

今、このコロナの中で地方回帰という流れが

あって、それをどう取り込んでいくかというこ

とが一つの大きなチャンスになっているわけで

ございますけれども、いろんな分析などを見ま

すと、そこにはやはり相当の努力も必要という

ことが言われております。

今、東京からの人口流出が見られる。それは

非常に珍しいことだと言われながらも、あるも

のによりますと、やはり首都圏の中で完結して

いて、特に若い女性を引きつける力というのは

首都圏には相当強いものがあるという分析も出

ております。

今後、人口減少対策基金あるいはそのほかに

も様々な事業を来年も実施しますけれども、そ
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の中で、それぞれの部署でそういった課題を捉

えて、少しでもターゲット、特に若い女性の子

供を産む世代の方々をどうやって地域に残すか

ということが一つの大きなポイントになるとい

うことは、以前から指摘をされているところで

すので、対象をある程度明確にしながら、しっ

かりと取り組んでいき、また、来年度、将来像

を検討する中で、どういう姿を描いていくかと

いうことをもう一度しっかり構築していきたい

と考えております。

この人口推計がやや下振れという○丸山委員

ことでありましたが、できれば人口がどこかで

落ち着いてほしいなと思うのと、先ほど言われ

ました若い女性の方は福岡や東京に集まってし

まっているデータがありますので、多分宮崎で

、はかなり転出しているとも聞いておりますので

そういった方を残すためにはまず職場がないと

。 。いけない そして宮崎に魅力もないといけない

そういう対策をとる中で、各部署がそれぞれ

一生懸命やっているかもしれませんけれども、

中心にやっていただける総合政策部でしっかり

まとめていただいて、成果を出していただかな

いと、やや下振れでしただけでは済まされない

と思っておりますので、令和３年度、人口減少

対策についてはしっかりと責任を持ってやって

いただければありがたいなと思っております。

人口減対策が一丁目一○渡久山総合政策課長

番地の重要な政策であるということは論を待た

ないところでございますので、今の御指摘も踏

まえて、来年度しっかり取り組んでいきたいと

考えております。

それと関連して注文というか、僕○坂口委員

も11月議会でそのことを問題視して取り上げた

のですが、中期ビジョンの見直しですけど、一

つには、出生率が見込んでいた以上になかなか

望めない状態で、今後の人口減少というのは、

ずっと長期的に下振れを止めるというのはやは

。り現実的には難しいんじゃないかと思うんです

そういった中で、人口減少がどうなるかとい

う精度を高めた見通しを持って、それでもなお

生きていける宮崎県づくりというものをセット

で考えないと、こういう努力をして、こういう

期待を持つんだだけでは、それはやっぱりリス

クがあまりにも伴い過ぎるかなという気もする

んです。

先だっての県民所得なんかを見ても、人口減

少の中でも県民所得は0.75ポイント上がってい

た。人口が減ってもなおというのをやっていか

ないと、首都圏の人口を持ってくると言ったけ

れども、確かに東京は５か月連続で減少してい

ましたが、それは近隣に行っているだけですも

んね。

将来を見据えてやっていかないと、この現象

をこう修正するんだというのは、果たして挑戦

すべき範囲内にあるかなと疑問なんです。

だから、長期ビジョンの中で特に暮らしの係

る部分を、それでもなおしっかりした生活が営

めますというものを描いていかないと、ちょっ

と心配だなという気がするんですが、これも注

文として言っておきます。

今回のコロナの中で一○渡久山総合政策課長

つ出てきた言葉に、小規模だけれどもしなやか

な強さを持った、というのも一つの本県の強み

としてあるのかなと。

今、お話にございましたようなことはそうい

う思想にもつながっていくのかなと思います。

もちろん人口というのは大事で、人を活性化

する。人がいてこそというのはもちろんでござ
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いますけれども、今の御指摘等を踏まえて、い

ろんな複眼的な見方でこの問題を捉えながら。

やはり大事なことは、本県がサスティナブル

持続可能な姿で今後も発展していくことに─

ありますので、様々な観点からこの将来像につ

いてしっかりと描いていきたいと思っておりま

す。

そこら辺の発想も含めてですけれ○坂口委員

ど、例えば、増田さんが人口減少問題を取り上

げて消滅可能性とショッキングなことを言った

けど、なくならないですよね。コンパクトにな

りながら、やっぱり懸命に生きていますよ。

だから、そんな荒っぽいことじゃなくて、現

実を捉えてどう生きていくか。そして、その中

で豊かさをどう見るのか。ましてや、新しい生

き方、生活様式というものを今後構築せざるを

得ないのなら、やっぱり全国47都道府県の中で

下のほうに占めていた人口に係る諸条件です。

これをＵターンしたら今度は上のほうに、有利

な場所にいたよというような発想の転換を持ち

ながら、人口がやっぱり過疎というか希薄だっ

た宮崎ならではというようなものを何か構築し

ていって、それを有利に生かす方向というのも

考えていかんといかんじゃないかなと。

よそから連れてきて人口を増やそうなんて、

このカーブと傾斜を緩めていこうなんていうの

は、これ至難の問題だと思います。努力はせん

といかんけれども、それでもこうやってしっか

りした地域がつくれますよという考え方をやっ

ていくべきじゃないかなという気がします。

ちょっと関連してなんですけど、○井上委員

やっぱり人口減少問題とか、いろんなことは本

当に丁寧に考えていかないといけない問題だと

思います。

補正のときに、男女共同参画の案件で申し上

げましたけれども、やっぱり具体的な政策がな

いとそれは改善されていかないということにつ

いては、これは明らかなんです。具体的な政策

をどう打つかということが大事で、それで、知

事は宮崎県は日本一の子育て県になるとおっ

しゃっていたわけです。

これはやっぱりいまだに引き継がれていると

私は思うんですけど、今回、統計のところから

、 、県民の所得とか出て まだそれは令和元年とか

平成30年ぐらいだったので、ある程度横ばいみ

たいなところでしたけれど、コロナがあって段

々所得も下がってきていると思うんです。

そのときに、子供を産んで育てられるような

県になるのかということを、具体的な政策を打

つ必要があると思っているんです。今まで突出

してそういう政策は打たれていないと言わざる

を得ないと思うんです。

宮崎県内ですと、都城市のベッドタウンみた

いになっている三股町は、都城がいろんなもの

を持っているので、子育てに特化した政策を三

股町は打っている。だから、そこに若いママた

ちが集まってきて住んでいるという状況になっ

ているが、それを見るにつけても、人口が若干

なりと増えているのは三股町なんです。そうい

うことを考えると、やっぱり具体的な政策をき

ちんと打って、その具現化をして、検証をきち

んとするということが問われているのではない

かなと思うんですね。

今回、総合政策部に申し上げたいんだけれど

も、政策を幾らしても、その具現化したものの

検証と積み上げをもっと丁寧にやられなければ

この書かれているものが悪いとは全然言っ─

ていないんです。いいんですよ、宮崎県の政策
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はすごくいいと思っているんですけれども、そ

れの具現化というか、県がこんなふうにしてい

るなと県民が実感されていないというころに非

常に問題があると思うんです。

ですから、再三にわたって私も申し上げるん

だけど 市町村との連携というのもきちんとやっ、

ていただきたいし、そしてもう一つは、政策の

検証をきちんとやってもらいたい。だから、政

策はきちんと打ち出すということと、政策の検

、 、 、証をするということ これをぜひ 令和３年度

、コロナ禍はどんな状況になるか分かりませんが

そこをしっかりとやっていただきたいなと思う

んですけど。

よかったら、部長、答えていただければ。

大変もう大きな課題でご○渡邊総合政策部長

ざいます。

人口減少問題というものを今回の長期ビジョ

ン アクションプランの中では一丁目一番地─

ということで進めてきたところでございます。

そういう中で、思いもしなかったコロナとい

うのが入ってきて、それが今後、地方回帰とい

うことでいいほうにつながるのかどうなのか。

一方で、赤ちゃんが産まれる数はコロナを敬遠

して非常に少なかったという話もあります。

ということで、非常に要因が読めなくなって

きている状況ではございますけれども、今年、

ポストコロナの在り方に関するモデル事業、調

査事業というものを今、進めさせていただいて

いるところであります。

３月末にその結果が上がってくるわけですけ

れども、それを踏まえて、今まで我々が進めて

まいりました施策の検証を、このポストコロナ

の中でどう変えていかないといけないのか。引

き続いてやっていくものがあるのか。そういっ

たことをしっかり峻別をした上で、最終的には

社会増、そして自然増、そういったふうな形に

持っていけるような施策を組み立てていかなけ

ればいけないと思っております。

坂口委員からも、本会議で長期ビジョンの早

、期の見直しをという御提言もございましたので

我々もそういう腹づもりで、早めに今後の在り

方について検討をしてまいりたいと思っており

ます。

その過程の中でお話の中にもありましたけれ

ども、県内の市町村の皆さん方の御意見をしっ

かりと聞かせていただく。そして、関係団体か

。 、らももちろん意見を聞かせていただく そして

県議の方からも様々な御意見を頂く。その車の

両輪の中で、この宮崎というものをさらにいい

ものにしていきたいと、そういう形で進めてい

きたいと思っております。

、ちょっと言葉足らずではございますけれども

そういった形で来年度以降も進めてまいりたい

と思っております。

これは令和３年度当初予算の概要○井上委員

として私が頂いたものなんですけれども、やっ

ぱり丁寧に丁寧に私たち議員は読んでいるわけ

です。丁寧にどういう事業が進められているの

かということを強く感じながら生かしていくわ

けですけれど、やっぱり子育てしやすい社会づ

くりというところの書き方です。

書き方も含めてそうだけれど、この政策はこ

のままで本当にいいのかなとちょっと考えさせ

られる。もっと特化して、何かやるべきことに

ついてしっかりやらないと、宮崎に移り住んで

よかったと思わせるようなものにしていかない

といけないのではないかと。

もう答弁は要らないんですけれど、やっぱり
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そこに目を引くものといったらおかしいんです

が、私たちの胸にどしんとくるような政策の打

ち出し方をやっていただきたいなと。これは私

の要望です。

ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他で何かありませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務政○野﨑委員長

策部を終了いたします。

、 。執行部の皆様方 お疲れさまでございました

暫時休憩いたします。

午後３時28分休憩

午後３時30分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、説明が全て終了した後

にお願いいたします。

会計管理局の令和３年度当○大西会計管理者

初予算について御説明します。

歳出予算説明資料の431ページをお願いいたし

ます。

まず、表の一番上、左から２列目であります

、 。が ９億7,956万4,000円をお願いしております

433ページをお開きください。

まず、会計課でありますが、当初予算額は左

から２列目、８億4,242万9,000円であります。

その主な内容について御説明します。

435ページをお開きいただきたいと思います。

ページ中ほどの（事項）出納事務費４億9,502

万3,000円であります。主なものは、説明欄３の

財務会計システム運営管理費であり、これはシ

ステムの例年の維持管理費に加えまして、令和

３年度から取り組むシステムの再構築に要する

経費であります。この財務会計システムの再構

築につきましては、後ほど会計課長から御説明

いたします。

次に、下の段の（事項）証紙収入事務費9,203

万1,000円であります。これは説明欄の１であり

ますが、収入証紙売りさばき人に支払う証紙売

りさばき手数料が主なものであります。

会計課については以上でございます。

437ページをお開きください。

次に、物品管理調達課でありますが、当初予

算額は、左から２列目、１億3,713万5,000円で

。 。あります その主な内容について御説明します

439ページをお開きください。

ページ中ほどの（事項）物品管理及び調達事

務費1,751万5,000円であります。これは、物品

調達システムの維持管理などに要する経費であ

ります。

最後になりますが、下の段の（事項）車両管

理事務費1,430万4,000円であります。これは説

明欄の２になりますが、県有車両の任意保険料

など県有車両の管理に要する経費が主なもので

あります。

私からの説明は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

会計課でございます。○大磯会計課長

総務政策常任委員会資料により御説明いたし

ます。

１ページをお開きください。

財務会計システム運営管理費の財務会計シス

テム及び財務総合システムの再構築に要する費

用であります。

まず、１の事業の目的・背景ですが、この２
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つのシステムが利用している基本ソフトウェア

のメーカーによる保守サポートが令和６年６月

末で終了しますことから、最新版の基本ソフト

ウェアを利用したシステムとすることによりま

して、セキュリティーを確保し、システム障害

による業務停止等のリスクを低減するものでご

ざいます。

次に、２の事業の概要を御覧ください。予算

額は４億1,798万円で、全額一般財源となってい

ます。事業期間は令和３年度から令和４年度ま

での２か年を予定していますので、右側の２ペ

ージに記載のとおり、令和４年度について、４

億4,398万1,000円を限度額とする債務負担行為

の追加をお願いするものであります。事業内容

ですが、①の会計課が所管する財務会計システ

ムは、歳入歳出予算の執行管理や旅費計算など

を行うもので、知事部局をはじめ約6,000人の職

員が利用しています。②の財政課が所管する財

務総合システムは、歳入歳出予算の編成や予算

の配当などを行うものです。今回、この２つの

基幹システムを統合して再構築を行うこととし

ています。

次に、再構築のイメージ図により御説明いた

します。

まず、左側の現在の状況についてです。この

２つのシステムは、別々のシステムとなってお

り、歳入歳出予算の編成から予算配当、執行管

理、決算、決算統計に至るまで密接に関わって

いますが、予算配当などのたびに、職員が手作

業でデータ連携や確認作業を行っております。

次に、右側の再構築後についてです。この２

つのシステムを統合することにより、予算編成

から決算統計までの一連の財務会計事務を一つ

のシステムの中で行うこととなります。

次に、３の事業の効果についてです。今回、

最新の基本ソフトウェアによる再構築を行うこ

とにより、県公金の出納管理業務に係る信頼性

が引き続き高いレベルで確保されることになり

ます。

県の一般会計及び特別会計は全てこの財務会

計システムを利用していますので、システムの

停止などにより支払いに遅延が生じるなど、県

民生活に影響を与えることがないよう、セキュ

リティー対策に万全を期してまいります。

また、予算編成から決算統計まで一貫したシ

ステムとなりますので、システム相互間のデー

タ連携に係る手作業が不要となり、事務の効率

化が図られることとなります。

会計課の説明は、以上でございます。

説明が終わりました。議案につ○野﨑委員長

いて質疑はありませんか。

今の財務会計システムの関係○太田副委員長

ですが、令和５年度から実際に稼働するという

ことで、手作業分がなくなるというだけで心理

的にミスもなくなるでしょうから、いいことだ

と思います。

その場合、令和５年度から、そういう手作業

分がなくなるということで、財政課もしくは会

計課の人員的に削減できるとかということでは

なくて、そこ辺は入っていないんですか。人は

ある程度残さないといけないと思うので、人ま

で省略されれないようにとは思いながら、その

辺はどうですか。

確かにそういった手作業はか○大磯会計課長

なり減るんですけれども、人員の削減というと

ころまでには行かないかなと思っております。

よろしいですか （ よろしいで○野﨑委員長 。「

す」と呼ぶ者あり）
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ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって会計管○野﨑委員長

理局を終了いたします。

お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午後３時38分休憩

午後３時41分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、説明が全て終了した後

にお願いいたします。

それでは、人事委○小田人事委員会事務局長

、員会事務局の令和３年度当初予算につきまして

御説明をさせていただきます。

お手元の歳出予算説明資料の519ページをお開

きください。

表の左から２列目の当初予算額の欄でござい

ますが、人事委員会事務局の当初予算総額は１

、億5,507万1,000円をお願いいたしておりまして

前年度当初予算総額と比べますと、5.0％の増と

なっております。

それでは、当初予算の主な内容について御説

明いたします。

523ページをお開きください。

まず、上から４段目の（目）委員会費653

万6,000円でありますが、その内訳といたしまし

ては （事項）委員報酬598万2,000円が人事委員、

３名に対する報酬であります。また （事項）委、

員会運営費55万4,000円は、人事委員会の会議開

催等に要する経費であります。

次に （目）事務局費の１億4,853万5,000円で、

、 、（ ）ありますが その内訳といたしましては 事項

職員費１億1,268万3,000円が事務局職員15名の

人件費であります。

次の（事項）事務局運営費674万5,000円は、

人事委員会事務局の運営に要する事務的経費で

あります。

次の（事項）県職員採用試験及び任用研修調

査費2,443万6,000円でありますが、次のページ

をお開きください。内容といたしましては、説

明の欄１の県職員採用試験実施費は、試験案内

や試験問題の作成、会場借り上げなどの試験の

実施等に要する事務的経費であります。２の任

用制度等に関する調査研究費は、人事行政に関

する調査研究等に要する経費であります。

次の（事項）警察官採用共同試験実施費173

万9,000円は、本県が警視庁ほか２府県と共同で

警察官採用試験を実施するための経費でござい

まして、試験案内や試験問題の作成等に要する

事務的経費であります。

次の（事項）給与その他の勤務条件の調査研

究費197万3,000円でありますが、その内容とい

たしましては、説明欄１の給与報告及び勧告に

必要な調査研究費は、民間の給与実態調査をは

じめ、人事委員会が行う職員の給与等に関する

報告及び勧告に要する経費であります。

２の給与その他の勤務条件の調査研究費は、

勤務条件に関する調査や職員に対する給与支払

。い状況の監理等に要する事務的経費であります

最後に その下の 事項 審査監督費95万9,000、 （ ）

円は、不利益処分に関する審査請求等、審査に

要する経費及び人事委員会が権限を有します労

働基準監督関係業務に要する経費であります。
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当初予算についての説明は以上であります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

説明が終了しました。議案につ○野﨑委員長

いて質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他何かありませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって人事委○野﨑委員長

員会事務局を終了いたします。お疲れさまでご

ざいました。

暫時休憩いたします。

午後３時45分休憩

午後３時46分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、説明が全て終了した後

にお願いいたします。

監査事務局の令和３年度○横山監査事務局長

一般会計当初予算について説明いたします。

歳出予算説明資料の監査事務局のインデック

スがあります513ページをお開きください。

監査事務局の当初予算額は、表の一番上にあ

りますように、１億9,158万7,000円でお願いし

ております。

次に、その内容について御説明いたします。

517ページをお開きください。

まず 上から４段目 目 一般管理費の1,379、 、（ ）

万7,000円についてであります。

これはその下にあります（事項）外部監査費

でありまして、包括外部監査人による外部監査

に要する経費であります。

次に、中ほどの（目）委員費2,010万2,000円

についてであります。

その内訳につきましては （事項）委員報酬、

が1,885万円で、監査委員４名の給料及び報酬並

びに職員手当等であります。

また、その下の（事項）運営費が125万2,000

円でありまして、監査委員の監査に要する経費

でございます。

次に 下から３段目の 目 事務局費１億5,768、 （ ）

万8,000円についてです。

内訳につきましては、まず （事項）職員費の、

１億4,579万5,000円は、事務局職員の人件費で

あります。

次の518ページの 事項 運営費が1,189万3,000（ ）

円で、事務局職員の監査や事務局の運営に要す

る経費であります。

予算につきましては、以上でございます。

続きまして、議案第35号の「包括外部監査規

約の締結について」であります。

。常任委員会資料の１ページをお開きください

議案書につきましては195ページになります

が、委員会資料で御説明いたします。

この議案は、１の提案の理由に記載しており

ますとおり、令和３年度の包括外部監査契約の

締結に当たりまして、地方自治法第252条の36第

１項の規定により、議会の議決に付するもので

あります。

この監査契約を締結する流れを御説明いたし

ます。

２ページのイメージ図を御覧ください。

具体的な契約の手続についてでありますが、

図の①におきまして知事が監査委員に契約の締

結についての意見を求め、これを受けて②で監

査委員の合議による意見を提出することとなっ

ております。
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、 、知事はこの意見を受け ③にありますとおり

契約の締結についての議案を議会に提出し御審

議いただくものであります。

１ページにお戻りください。

契約の目的は２にありますとおり、包括外部

監査契約に基づく監査及び監査の結果に関する

報告を求めるものでございます。

契約の金額は３にありますように1,3 7 9

万3,000円を上限とする額としております。

４の契約の相手方についてであります。地方

自治法で外部監査人として契約できる者は、弁

護士、公認会計士等と規定されておりますが、

包括外部監査は財務監査であることに鑑みまし

て、日本公認会計士協会南九州会宮崎県部会か

ら推薦をいただきました公認会計士の坂元隆一

郎氏との契約を考えております。

坂元隆一郎氏につきましては、令和２年度に

包括外部監査人を務められております。

契約の期間は、５にありますとおり、令和３

年４月１日から令和４年３月31日まででござい

ます。

議案の説明は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。

説明が終了しました。○野﨑委員長

議案について質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって監査事○野﨑委員長

務局を終了いたします。お疲れさまでございま

した。

暫時休憩いたします。

午後３時51分休憩

午後３時53分再開

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

当委員会に付託されました議案の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、説明が全て終了した後

にお願いいたします。

ここで、時間延長についてですが、本日の日

程は４時までとなっておりますが、４時を超え

そうですが、このまま継続してよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○野﨑委員長 それでは 説明をお願いします

議会事務局の令和３年度当初○亀澤事務局長

予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の１ページをお開

きください。

議会事務局の令和３年度当初予算は、12

億1,485万3,000円を計上しており、令和２年度

当初予算と比べまして1,111万8,000円、率にし

て約0.9％の減となっております。

それでは、５ページをお開きください。

（ ） 、上から４段目の 目 議会費でございますが

７億2,763万9,000円を計上しております。

主なものを御説明いたします。

まず、３つ下の段の（事項）本会議運営費で

ございますが、本会議及び議会運営委員会の開

催などに要する経費として2,530万3,000円を計

上しております。

次に、その下の段の（事項）常任委員会運営

費でございますが、常任委員会の開催、県内外

調査活動などに要する経費として 1,101万4,000、

円を計上しております。

次に、その下の段の（事項）議会一般運営費

でございますが、全国議長会負担金や議員年金
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の給付に係る地方負担金及び政務活動費交付金

などに要する経費として２億373万7,000円を計

上しております。

６ページをお開きください。

一番上の段の（事項）特別委員会運営費でご

ざいますが、特別委員会の開催、県内外調査活

動などに要する経費として777万1,000円を計上

しております。

以上が議会費でございまして、次に、その下

の段の 目 事務局費でございますが ４億8,721（ ） 、

万4,000円を計上しております。

主なものを御説明いたします。

まず、３つ下の段の（事項）本会議運営費で

ございますが、会議録調整事務や本会議録印刷

などに要する経費として、958万円ちょうどを計

上しております。

次に、その下の段の（事項）常任委員会運営

費でございますが、常任委員会調査活動の随行

などに要する経費として257万9,000円を計上し

ております。

７ページをお開きいただきまして、御覧くだ

さい。

次に、上から４段目の（事項）議会一般運営

費でございますが、議会広報等支援事業やその

他運営経費として議会棟の内部改修に要する経

費等に２億285万2,000円を計上しております。

なお、議会棟内部改修に係る事業の詳細につ

きましては、後ほど総務課長からご説明いたし

ます。

次にその下の段 （事項）議会史編さん費でご、

ざいますが、議会史の編さん事務や印刷製本に

要する経費として853万2,000円を計上しており

ます。

なお、この議会史につきましては、平成19年

度から22年度までを第24集として、令和３年度

に印刷製本することにいたしております。

続きまして、債務負担行為について御説明い

たします。

令和３年２月定例県議会提出議案の９ページ

をお開きください。

（事項）の欄の一番上に記載しております、

県庁１号館移転に伴う議会棟改修事業につきま

して、債務負担行為の設定をお願いするもので

あります。

この事業は、先ほど御説明いたしました議会

棟の内部改修を行うものでありますが、議会開

会中の工事中断などの対応が必要となりますこ

とから、工事期間を令和３年度から令和４年度

にかけて行うことといたしておりまして、限度

額7,889万6,000円を計上しております。

私からの説明は以上でございます。

委員会資料の１ページをお開○長倉総務課長

きください。

県庁１号館移転に伴う議会棟改修事業であり

ます。

１、事業の目的であります。県防災庁舎の建

設による執行部の再配置に伴い、１号館２階を

改修し、議会事務局を移転しますとともに、議

会棟の内部改修を行い、議員の皆様の活動環境

等の充実を図ることとしております。

２の事業の概要であります （１）事業費です。

が、総額は２億7,998万2,000円で、全額県費と

なります。うち、令和３年度事業費は１億2,041

万4,000円であります （２）事業期間ですが、。

令和元年度から令和４年度までの４年間となっ

ております （３）事業内容ですが、１号館２階。

及び議会棟の内部を改修するものであり、その

主な内容は、事務局執務室のワンフロア化、第
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１委員会室の移転及び再整備、議員執務室の整

備などとなっております。

主な改修内容については、資料の２ページか

ら４ページの平面図で御説明をいたします。

２ページをお開きください。

議会棟１階の平面図であります。現在、議会

棟３階にある第１委員会室につきましては、他

の委員会室と比べて面積が狭い状況であること

から、黄色に着色しております部分に移転し、

再整備を行います。

次の３ページをお開きください。

。議会棟及び１号館の２階の平面図であります

赤色の枠線で囲まれている部分が議会事務局の

フロアとなり、現在、議会棟の１階と２階に分

かれている総務課、議事課、政策調査課の３課

を、赤色で着している部分に集約し、事務局執

務のワンフロア化を図るものであります。

次に、議員執務室等のエリアについては、資

料の２ページから４ページの平面図に、青色の

枠線で囲まれている部分でお示しをしておりま

す。議員執務室の整備については、既存の共有

執務室等を有効的に活用しながら、３ページ、

それから４ページの青色に着色している部分の

改修を行うことで、議員ごとの執務室を整備す

るものであります。なお、常任委員会資料には

記載しておりませんが、そのほか、議会図書室

の移転などを予定をしております。

資料の１ページにお戻りください。

（４）事業計画ですが、令和元年度に基本設

計、令和２年度に実施設計及び１号館２階の内

部改修工事を行い、令和３年度から令和４年度

にかけ議会棟の内部改修工事を予定しておりま

す。なお、令和３年度に発注予定の議会棟の内

部改修工事については、議会開会中等の工事調

整が必要となることから、令和３年度から令和

、４年度までの２年間で実施することとしており

債務負担行為を設定するものであります。

最後に、３の事業の効果であります。①です

、 、が 事務局執務室のワンフロア化によりまして

、情報共有それから意思決定の迅速化が図られて

円滑な議会運営に資するとともに、調査研究・

。政策立案の支援機能が向上するものであります

②ですが、現在の手狭な第１委員会室を移転

し広くすることによって、審議に適した環境を

確保するものであります。

③から⑤ですが、新たに、議員ごとの執務室

を整備し、議員の皆様が集中して執務できる環

境を確保することで、議員活動の充実を図ると

ともに、県民の皆様が訪れやすい開かれた県議

会とするものであります。また、新型コロナウ

イルス感染防止対策のため、新しい生活様式と

しての３密回避の実現を図るものであります。

これらの改修工事によりまして、議員お一人

お一人の議員活動や議会活動の活性化に資する

ものと考えております。

説明は以上であります。

説明が終了しました。○野﨑委員長

議案について質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他、何かありませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって議会事○野﨑委員長

務局を終了いたします。

お疲れさまでございました。

暫時休憩します。

午後４時４分休憩

午後４時６分再開
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委員会を再開いたします。○野﨑委員長

採決についてですが、委員会日程の最終日に

行うことになっておりますので、12日金曜日に

行いたいと思います。開会時刻は13時といたし

たいのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○野﨑委員長

します。

その他何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、本日の○野﨑委員長

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは以上をもちまして、本○野﨑委員長

日の委員会を終わります。お疲れさまでござい

ました。

午後４時６分散会
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午後１時２分再開

出席委員（８人）

委 員 長 野 﨑 幸 士

副 委 員 長 太 田 清 海

委 員 坂 口 博 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 山 下 寿

委 員 佐 藤 雅 洋

委 員 来 住 一 人

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 渡 邊 大 介

総 務 課 主 事 合 田 有 希

委員会を再開いたします。○野﨑委員長

それでは、まず議案の採決を行いますが、採

決の前に、各議案につきまして、賛否も含め御

意見をお願いいたします。

今から採決に入ります知事提案の○来住委員

議案の中で、議案第１号「令和３年度宮崎県一

般会計予算」だけ賛成できません。あとは同意

できますので、よろしくお願いします。

それから 請願については私が紹介議員になっ、

ておりますから、一言お願いしておきたいと思

います。

請願第７号についてでありますけれど、税の

原則というのは生活費には課税しない、そして

負担能力に応じて負担するというのが、僕は税

の原則だと思います そういう点から見て やっ。 、

ぱり消費税こそこの原則から最も外れた税制で

はないかと思います。

それから、消費税は社会保障の財源となって

いるという問題については、これは一般質問の

中でも少し述べましたので、もう今日ここで改

めて述べることはいたしませんし、それから、

今、コロナ禍の下ではなおですけれど、やはり

この消費税を この請願では５％に引き下げ─

てほしいという、その意見書を出してほしいと

、いう内容なんですが やはりコロナ禍の中で─

。やっぱりこの不況が深刻な事態になっています

御承知のとおり国民総生産の６割は国内消費

されているわけですから、そういう点ではやっ

ぱり内需も高め、消費税を下げることによって

国内消費が伸び、それがまた逆に消費を押し上

げて景気の回復に役立っていく。それは当然、

財源の好循環をつくっていくという点からも、

この請願に対して紹介議員にもなったものでご

ざいますので、どうぞひとつよろしくお願い申

し上げたいと思います。

非常に簡単ですけれど、どうぞよろしくお願

いいたします。

請願についてはそのときに御意○野﨑委員長

見を伺うんですけれども、今のでもう承りまし

た。

いいですか、すいません。○来住委員

ほかにございませんか。○野﨑委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいですか。それでは採決○野﨑委員長

を行います。

一部反対との御意見がございますので、一部

を個別で採決いたします。

まず、議案第１号について採決を行います。

令和３年３月12日(金)
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議案第１号について、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第１号○野﨑委員長

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

、 、 、 、次に 議案第２号 議案第３号 議案第21号

議案第22号 議案第25号 議案第27号 議案第28、 、 、

号、議案第35号の各号議案について、一括して

採決いたします。

各号議案につきまして、原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○野﨑委員長 御異議なしと認めます よって

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、請願の取扱いについてであります。

請願第７号についてでありますが、この請願

、 。の取扱いも含めて 御意見をお願いいたします

先ほど御意見は、来住委員のほうから出まし

たが、ほかにございませんか。

消費税については、もう来住○太田副委員長

委員が言われましたので、制度として一つ知っ

ておきたいと思うのは、消費税は滞納額が意外

と多いんです。取りにくい税になるのかとかい

う、そういう制度上の問題はあるかもしれませ

んが、平成30年度の滞納額が消費税全体で2,904

億円程度になっているんです。所得税が3,631億

円というようなことで、意外と消費税の滞納は

所得税額の中でも源泉所得税が1,176億円、申告

所得税が2,455億円というようなことで、そう

、 、いったのに比べると 滞納額が多いなと思うと

ちょっと制度上問題があるかもしれないと感じ

ますので、その辺も一つよろしくお願いしたい

と思います。

ほかにございませんか。取扱い○野﨑委員長

も含めて 採決なのか継続とかという そういっ、 、

たものもありますが御意見をお願いします。採

決でよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

請願第７号については、採決と○野﨑委員長

、 。の御意見がございますので お諮りいたします

この際、請願を採決することに御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願第７号の賛否を○野﨑委員長

お諮りいたします。

請願第７号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手少数。よって、請願第７号○野﨑委員長

は不採択とすることに決定いたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目及び内容について、御意見

をお願いいたします。何か御意見あれば。

暫時休憩しましょうか。暫時休憩します。

午後１時８分休憩

午後１時９分再開

、 。○野﨑委員長 では 委員会を再開いたします

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○野﨑委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

令和３年３月12日(金)



- 115 -

します。

総合政策及び行財政対策に関する調査につい

ては継続調査といたしたいと思いますが、御異

議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○野﨑委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。○野﨑委員長 以上で委員会を終了いたします

委員の皆様方、お疲れさまでございました。

午後１時９分閉会
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